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和歌山市税条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和８年３月３１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市条例第１３号 

   和歌山市税条例の一部を改正する条例 

 和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

 第３１条第９項中「同じ。）」の次に「（法第２３条第１項第１５号ロに掲げるものを除く。以下

この項において同じ。）」を加える。 

 第３２第１項第６号中「第３項及び第３４条」を「以下この款及び第３８条の３第２項第２号」に

改め、同項第８号の２中「３００，０００円」を「３３０，０００円」に改め、同項第１１号中「こ

の款」の次に「及び第３８条の３第１項」を加える。 

 第３４条の２第２項中「第１号、第４号及び第５号」を「この項の規定による指定（以下この条に

おいて「指定」という。）の対象となる期間として総務省令で定める期間（第２号ア及び第５号にお

いて「指定対象期間」という。）を通じて第１号、第２号、第５号及び第６号」に、「以下この項」

を「第３号及び第４号」に改め、「）に適合する」の次に「と認められる」を加え、同項第５号中「

法第３１４条の７第５項」を「法第３１４条の７第４項」に、「しなかつたこと」を「しなかつた事

実」に、「したこと」を「した事実」に改め、「ないこと」の次に「（これらの事実により既に指定

の取消しを受けた場合を除く。）」を加え、同号を同項第６号とし、同項第４号中「この項の規定に

より受けようとする指定の効力を生ずる日前１年」を「指定対象期間の初日前４年」に、「この項の

規定による指定（以下この条において「指定」という。）」を「指定」に、「前３号」を「前各号」

に、「適合していたこと」を「適合していなかつた事実がないこと（当該事実により既に法第３１４

条の７第５項の規定による指定の取消し（以下この条において「指定の取消し」という。）を受けた

場合を除く。）」に改め、同号を同項第５号とし、同項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、

第１号の次に次の１号を加える。 

（２）次に掲げる基準その他都道府県等による第１号寄附金の使途に係る基準として総務大臣が定め

る基準に適合するものであること。 

  ア 都道府県等が指定対象期間において受領する第１号寄附金の額の合計額から当該指定対象期

間における第１号寄附金の募集に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定

した額を控除して得た額（イにおいて「寄附金活用可能額」という。）が、当該指定対象期

間において受領する第１号寄附金の額の合計額の１００分の６０に相当する金額以上である

こと。 

  イ 寄附金活用可能額の使途に関する事項について、総務大臣の定めるところにより公表するこ

と。 

 第３４条の２第４項中「（当該金額が当該納税義務者の第３３条及び前条の規定を適用した場合の

所得割の額の１００分の２０に相当する金額を超えるときは、当該１００分の２０に相当する金額）

」を削り、同項に次のただし書を加える。 

  ただし、当該相当する金額が当該納税義務者の第３３条及び前条の規定を適用した場合の所得割

の額の１００分の２０に相当する金額と１，１５８，０００円とのいずれか低い金額を超えるとき

は、当該いずれか低い金額とする。 
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 第３４条の２第４項第１号中「掲げる金額（以下この項」を「掲げる金額と当該納税義務者の前年

分の所得税に係る所得税法第８６条第２項に規定する基礎控除の額（租税特別措置法第４１条の１６

の２第１項の規定の適用がある場合には、その適用後の額）から４８０，０００円を控除して得た額

（当該控除して得た額が０を下回る場合には、０とする。）との合計額（次号及び第３号」に改める。 

 第３８条の２第１項第２号中「除き、」を「除く。次条第１項第２号において同じ。）（」に改め、

「。次条第１項において同じ」を削る。 

 第３８条の３第１項を次のように改める。 

  次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）は、公的年金等支払者（所

得税法第２０３条の６第１項に規定する申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する公的年金等

（以下この項において「公的年金等」という。）の支払者をいう。以下この条において同じ。）か

ら毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次項各

号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して市長に提出しなければなら

ない。 

（１）所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない

者 

（２）法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。

）の支払を受ける第２５条第１項第１号に掲げる者であつて、特定配偶者（所得割の納税義務者

（合計所得金額が９００万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（合計所

得金額が９５万円以下であるものに限る。）をいう。次号及び次項第３号において同じ。）（退

職手当等（第５１条の４に規定する退職手当等に限る。以下この号において同じ。）に係る所得

を有する者に限る。）又は扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手

当等に係る所得を有する者に限る。）若しくは特定親族（退職手当等に係る所得を有する者であ

つて、合計所得金額が８５万円以下であるものに限る。）を有する者 

（３）法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものに限る。

）の支払を受ける第２５条第１項第１号に掲げる者（当該年中に支払を受けるべき当該公的年金

等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める

金額に満たない者を除く。）であつて、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する者又は特定配

偶者若しくは扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。）若しくは特定親族

（合計所得金額が８５万円以下であるものに限る。）を有する者 

 第３８条の３第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項とし、同条中第４項を第

５項とし、第３項を第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、

同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 

（１）公的年金等支払者の名称 

（２）公的年金等受給者が、特別障害者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当

する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨 

（３）特定配偶者の氏名 

（４）扶養親族又は特定親族の氏名 

（５）その他総務省令で定める事項 
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 第５０条第３項、第８項、第１３項、第１９項及び第２３項中「第９項」を「第１０項」に改める。 

 第５１条第１項各号中「第９項」を「第１０項」に改める。 

 第５３条第２項第１０号中「特別史蹟、史蹟」を「特別史跡、史跡」に改める。 

 第６５条第２項中「次条第３項」を「次条第５項」に改める。 

 第７０条本文中「が、土地」の次に「又は家屋」を加え、「、家屋にあつては２００，０００円」

を削り、「１，５００，０００円」を「１，８００，０００円」に改める。 

 第７８条第１項を次のように改める。 

  軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び２輪の小型自動車（以下この節

において「軽自動車等」という。）に対し、その所有者に課する。 

 第７８条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、第１項」を「、前項」

に改め、同項を同条第２項とする。 

 第７８条の２第１項中「、軽自動車税の賦課徴収については」及び「前条第１項に規定する３輪以

上の軽自動車の取得者（以下この節において「３輪以上の軽自動車の取得者」という。）又は」を削

り、同条第２項中「３輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第３項を削る。 

 第７９条の２から第７９条の１５までを削る。 

 第８０条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 第８１条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 第８１条の２（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 第８３条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 第８４条の見出し及び同条第４項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 第８５条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 第８６条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 第８６条の２（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 第９３条の２中「道路運送車両法」の次に「（昭和２６年法律第１８５号）」を加え、「の種別割

」を削る。 

 附則第２条第１項第１号中「令和７年１２月３１日」を「令和９年１２月３１日」に改め、同条第

６項第１号中「の定めるところによつて」を「で定めるところにより」に改める。 

 附則第２条の２第１項第１号中「令和７年１２月３１日」を「令和９年１２月３１日」に改め、同

条第６項第１号中「の定めるところによつて」を「で定めるところにより」に改める。 

 附則第２条の３の前の見出し及び同条を削る。 

 附則第２条の３の２に見出しとして「（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除）」を付し、同

条第１項中「令和２０年度」を「令和２５年度」に、「居住年が平成１１年から平成１８年まで又は

」を「同法第４１条第１項に規定する居住年（以下この条及び附則第３７条において「居住年」とい

う。）が」に、「令和７年」を「令和１２年」に、「において、前条第１項の規定の適用を受けない

ときは」を「には」に改め、「合計額」の次に「（居住年が平成２８年から令和７年までの各年であ

る場合には、当該納税義務者の前年分の所得税に係る同法第８６条第２項に規定する基礎控除の額（

租税特別措置法第４１条の１６の２第１項の規定の適用がある場合には、その適用後の額）から４８

０，０００円を控除して得た額（当該控除して得た額が０を下回る場合には、０とする。）を加算し

た額）」を加え、同項第１号中「第５項まで若しくは第１０項から第２１項まで」を「第１８項まで
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」に改め、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」の次に「（

平成７年法律第１１号）」を加え、「（平成１９年又は平成２０年の居住年に係る同項に規定する住

宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算し

た同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額）」を削り、同項第２号中「災害被害者に対する租税

の減免、徴収猶予等に関する法律」の次に「（昭和２２年法律第１７５号）」を加え、同条第２項中

「附則第２条の３の２第１項」を「附則第２条の３第１項」に改め、同条第３項中「同条第１６項」

を「同条第１２項」に改め、同条を附則第２条の３とする。 

 附則第２条の４第１項各号列記以外の部分中「附則第２３条の２の２第１項」の次に「、附則第２

３条の３の４第１項」を加え、「（当該金額が当該納税義務者の第３３条及び第３４条の規定を適用

した場合の所得割の額の１００分の２０に相当する金額を超えるときは、当該１００分の２０に相当

する金額）」を削り、同項に次のただし書を加える。 

  ただし、当該相当する金額が当該納税義務者の第３３条及び第３４条の規定を適用した場合の所

得割の額の１００分の２０に相当する金額と１，１５８，０００円とのいずれか低い金額を超える

ときは、当該いずれか低い金額とする。 

 附則第２条の４第１項第５号中「又は」を「、附則第２３条の３の４第１項又は」に改める。 

 附則第２条の５第１項中「令和２０年度」を「令和３０年度」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 令和３１年度以後の各年度分の個人の市民税についての第３４条の２第１項及び第４項並びに前

条（これらの規定を次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用については、

当分の間、第３４条の２第４項第１号の表１，９５０，０００円以下の金額の項中「１００分の８

５」とあるのは「１００分の８４．９５」と、同表１，９５０，０００円を超え３，３００，００

０円以下の金額の項中「１００分の８０」とあるのは「１００分の７９．９」と、同表３，３００，

０００円を超え６，９５０，０００円以下の金額の項中「１００分の７０」とあるのは「１００分

の６９．８」と、同表６，９５０，０００円を超え９，０００，０００円以下の金額の項中「１０

０分の６７」とあるのは「１００分の６６．７７」と、同表９，０００，０００円を超え１８，０

００，０００円以下の金額の項中「１００分の５７」とあるのは「１００分の５６．６７」と、同

表１８，０００，０００円を超え４０，０００，０００円以下の金額の項中「１００分の５０」と

あるのは「１００分の４９．６」と、同表４０，０００，０００円を超える金額の項中「１００分

の４５」とあるのは「１００分の４４．５５」と、前条第３号中「１００分の５０」とあるのは「

１００分の４９．６」と、同条第４号中「１００分の６０」とあるのは「１００分の５９．７」と、

同条第５号中「１００分の７５」とあるのは「１００分の７４．８５」とする。 

 附則第３条第１項中「令和９年度」を「令和１２年度」に改め、同条第２項各号列記以外の部分及

び同項第２号中「、附則第２条の３の２第１項」を削る。 

 附則第４条第２項中「掲げる金額」の次に「と前年分の所得税に係る所得税法第８６条第２項に規

定する基礎控除の額（租税特別措置法第４１条の１６の２第１項の規定の適用がある場合には、その

適用後の額）から４８０，０００円を控除して得た額（当該控除して得た額が０を下回る場合には、

０とする。）との合計額」を加える。 

 附則第４条の２第１項中「令和２０年度」を「令和３０年度」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 令和３１年度以後の各年度分の個人の市民税についての前条の規定の適用については、当分の間、

同項の表中「８５分の５」とあるのは「８４．９５分の５．０５」と、「８０分の１０」とあるの
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は「７９．９分の１０．１」と、「７０分の２０」とあるのは「６９．８分の２０．２」と、「６

７分の２３」とあるのは「６６．７７分の２３．２３」と、「５７分の３３」とあるのは「５６．

６７分の３３．３３」とする。 

 附則第６条第１項中「第６条第１項」を「第２９条の７第２項」に、「総合効率化事業者（以下こ

の項」を「認定貨物自動車中継輸送事業者等（第１号」に、「「総合効率化事業者」を「「認定貨物

自動車中継輸送事業者等」に、「令和６年４月１日」を「物資の流通の効率化に関する法律の一部を

改正する法律（令和８年法律第  号）の施行の日」に、「令和８年３月３１日」を「令和１０年３

月３１日」に、「同条第１項」を「同項」に、「総合効率化計画」を「認定貨物自動車中継輸送実施

計画」に、「同法第４条第２号」を「物資の流通の効率化に関する法律第２９条の２第２号」に、「

流通業務総合効率化事業により」を「貨物自動車中継輸送事業の用に供するために」に、「設備に」

を「構築物に」に改め、同項各号を次のように改める。 

（１）認定貨物自動車中継輸送事業者等が新設し、又は増設した物資の流通の効率化に関する法律第

２９条の２第１号に掲げる特定貨物自動車中継輸送施設で政令で定めるもの（増設された当該特

定貨物自動車中継輸送施設にあつては、当該増設部分に限る。次号において「第１号施設」とい

う。） ２分の１ 

（２）第１号施設に附属する構築物で政令で定めるもの ４分の３ 

 附則第６条第２項中「令和８年３月３１日」を「令和１０年３月３１日」に改め、同条第３項中「

令和７年度」を「令和９年度」に改め、同条第４項中「令和８年３月３１日」を「令和１１年３月３

１日」に改め、同条中第５項を削り、第６項を第５項とし、第７項を第６項とし、同条第８項中「第

１３項」を「第１２項」に改め、同項を同条第７項とし、同条中第９項を第８項とし、第１０項を第

９項とし、第１１項を第１０項とし、同条第１２項中「特別区」の次に「又は同法第２条第５項に規

定する特定都市再生緊急整備地域」を加え、「令和５年４月１日」を「都市再生特別措置法等の一部

を改正する法律（令和８年法律第  号）の施行の日」に、「令和８年３月３１日」を「令和１１年

３月３１日」に、「同法第２９条第１項第１号」を「家屋及び償却資産で政令で定めるもののうち、

都市再生特別措置法第２条第２項」に、「公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定める

もの」を「公共施設その他政令で定めるものの用に供するもの」に改め、同項を同条第１１項とし、

同条第１３項中「第２条第９号」を「第２条第１０号」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１

４項中「令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで」を「令和８年４月１日から令和１０年３月

３１日まで」に改め、同項第１号中「４分の３」を「６分の５」に改め、同項第２号中「その他の総

務省令で定める燃料」を削り、同項中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

（３）脂肪酸メチルエステルを製造するための設備で総務省令で定めるもの ４分の３ 

 附則第６条中第１４項を第１３項とし、第１５項を第１４項とし、同条第１６項中「第２２項」を

「第２１項」に改め、同項を同条第１５項とし、同条中第１７項を第１６項とし、同条１８項から第

２３項までを１項ずつ繰り上げ、同条第２４項中「平成２８年４月１日から令和８年３月３１日まで

」を「令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで」に、「農業振興地域の整備に関する法律（

昭和４４年法律第５８号）第６条第１項の規定により指定された農業振興地域」を「農業経営基盤強

化促進法第１９条第１項に規定する地域計画」に改め、「。以下この項において同じ。」及び「（農

地中間管理権の存続期間が１５年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する

年の翌年の１月１日を賦課期日とする年度から５年度分）」を削り、同項を同条第２３項とし、同条
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中第２５項を第２４項とし、第２６項を第２５項とし、第２７項を第２６項とし、同条第２８項中「

企業組合を除く。）」の次に「又は農地中間管理事業の推進に関する法律第２条第４項に規定する農

地中間管理機構」を加え、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６

号）の施行の日から令和８年３月３１日まで」を「令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで

」に改め、同項を同条第２７項とし、同条第２９項中「令和８年３月３１日」を「令和１０年３月３

１日」に改め、同項を同条第２８項とし、同条中第３０項を第２９項とし、第３１項を第３０項とし、

同条第３２項中「第１０条の５の４第５項第８号又は第４２条の１２の５第５項第９号」を「第１０

条の５の４第４項第７号又は第４２条の１２の５第４項第８号」に改め、同項を同条第３１項とし、

同条第３３項中「第２条第７号」を「第２条第８号」に改め、同項を同条第３２項とし、同条第３４

項を同条第３３項とする。 

 附則第６条の２中「前条第１０項」を「前条第９項」に改める。 

 附則第７条第１項中「令和４年４月１日」を「令和１１年４月１日」に、「令和８年３月３１日」

を「令和１３年３月３１日」に、「、次条並びに附則第７条の３」を「から附則第７条の３まで」に、

「住宅の新築に係る都市再生特別措置法第８８条第１項の規定による届出に係る同条第３項の規定に

よる勧告（以下この項において「勧告」という。）を受けた者が、同条第５項の規定により当該勧告

に従わなかつた旨を公表された場合における当該勧告に従わないで新築した住宅（その敷地の用に供

する土地の全部又は一部が同項に規定する区域に含まれるものに限る。）」を「次に掲げる住宅（当

該住宅に係る建築確認を受けた時において、当該住宅の建築をする土地の全部が第１号アからオまで

に掲げる区域外又は都市計画法第７条第１項に規定する市街化調整区域（第２号において「市街化調

整区域」という。）のうち第２号ア若しくはイに掲げる区域外にあつた場合における当該住宅を除く。

）」に改め、「除く。以下この条」の次に「及び次条」を加え、「次条第１項」を「同条第１項」に

改め、同項に次の各号を加える。 

（１）次に掲げる区域内にある住宅（当該住宅の一部が次に掲げる区域内にある場合における当該住

宅を含むものとし、所有者、当該所有者の配偶者又は当該所有者の２親等以内の親族が居住の用

に供し、又は供していた住宅でその居住の用に供し、又は供していた期間として政令で定める期

間が５年以上であるもののうち政令で定めるものの建替えにより新築された住宅を除く。） 

  ア 建築基準法第３９条第１項の災害危険区域で総務省令で定めるもの 

  イ 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の地すべり防止区域 

  ウ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の

急傾斜地崩壊危険区域 

  エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７

号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区域 

  オ 特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第５６条第１項の浸水被害防止区

域 

（２）市街化調整区域のうち次に掲げる区域内にある住宅（当該住宅の一部がアに掲げる区域内にあ

る場合における当該住宅を含むものとし、建替えにより新築された住宅及び農業、林業又は漁業

を営む者の居住の用に供する住宅を除く。） 

  ア 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第７条第１項の土砂災害

警戒区域 
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  イ 水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１５条第１項第４号に規定する浸水想定区域で総務

省令で定めるもの 

 附則第７条第２項中「令和６年４月１日」を「令和１１年４月１日」に、「令和８年３月３１日」

を「令和１３年３月３１日」に改める。 

 附則第７条の２第１項中「長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）の

施行の日」を「令和１１年４月１日」に、「令和８年３月３１日」を「令和１３年３月３１日」に、

「同法」を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）」に改め、同条第

２項中「長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日」を「令和１１年４月１日」に、「令和

８年３月３１日」を「令和１３年３月３１日」に改める。 

 附則第７条の３第４項中「令和８年３月３１日」を「令和１０年３月３１日」に改める。 

 附則第７条の４第１項中「令和８年３月３１日」を「令和１３年３月３１日」に、「から附則第７

条の５まで」を「、次条及び附則第７条の５」に改め、同条第４項、第５項、第９項及び第１０項中

「令和８年３月３１日」を「令和１３年３月３１日」に改める。 

 附則第７条の４の２第１項、第４項及び第５項中「令和８年３月３１日」を「令和１３年３月３１

日」に改める。 

 附則第７条の５第１項中「令和８年３月３１日」を「令和１１年３月３１日」に改める。 

 附則第８条第６号アの表（イ）中「当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について」を「当

該土地が令和７年度分の固定資産税について和歌山市税条例の一部を改正する条例（令和８年条例第  

１３号）による改正前の和歌山市税条例（以下「令和８年改正前の条例」という。）」に改め、同号

イの表（イ）中「当該年度の前年度分の固定資産税について」を「令和７年度分の固定資産税につい

て令和８年改正前の条例」に改める。 

 附則第８条の２第３項の表附則第６条第１５項、第２４項から第２６項まで、第２９項及び第３３

項並びに附則第６条の３の項及び同条第４項の表附則第６条第１５項、第２４項から第２６項まで、

第２９項及び第３３項並びに附則第６条の３の項中「附則第６条第１５項、第２４項から第２６項ま

で、第２９項及び第３３項」を「附則第６条第１４項、第２３項から第２５項まで、第２８項及び第

３２項」に改める。 

 附則第９条の３第２項第３号イ及び第４項第３号イ中「同年度分の固定資産税について」の次に「

令和８年改正前の条例」を加える。 

 附則第１６条の３第２項第３号イ及び第４項第３号イ中「固定資産税について」の次に「令和８年

改正前の条例」を加える。 

 附則第１７条の３から第１７条の８までを削る。 

 附則第１８条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「第７９条の２第１項第１号に規定す

る電気軽自動車」を「電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないもの」に、「同条第１項第

２号に規定する天然ガス軽自動車」を「専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車

で総務省令で定めるもの」に、「次項第２号」を「同項第２号」に、「第７８条の２第３項に規定す

る」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」に、「から第４項まで」を「及び第３項

」に改め、「の種別割」を削り、同条第２項中「令和４年４月１日から令和８年３月３１日まで」を

「令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで」に改め、「の種別割」を削り、同項第２号中「

第７９条の２第１項第２号アに規定する排出ガス保安基準」を「自動車排出ガスに係る保安上又は公
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害防止その他の環境保全上の技術基準（以下この号及び次項において「排出ガス保安基準」という。

）」に、「同号イに規定する平成２１年天然ガス車基準」を「同条第１項の規定により平成２１年１

０月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの」に

改め、同条第３項中「第７９条の２第１項第３号に規定する」を削り、「以下この項及び次項におい

て「ガソリン軽自動車」という」を「ガソリンを内燃機関の燃料として用いる軽自動車をいう。以下

この項において同じ」に、「同号ア（ア）ａに規定する平成３０年ガソリン軽中量車基準（次項にお

いて「平成３０年ガソリン軽中量車基準」という。）」を「道路運送車両法第４１条第１項の規定に

より平成３０年１０月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令

で定めるもの」に、「同号ア（ア）ｂに規定する平成１７年ガソリン軽中量車基準（次項において「

平成１７年ガソリン軽中量車基準」という。）」を「同項の規定により平成１７年１０月１日以降に

適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの」に、「エネルギー

消費効率が同号ア（イ）に規定する令和１２年度基準エネルギー消費効率（次項において「令和１２

年度基準エネルギー消費効率」という。）」を「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへ

の転換等に関する法律（昭和５４年法律第４９号）第１５１条第１号イに規定するエネルギー消費効

率（以下この項及び次条第１項において「エネルギー消費効率」という。）が同法第１４９条第１項

の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して

総務省令で定めるエネルギー消費効率（以下この項において「基準エネルギー消費効率」という。）

であつて令和１２年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの」に、「同号

ア（ウ）に規定する令和２年度基準エネルギー消費効率（次項において「令和２年度基準エネルギー

消費効率」という。）」を「基準エネルギー消費効率であつて令和２年度以降の各年度において適用

されるべきものとして定められたもの」に、「令和４年４月１日」を「令和７年４月１日」に、「当

該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」を「令和８年度分」に改め、「の種別割」

を削り、同条第４項を削る。 

 附則第１８条の２の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種別割」を削り、「から第４

項まで」を「又は第３項」に改め、同条第２項、第３項及び第４項中「の種別割」を削る。 

 附則第２１条の３第３項第３号中「、附則第２条の３の２第１項」を削り、「、附則第２条の３第

１項及び附則第２条の３の２第１項」を「及び附則第２条の３第１項」に改める。 

 附則第２１条の４第３項第３号中「、附則第２条の３の２第１項」を削り、「、附則第２条の３第

１項及び附則第２条の３の２第１項」を「及び附則第２条の３第１項」に改め、同条第４項中「令和

８年３月３１日」を「令和１１年３月３１日」に改める。 

 附則第２２条第３項第３号中「、附則第２条の３の２第１項」を削り、「、附則第２条の３第１項

及び附則第２条の３の２第１項」を「及び附則第２条の３第１項」に改める。 

 附則第２２条の２第１項及び第２項中「令和８年度」を「令和１１年度」に改め、同条中第５項を

第６項とし、第４項を第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割の納税義務者が、租税

特別措置法第３１条の２第２項第１３号から第１５号までに掲げる土地等の譲渡に該当するものを

したときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡をした時において地すべり等防止法第３条第１

項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条第１項の急傾斜地崩

壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第９条第１項の土
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砂災害特別警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法第５６条第１項の浸水被害防止区域内にある

ときは、当該土地等の譲渡は、第１項又は第２項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優

良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。 

 附則第２３条第４項第３号中「、附則第２条の３の２第１項」を削り、「、附則第２条の３第１項

及び附則第２条の３の２第１項」を「及び附則第２条の３第１項」に改める。 

 附則第２３条の２第４項第３号中「、附則第２条の３の２第１項」を削り、「、附則第２条の３第

１項及び附則第２条の３の２第１項」を「及び附則第２条の３第１項」に改める。 

 附則第２３条の３の２第１項中「非課税上場株式等管理契約（以下この条」を「非課税上場株式等

管理契約（以下次項」に、「非課税累積投資契約（以下この条」を「非課税累積投資契約（以下次項

」に改め、同条第２項中「含む。以下この項」の次に「及び次項」を、「金額（以下この項」の次に

「及び次項」を加え、同項の次に次の２項を加える。 

３ 非課税口座及び租税特別措置法第３７条の１４第５項第９号に規定する特定課税未成年者口座（

以下この項において「特定課税未成年者口座」という。）を開設する市民税の所得割の納税義務者

の同条第４項第１号に規定する基準年の前年１２月３１日までに当該非課税口座又は特定課税未成

年者口座につき同条第６項に規定する契約不履行等事由（以下この項において「契約不履行等事由

」という。）が生じた場合には、次に定めるところにより、市民税に関する規定を適用する。この

場合には、政令で定めるところにより、第１号から第３号までの規定による非課税口座内上場株式

等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等

以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これ

らの金額を計算するものとする。 

（１）当該非課税口座の開設の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした非課税口座内上場

株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については、当該契約不履行等事由が生じた

時に、当該非課税口座内上場株式等の特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて

行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。 

（２）当該非課税口座の開設の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に租税特別措置法第３７

条の１４第４項第１号に規定する他の保管口座への移管又は非課税口座内上場株式等に係る有価

証券の当該市民税の所得割の納税義務者への返還（同条第５項第６号ホ（１）（ｉ）に規定する

政令で定める事由による移管又は返還を除く。以下この号及び第４号において同じ。）があつた

非課税口座内上場株式等については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履

行等事由が生じた時に、その移管又は返還があつた時における払出し時の金額により特定非課税

累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。 

（３）契約不履行等事由の基因となつた非課税口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時に

おける当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じ

た時に、その時における払出し時の金額により特定非課税累積投資契約において定められた方法

に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。 

（４）第２号の規定の適用を受ける当該非課税口座を開設していた市民税の所得割の納税義務者につ

いては、同号の移管又は返還があつた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該移管又

は返還による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場

株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。 
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（５）第３号の規定の適用を受ける当該非課税口座を開設していた市民税の所得割の納税義務者につ

いては、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて同号の非

課税口座内上場株式等（租税特別措置法第３７条の１４第５項第６号ホ（２）に規定する譲渡又

は贈与がされたものを除く。）の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株

式等の取得をしたものと、第３号の非課税口座内上場株式等を贈与により取得した者については、

当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該非課税口座内

上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。 

４ 前項の場合において、同項第１号から第３号までの規定により譲渡があつたものとみなされる非

課税口座内上場株式等に係る収入金額が所得税法第３３条第３項の規定の例によつて算定した当該

非課税口座内上場株式等の取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要

経費に満たない場合におけるその不足額は、市民税に関する法令の規定の適用については、ないも

のとみなす。 

 附則第２３条の３の３の次に次の２条を加える。 

 （特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る市民税の課税の特例） 

第２３条の３の４ 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第３８条の２

第１項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び

雑所得については、第３１条第１項及び第２項並びに第３３条の規定にかかわらず、他の所得と区

分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところ

により計算した金額（以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。）に

対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額（特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額（次項第

３号の規定により読み替えて適用される第３２条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額

）をいう。）の１００分の３に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合におい

て、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市民税に関す

る規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

（１）市民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第６９条の規定の適用

については、租税特別措置法第３８条の２第２項第２号の規定により適用されるところによる。 

（２）第３１条第７項（雑損失の金額に係る部分に限る。）及び第３２条の規定の適用については、

これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第２３条の３の４第１項に規定

する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。 

（３）第３４条、第３４条の２、第３５項第２項及び第３項並びに附則第２条の３第１項及び附則第

２条の４の規定の適用については、第３４条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第２３条の３の４第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の２第１項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第２３条の３の４第１項に規定する特定暗号資産

に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第３５条第２項及び第３項並びに附則第２条の３第１

項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第２３条の３の４第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第３４条の２第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第２３条の３の４第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、同条第４項及び附

則第２条の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第２３条の３の４第１項の規
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定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 

（４）附則第１条の３の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所

得金額並びに附則第２３条の３の４第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、

同条第２項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則

第２３条の３の４第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

 （特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除） 

第２３条の３の５ 市民税の所得割の納税義務者の前年前３年内の各年に生じた特定暗号資産に係る

譲渡損失の金額（この項の規定により前年前において控除されたものを除く。）は、当該特定暗号

資産に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税について特定暗号資産

に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第３７条第１項又は第３項の規定による申告

書（第４項において準用する同条第４項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。）

を提出した場合（市長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその

提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。）において、

その後の年度分の市民税について連続してこれらの申告書（その提出期限後において市民税の納税

通知書が送達される時までに提出されたものを含む。）を提出しているときに限り、前条第１項後

段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する特定暗号資

産に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除

する。 

２ 前項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額とは、同項に規定する市民税の所得割の納税

義務者が、租税特別措置法第３８条の３第１項に規定する特定暗号資産の同項に規定する譲渡をし

たことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義

務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市民税に係る前条第１項に規定する特定暗

号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として

政令で定めるところにより計算した金額をいう。 

３ 第１項の規定の適用がある場合における前条第１項の規定の適用については、同項中「計算した

金額（」とあるのは、「計算した金額（次条第１項の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額。」とする。 

４ 第３７条第４項の規定は、同条第１項ただし書に規定する者（同条第２項の規定により同条第１

項の申告書を提出する義務を有する者を除く。）が、当該年度の翌年度以後の年度において第１項

の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の市民税について同条第３項の規定による

申告書を提出すべき場合及び同条第４項の規定により同条第１項の申告書を提出することができる

場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第４項中「純損失又

は雑損失の金額」とあるのは「附則第２３条の３の５第２項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損

失の金額」と、「３月１５日までに同項の」とあるのは「３月１５日までに、総務省令で定めると

ころにより、同条第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他

の政令で定める事項を記載した」と読み替えるものとする。 

５ 第１項の規定の適用がある場合における第３８条の規定の適用については、同条第１項中「確定

申告書（」とあるのは「確定申告書（租税特別措置法第３８条の３第５項において準用する所得税

法第１２３条第１項の規定による申告書を含む。」と、「前条第１項から第４項まで」とあるのは
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「前条第１項から第４項まで又は附則第２３条の３の５第４項において準用する前条第４項」と、

同条第２項中「同条第１項から第４項まで」とあるのは「同条第１項から第４項まで又は附則第２

３条の３の５第４項において準用する前条第４項」とする。 

 附則第２３条の４第２項第３号中「、附則第２条の３の２第１項」を削り、「、附則第２条の３第

１項及び附則第２条の３の２第１項」を「及び附則第２条の３第１項」に改める。 

 附則第２３条の４の２第２項中「とは、当該」を「とは、同項に規定する」に改め、同条第４項中

「規定によつて」を「規定により」に、「の定めるところによつて」を「で定めるところにより」に

改める。 

 附則第３６条第１項中「被災純損失金額（震災特例法」を「被災純損失金額（東日本大震災の被災

者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成２３年法律第２９号。以下「震災特例法」と

いう。）」に改める。 

 附則第３６条の２第３項中「から附則第２条の３まで」を「、附則第２条の２」に改め、同項の表

附則第２条の３第１項第２号イの項を削り、同条第４項中「から附則第２条の３まで」を「、附則第

２条の２」に改める。 

 附則第３７条第１項中「及び附則第２条の３の２」を削り、「規定中」を「同条の規定中」に改め、

同項の表附則第２条の３第１項の項から附則第２条の３第１項第３号の項までを削り、同表附則第２

条の３の２第１項の項中「附則第２条の３の２第１項」を「第１項」に改め、「東日本大震災の被災

者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」の次に「（平成２３年法律第２９号）」を加え、

同表附則第２条の３の２第１項第１号の項中「附則第２条の３の２第１項第１号」を「第１項第１号

」に、「第５項まで若しくは第１０項から第２１項まで若しくは第４１条の２」を「第１８項まで若

しくは第４１条の２」に改め、同表附則第２条の３の２第１項第２号の項中「附則第２条の３の２第

１項第２号」を「第１項第２号」に改め、同条第２項中「及び附則第２条の３の２」を削り、「次の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句」を「同条第

１項第１号中「又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成

７年法律第１１号）第１６条第１項から第３項まで」とあるのは、「、阪神・淡路大震災の被災者等

に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成７年法律第１１号）第１６条第１項から第３項ま

で又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成２３年法律第２９

号）第１３条第３項若しくは第４項若しくは第１３条の２第１項から第５項まで若しくは第７項から

第１１項まで」」に改め、同項の表を削り、同条第３項中「附則第２条の３の２第１項」を「附則第

２条の３第１項」に改める。 

 附則第３９条第１項中「の所有者」を「（福島県の区域内にあるものに限る。）の所有者」に、「

平成２３年３月１１日から令和８年３月３１日まで」を「令和８年４月１日から令和１１年３月３１

日まで」に改め、同条第２項中「の所有者」を「（福島県の区域内に所在し、又は所在していたもの

に限る。）の所有者」に、「平成２３年３月１１日から令和８年３月３１日まで」を「令和８年４月

１日から令１１年３月３１日まで」に改め、同条第５項中「第１６項」を「第１５項」に改める。 

 附則第４０条及び第４１条を次のように改める。 

第４０条 削除 

 （東日本大震災に係る自動車等持出困難区域内の軽自動車等に対する軽自動車税の特例） 

第４１条 自動車等持出困難区域（法附則第５４条第１項に規定する自動車等持出困難区域をいう。
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以下この項から第３項までにおいて同じ。）内の軽自動車（３輪以上のものに限る。以下この項に

おいて同じ。）が、次に掲げる軽自動車で政令で定めるものに該当することとなつた場合には、当

該軽自動車は、第７８条第１項の規定の適用については、当該軽自動車に係る自動車等持出困難区

域を指定する旨の公示があつた日以後同項の軽自動車等でなかつたものとみなす。 

（１）自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域

内にあつた軽自動車で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの 

（２）自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を

解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた軽自動車で、

次に掲げる軽自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの 

  ア 使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成１４年法律第８７号）第２条第１項に規定す

る自動車に該当する軽自動車 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつ

た日から２月以内に用途を廃止し、又は同条第１１項に規定する引取業者（次号アにおいて

「引取業者」という。）に引き渡したもの 

  イ アに掲げる軽自動車以外の軽自動車 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示

があつた日から２月以内に用途を廃止したもの又は同日から９月以内に解体したもの 

（３）自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移

動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた軽自動車で、次に掲げる軽自

動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの 

  ア 使用済自動車の再資源化等に関する法律第２条第１項に規定する自動車に該当する軽自動車 

当該移動させた日から２月以内に用途を廃止し、又は引取業者に引き渡したもの 

  イ アに掲げる軽自動車以外の軽自動車 当該移動させた日から２月以内に用途を廃止したもの

又は同日から９月以内に解体したもの 

２ 自動車等持出困難区域内の原動機付自転車、軽自動車（２輪のものに限る。）及び２輪の小型自

動車（以下この項において「２輪自動車等」という。）が、次に掲げる２輪自動車等で政令で定め

るものに該当することとなつた場合には、当該２輪自動車等は、第７８条第１項の規定の適用につ

いては、当該２輪自動車等に係る自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後同項の

軽自動車等でなかつたものとみなす。 

（１）自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域

内にあつた２輪自動車等で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの 

（２）自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を

解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた２輪自動車

等で、同日から２月以内に用途を廃止し、又は解体したもの 

（３）自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移

動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた２輪自動車等で、同日から２

月以内に用途を廃止し、又は解体したもの 

３ 自動車等持出困難区域内の小型特殊自動車が、次に掲げる小型特殊自動車で政令で定めるものに

該当することとなつた場合には、当該小型特殊自動車は、第７８条第１項の規定の適用について

は、当該小型特殊自動車に係る自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後同項の

軽自動車等でなかつたものとみなす。 
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（１）自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域

内にあつた小型特殊自動車で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの 

（２）自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を

解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自

動車で、同日から２月以内に用途を廃止し、又は解体したもの 

（３）自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移

動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、同日から

２月以内に用途を廃止し、又は解体したもの 

 附則第４４条中「附則第２条の３の２第３項」を「附則第２条の３第３項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

（１）第３４条の２第２項の改正規定（同項第５号中「法第３１４条の７第５項」を「法第３１４条

の７第４項」に改める部分を除く。）並びに次条第３項及び第４項の規定 令和８年１０月１日 

（２）第３２条第１項第６号の改正規定、第３４条の２第４項の改正規定（同項第１号に係る部分を

除く。）並びに第３８条の２第１項第２号及び第３８条の３の改正規定並びに附則第２条の３の

２第１項の改正規定（「令和２０年度」を「令和２５年度」に改める部分、「令和７年」を「令

和１２年」に改める部分及び同項第１号に係る部分（「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税

関係法律の臨時特例に関する法律」の次に「（平成７年法律第１１号）」を加える部分を除く。

）に限る。）、同条第３項の改正規定、附則第２条の４の改正規定（第９号に掲げる改正規定を

除く。）、附則第２３条の３の２の改正規定、附則第３７条第１項の表附則第２条の３の２第１

項第１号の項の改正規定（「附則第２条の３の２第１項第１号」を「第１項第１号」に改める部

分を除く。）並びに次条第５項から第７項までの規定 令和９年１月１日 

（３）第７０条の改正規定及び附則第３条第２項の規定 令和９年４月１日 

（４）第３２条第１項第８号の２、第５０条及び第５１条の改正規定並びに附則第２条の５及び第４

条の２の改正規定、附則第２２条の２の改正規定（同条第１項及び第２項中「令和８年度」を「

令和１１年度」に改める部分を除く。）並びに次条第２項及び第９項の規定 令和１０年１月１

日 

（５）附則第７条第１項の改正規定（「令和８年３月３１日」を「令和１３年３月３１日」に、「、

次条並びに附則第７条の３」を「から附則第７条の３まで」に改める部分を除く。）、同条第２

項の改正規定（「令和８年３月３１日」を「令和１３年３月３１日」に改める部分を除く。）、

附則第７条の２第１項の改正規定（「令和８年３月３１日」を「令和１３年３月３１日」に改め

る部分を除く。）及び同条第２項の改正規定（「令和８年３月３１日」を「令和１３年３月３１

日」に改める部分を除く。）並びに附則第３条第９項から第１２項までの規定 令和１１年４月

１日 

（６）附則第６条第１項の改正規定（「令和８年３月３１日」を「令和１０年３月３１日」に改める

部分を除く。）並びに附則第３条第３項及び第５条第２項の規定 物資の流通の効率化に関する

法律の一部を改正する法律（令和８年法律第  号）の施行の日 
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（７）附則第６条第１３項の改正規定（同項を同条第１２項とする部分を除く。）及び同条第３３項

の改正規定（同項を同条第３２項とする部分を除く。） 地域公共交通の活性化及び再生に関す

る法律の一部を改正する法律（令和８年法律第  号）の施行の日 

（８）附則第６条第１２項の改正規定（「令和８年３月３１日」を「令和１１年３月３１日」に改め

る部分及び同項を同条第１１項とする部分を除く。）並びに附則第３条第５項及び第５条第３項

の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和８年法律第  号）の施行の日 

（９）附則第２条の４第１項の改正規定（「附則第２３条の２の２第１項」の次に「、附則第２３条

の３の４第１項」を加える部分及び同項第５号に係る部分に限る。）並びに次条第８項及び第１

０項の規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令和８年法律第  

号）の施行の日の属する年の翌々年の１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の和歌山市税条例（以下「新条例」と

いう。）の規定中個人の市民税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の個人の市民税について

適用し、令和７年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３２条第１項（第８号の２に係る部分に限る。）の規定は、令和１０年度以後の年度分

の個人の市民税について適用し、令和９年度分までの個人の市民税については、なお従前の例によ

る。 

３ 新条例第３４条の２第２項に規定する指定対象期間（次項において「指定対象期間」という。）

の初日が次の表の左欄に掲げる期間に属する場合における同条第２項の規定の適用については、同

項第２号ア中「１００分の６０」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日（次項において「

１号施行日」という。）から令和９年９月３０日まで 

１００分の５２．５ 

令和９年１０月１日から令和１０年９月３０日まで １００分の５５ 

令和１０年１０月１日から令和１１年９月３０日まで １００分の５７．５ 

４ 指定対象期間の初日が１号施行日から令和１１年９月３０日までの期間に属する場合における新

条例第３４条の２第２項の規定の適用については、同項第５号中「指定対象期間の初日前４年以内

」とあるのは、「令和７年１０月１日から指定対象期間の初日の前日までの間」とする。 

５ 前条第２号に掲げる規定による改正後の和歌山市税条例（第７項において「９年１月新条例」と

いう。）第３４条の２第４項及び附則第２条の４第１項の規定は、令和１０年度以後の年度分の個

人の市民税について適用し、令和９年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

６ 新条例第３８条の３第１項及び第２項の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日（以下この

項において「２号施行日」という。）以後に支払を受けるべき所得税法（昭和４０年法律第３３号

）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（以下この項において「公的年金等」という。）に

ついて提出する新条例第３８条の３第１項の規定による申告書について適用し、２号施行日前に支

払を受けるべき公的年金等について提出したこの条例による改正前の和歌山市税条例（以下「旧条

例」という。）第３８条の３第１項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

７ ９年１月新条例附則第２条の３の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和８年１月１日以後

に所得税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第１２号。以下この項において「所得税法等改
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正法」という。）第７条の規定による改正後の租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１

条第１項に規定する居住用家屋（同条第１６項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋とみ

なされる同条第１６項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第１７項の規

定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第１７項に規定する特例既存住宅及び同

条第３５項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に規定する要耐

震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（同条第１７項の規定により同条第１項に規定

する増改築等をした家屋とみなされる同条第１７項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当

該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。）又は同条第６項に規定する認定住宅等（同

条第１８項の規定により同条第６項に規定する認定住宅等とみなされる同条第１８項に規定する特

例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合につい

て適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第７条の規定による改正前の

租税特別措置法第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第２０項の規定により同条第１項に規

定する居住用家屋とみなされる同条第２０項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住

宅（同条第３５項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に規定す

る要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（当該増改築等に係る部分に限る。）又

は同条第１０項に規定する認定住宅等（同条第２１項の規定により同条第１０項に規定する認定住

宅等とみなされる同条第２１項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところ

によりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。 

８ 附則第１条第９号に掲げる規定による改正後の附則第２条の４の規定は、同号に掲げる規定の施

行の日（以下この項及び第１０項において「９号施行日」という。）の属する年度の翌年度以後の

年度分の個人の市民税について適用し、９号施行日の属する年度分までの個人の市民税については、

なお従前の例による。 

９ 新条例附則第２２条の２第４項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が附則第１条第４号に掲

げる規定の施行の日以後に行う新条例則第２２条の２第１項の土地等の譲渡について適用する。 

１０ 新条例附則第２３条の３の４及び附則第２３条の３の５の規定は、９号施行日の属する年度の

翌年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和８年度以後

の年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの固定資産税については、なお従前の例

による。 

２ 新条例第７０条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和８年度分

までの固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 令和６年４月１日から附則第１条第６号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された同

号に掲げる規定による改正前の和歌山市税条例附則第６条第１項に規定する施設又は設備に対して

課する固定資産税については、なお従前の例による。 

４ 令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの間に取得された旧条例附則第６条第５項に規定

する車両に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合

において、同項中「令和８年３月３１日」とあるのは、「令和９年３月３１日」とする。 

５ 令和５年４月１日から附則第１条第８号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された同
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号に掲げる規定による改正前の和歌山市税条例附則第６条第１１項に規定する家屋及び償却資産に

対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

６ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新設された旧条例附則第６条第１４項に規

定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

７ 平成２８年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧条例附則第６条第２４項に規定する農

地中間管理機構が同項に規定する農地中間管理権を取得した同項に規定する土地に対して課する固

定資産税については、なお従前の例による。 

８ 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）の施行の日から令和

８年３月３１日までの間に取得された旧条例附則第６条第２８項に規定する機械装置等に対して課

する固定資産税については、なお従前の例による。 

９ 令和４年４月１日から令和１１年３月３１日までの間に新築された附則第１条第５号に掲げる規

定による改正前の和歌山市税条例（次項から第１２項までにおいて「５号旧条例」という。）附則

第７条第１項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

１０ 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までの間に新築された５号旧条例附則第７条第２

項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

１１ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）の施行の日から令和１１

年３月３１日までの間に新築された５号旧条例附則第７条の２第１項に規定する住宅に対して課す

る固定資産税については、なお従前の例による。 

１２ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和１１年３月３１日までの間に新築

された５号旧条例附則第７条の２第２項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、な

お従前の例による。 

１３ 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間に取得（共有持分の取得を含む。）が行わ

れた新条例附則第３９条第１項に規定する土地に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用

については、同項中「被災住宅用地（福島県の区域内にあるものに限る。）」とあるのは、「被災

住宅用地」とする。 

１４ 平成２３年３月１１日から令和８年３月３１日までの間に取得（共有持分の取得を含む。）が

行われた旧条例附則第３９条第１項に規定する土地に対して課する固定資産税については、なお従

前の例による。 

１５ 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間に取得され、又は改築された新条例附則第

３９条第２項に規定する家屋に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項

中「家屋（福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限る。）」とあるのは、「家屋」と

する。 

１６ 平成２３年３月１１日から令和８年３月３１日までの間に取得され、又は改築された旧条例附

則第３９条第２項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の軽自動車税について

適用する。 

２ この条例の施行の日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境性能割につ

いては、なお従前の例による。 
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３ 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧条例第７９条の１２第１項、第７９条の１

３第１項又は附則第４０条第３項の規定により納税義務を免除される軽自動車税の環境性能割に係

る徴収金に係る旧条例第７９条の１２第６項若しくは第７９条の１３第２項の規定による還付又は

旧条例第７９条の１２第７項（旧条例第７９条の１３第３項において準用する場合を含む。）の規

定による充当については、なお従前の例による。 

４ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

５ 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧条例附則第４１条第５項、第７項又は第９

項の規定により納税義務を免除される令和２年度分及び令和３年度分の軽自動車税の種別割に係る

徴収金に係る同条第１０項の規定による還付又は同条第１１項の規定による充当については、なお

従前の例による。 

６ 新条例附則第４１条の規定の適用については、総務大臣が地方税法等の一部を改正する等の法律

（平成２８年法律第１３号）第２条の規定による改正前の地方税法（以下この項において「２８年

旧法」という。）附則第５２条第２項第１号の規定により指定して公示した同号に規定する自動車

持出困難区域（以下この項において「旧自動車持出困難区域」という。）は総務大臣が地方税法の

一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正後の地方税法（以下この項に

おいて「新法」という。）附則第５４条第１項の規定により指定して公示した同項に規定する自動

車等持出困難区域（以下この項において「自動車等持出困難区域」という。）と、同号の規定によ

る旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日（地方税法及び国有資産等所在市町村交付

金法の一部を改正する法律（平成２４年法律第１７号）の施行の日以後最初に総務大臣が同号の規

定により指定して公示した旧自動車持出困難区域にあっては、平成２３年３月１１日）は新法附則

第５４条第１項の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日と、それぞれみ

なす。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第５条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和８年度以後

の年度分の都市計画税について適用し、令和７年度分までの都市計画税については、なお従前の例

による。 

２ 令和６年４月１日から附則第１条第６号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された同

号に掲げる規定による改正前の和歌山市税条例附則第６条第１項に規定する施設に対して課する都

市計画税については、なお従前の例による。 

３ 令和５年４月１日から附則第１条第８号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された同

号に掲げる規定による改正前の和歌山市税条例附則第６条第１１項に規定する家屋に対して課する

都市計画税については、なお従前の例による。 

４ 平成２８年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧条例附則第６条第２４項に規定する農

地中間管理機構が同項に規定する農地中間管理権を取得した同項に規定する土地に対して課する都

市計画税については、なお従前の例による。 

５ 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間に取得（共有持分の取得を含む。）が行われ

た新条例附則第３９条第１項に規定する土地に対して課する都市計画税に係る同項の規定の適用に

ついては、同項中「被災住宅用地（福島県の区域内にあるものに限る。）」とあるのは、「被災住

宅用地」とする。 
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６ 平成２３年３月１１日から令和８年３月３１日までの間に取得（共有持分の取得を含む。）が行

われた旧条例附則第３９条第１項に規定する土地に対して課する都市計画税については、なお従前

の例による。 

７ 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間に取得され、又は改築された新条例附則第３

９条第２項に規定する家屋に対して課する都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中

「家屋（福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限る。）」とあるのは、「家屋」とす

る。 

８ 平成２３年３月１１日から令和８年３月３１日までの間に取得され、又は改築された旧条例附則

第３９条第２項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 

（和歌山市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第６条 和歌山市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年法条例第６３号）の一部を次のように

改正する 

  附則第７条中「の種別割」を削る。 

（令和８年３月３１日掲示済） 
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和歌山市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 令和８年３月１８日 

                         和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第１２号 

和歌山市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

 和歌山市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成６年規則第７０号）の一部を次

のように改正する。 

 別表第３第１８号中「（昭和２２年法律第４９号）」を削り、同表備考２中「第１号から第８号ま

で、第１２号から第１７号まで」を「第１号から第９号まで、第１１号から第１８号まで」に、「第

９号から第１１号まで及び第１８号から第２０号まで」を「第１０号、第１９号及び第２０号」に改

める。 

   附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月１８日掲示済）  
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和歌山市職員等旅費支給条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月２３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第１３号 

和歌山市職員等旅費支給条例施行規則の一部を改正する規則 

和歌山市職員等旅費支給条例施行規則（昭和２８年規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

別記様式を次のように改める。 
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別記様式（第３条関係） 

旅 行 命 令 （ 依 頼 ） 簿 

 次のとおり出張を命令（依頼）する。 

所 属 職 位 等 級 出 張 者 氏 名 

        

        

        

        

        

用 務 月 日 用務地及び用務先 

・   

・   

・   

・   

・   

・   

（期間） 

        

年  月  日から 

        年  月  日まで 

泊    日   

（備 考） 

会 計 年 度 年度 会 計 区 分 
会

計 

予 算 残 額   

支 出

科 目 

第  款 第  項 第  目 第 ９ 節 説 明 

      旅 費   

※備考欄には、公用車使用等の特記すべき事項を記入すること。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の別記様式の旅行命令（依頼）簿は、この規則の施行の日以後においても、

当分の間、この規則による改正後の別記様式の旅行命令（依頼）簿とみなす。 

（令和８年３月２３日掲示済）  
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年  月  日 

上記のとおり確認する。 

（規則第７条の家賃の額に相当する額は    円） 

 

年  月  日 

上記のとおり確認する。 

（規則第７条の家賃の額に相当する額は    円） 

決裁 

 

 

 

別記様式中 

を 

 和歌山市職員の住居手当に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月２３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第１４号 

和歌山市職員の住居手当に関する規則の一部を改正する規則 

和歌山市職員の住居手当に関する規則（昭和５０年規則第５号）の一部を次のように改正する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の別記様式の住居届は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、

この規則による改正後の別記様式の住居届とみなす。 

（令和８年３月２３日掲示済）  

 

 

 

 

 

 

 

「 

に改める。 

」 

「 

」 
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和歌山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布

する。 

  令和８年３月２３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第１５号 

   和歌山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する 

規則 

和歌山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則（令和元年規則第３９号）の

一部を次のように改正する。 

第１７条第１項中第４号を第５号とし、第１号から第３号までを１号ずつ繰り下げ、同項に第１号

として次の１号を加える。 

（１）支所長及び連絡所長 

第１７条第３項中「第１項第２号から第４号まで」を「第１項第３号から第５号まで」に改め、同

項を同条第４項とし、同条第２項中「前項第１号」を「第１項第２号」に改め、同項を同条第３項と

し、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項第１号に規定するパートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び勤勉手当の額は、給

与条例第４条第１項第１号に規定する行政職給料表の適用を受ける定年前再任用短時間勤務職員の

給与の例によるものとする。この場合において、給与条例第１５条第１項中「休暇による場合」と

あるのは、「有給の休暇による場合」とするものとし、同条例第２７条の規定を適用せず、和歌山

市職員給与条例施行規則（昭和２６年規則第８号）第２８条の規定により決定する勤勉手当の成績

率は、別に市長が定める割合とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （和歌山市国際交流員の給与等に関する規則の一部改正） 

２ 和歌山市国際交流員の給与等に関する規則（令和２年規則第１１号）の一部を次のように改正す

る。 

  第１条中「第１７条第１項第１号」を「第１７条第１項第２号」に改める。 

（令和８年３月２３日掲示済） 
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 アナログ規制の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則を公布する。 

  令和８年３月２７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第１６号 

アナログ規制の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則 

（和歌山市火災予防規則の一部改正） 

第１条 和歌山市火災予防規則（昭和３７年規則第３３号）の一部を次のように改正する。 

第２条の２中「掲示する」を「掲示し、及び市のホームページに掲載する」に改める。 

（和歌山市財務規則の一部改正） 

第２条 和歌山市財務規則（昭和３９年規則第１５号）の一部を次のように改正する。 

第４１条の２中「磁気テープ（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことが

できる物を含む。」を「電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られた記録をいう。」に改める。 

第４２条第５項中「第２項中」を「第３項中」に改め、「（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。）」を削る。 

第１０２条第６項中「磁気テープ等」を「電磁的記録」に改める。 

 第１９５条第１項中「毎日」を削り、同条第３項中「毎日」を削り、「市税日計表」を「市税収

入日計表」に改める。 

第１９６条中「毎日」を削る。 

 第２２０条の２中「、毎日」を削る。 

（和歌山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の一部改正） 

第３条 和歌山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則（昭和６３年規則第

５５号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第１号中「氏  名             ㊞」を「氏  名」に改める。 

  別記様式第３号中 

「 

 

 

」

を削る。 

（和歌山市行政手続条例施行規則の一部改正） 

第４条 和歌山市行政手続条例施行規則（平成７年規則第５１号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第３条」を「第４条」に改める。 

第３条を第４条とし、第２条の次に次の１条を加える。 

（公示送達の方法） 

第３条 行政手続条例第１４条第４項（同条例第２１条第３項及び第２８条において読み替えて準

用する場合を含む。以下この条において同じ。）に規定する規則で定める方法は、市の使用に係

る電子計算機（入出力装置を含む。以下この条において同じ。）と公示事項（同条例第１４条第

４項に規定する公示事項をいう。第１号において同じ。）の閲覧をする者の使用に係る電子計算

（注） 退職報償金受領の際には、退職報償金支払請求者に押印した印を御持参くださ

い。 
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機（市の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備え

たものに限る。）とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各

号のいずれにも該当するものとする。 

（１）市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲

覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの 

（２）インターネットに接続された自動公衆送信装置（公衆の用に供する電気通信回線に接続する

ことにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に

入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。）を使用するもの 

（和歌山市危険物規制規則の一部改正） 

第５条 和歌山市危険物規制規則（平成８年規則第８号）の一部を次のように改正する。 

第９条の２中「掲示する」を「掲示し、及び市のホームページに掲載する」に改める。 

（和歌山市屋外広告物条例施行規則の一部改正） 

第６条 和歌山市屋外広告物条例施行規則（平成９年規則第２６号）の一部を次のように改正する。 

第１５条の２中「掲示板」を「掲示場」に改める。 

（和歌山市美容師法施行細則の一部改正） 

第７条 和歌山市美容師法施行細則（平成９年規則第４７号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項中「及び従事者の美容師免許証」を削る。 

  別記様式第１号及び別記様式第７号中「医師の診断書」の次に「の写し」を加える。 

（和歌山市理容師法施行細則の一部改正） 

第８条 和歌山市理容師法施行細則（平成９年規則第４８号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項中「及び従事者の理容師免許証」を削る。 

  別記様式第１号及び別記様式第７号中「医師の診断書」の次に「の写し」を加える。  

（和歌山市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する規則の一部改正） 

第９条 和歌山市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する規則（平成１２年規則第１０５号）の一部

を次のように改正する。 

  第４条の見出し中「手続」を「方法」に改め、同条中「生活環境影響調査書等縦覧名簿（別記様

式第２号）に次に掲げる事項を記入し、」を削り、「の指示を受けなければならない」を「に申し

出なければならない」に改め、各号を削る。 

  別記様式第２号を次のように改める。 

 別記様式第２号 削除 

（和歌山市公有財産規則の一部改正） 

第１０条 和歌山市公有財産規則（平成１５年規則第７２号）の一部を次のように改正する。 

  第４６条第１項中「備えて置かなければならない」を「整備しなければならない」に改め、同条

第２項を削り、同条中第３項を第２項とし、第４項を第３項とする。 

  第４７条中「（前条第２項の規定により磁気ディスクをもって調製する公有財産台帳にあっては、

記録。以下同じ。）」を削る。 

（和歌山市情報公開条例施行規則の一部改正） 

第１１条 和歌山市情報公開条例施行規則（平成１７年規則第５９号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第２項第３号ウ中「フレキシブルディスクカートリッジ又は」を削る。 
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（和歌山市個人情報の保護に関する法律施行細則の一部改正） 

第１２条 和歌山市個人情報の保護に関する法律施行細則（令和５年規則第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

第８条第２項第３号ウ中「フレキシブルディスクカートリッジ又は」を削る。 

 （財政状況の公表に関する規則の廃止） 

第１３条 財政状況の公表に関する規則（昭和２３年規則第１６号）を廃止する。 

 （和歌山市直営事業場就業規則の廃止） 

第１４条 和歌山市直営事業場就業規則（昭和２５年規則第４号）を廃止する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第４条の規定は、令和８年５月２１日か

ら施行する。 

 （和歌山市規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正） 

２ 和歌山市規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則（平成６年規則第２８号）

の一部を次のように改正する。 

  別表和歌山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の項及び和歌山市宅

地分譲規則の項を削る。

（令和８年３月２７日掲示済） 
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和歌山市立中学校給食センター条例の施行期日を定める規則を公布する。 

令和８年３月２７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第１７号 

和歌山市立中学校給食センター条例の施行期日を定める規則 

和歌山市立中学校給食センター条例（令和７年条例第３３号）の施行期日は、令和８年４月１日と

する。 

（令和８年３月２７日掲示済）  
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和歌山市児童遊園条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月２７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第１８号 

 和歌山市児童遊園条例施行規則の一部を改正する規則 

 和歌山市児童遊園条例施行規則（昭和５３年規則第７号）の一部を次のように改正する。  

別表朝日南児童遊園の項の次に次のように加える。 

有家瀬見田児童遊園 和歌山市有家２５番７ 

別表岩橋小路児童遊園の項の次に次のように加える。 

岩橋小路第２児童遊園 和歌山市岩橋１０８８番４ 

別表井辺児童遊園の項の次に次のように加える。 

井辺新出児童遊園 和歌山市井辺８４番２２ 

別表海側自然公園の項の次に次のように加える。 

梅原石ノ坪児童遊園 和歌山市梅原１１０番８ 

別表榎原団地東半田児童遊園の項の次に次のように加える。 

榎原西塩田児童遊園 和歌山市榎原２３２番８ 

別表神前児童遊園の項の次に次のように加える。 

神前千本児童遊園 和歌山市神前４９８番６ 

別表坂田児童遊園の項の次に次のように加える。 

坂田瓜野児童遊園 和歌山市坂田１６０番５ 

別表新在家百姓目第２公園の項の次に次のように加える。 

新庄大道端児童遊園 和歌山市新庄４９７番４ 

新庄大道端第２児童遊園 和歌山市新庄４８２番６ 

別表津秦高屋児童遊園の項の次に次のように加える。 

津秦高屋第２児童遊園 和歌山市津秦１４２番１１ 

別表西庄浮田第２児童遊園の項の次に次のように加える。 

西庄片山下児童遊園 和歌山市西庄５０９番４５ 

和歌山市西庄５２９番６ 

和歌山市西庄５２９番１２ 

別表直川北出口児童遊園の項の次に次のように加える。 

直川北出口第２児童遊園 和歌山市直川字北出口６７８番２０ 

別表弘西綿瀬児童遊園の項の次に次のように加える。 

吹上児童遊園 和歌山市吹上３丁目１番５０ 

別表府中箸折東児童遊園の項の次に次のように加える。 

府中箸折南児童遊園 和歌山市府中５５５番５ 

別表向古小児童遊園の項の次に次のように加える。 

向堂之辻児童遊園 和歌山市向６４番３ 

別表森小手穂南沖田３号児童遊園の項の次に次のように加える。 
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森小手穂森児童遊園 和歌山市西６９５番８ 

和歌山市森小手穂１２３８番５ 

  附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月２７日掲示済）  
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上記のとおり認定する。 

年  月  日 

決 

裁 

 

 

 

別記様式第１号中

中中 

 和歌山市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月３０日 

                         和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第１９号 

和歌山市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則 

和歌山市職員給与条例施行規則（昭和２６年規則第８号）の一部を次のように改正する。 

第１１条第１項第２号中「以上」の次に「（満１８歳に達する日後の最初の４月１日から満２２歳

に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者にあつては、年額１，５００，０００円以上）

」を加える。 

 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の別記様式第１号の扶養親族届は、この規則の施行の日以後においても、

当分の間、この規則による改正後の別記様式第１号の扶養親族届とみなす。 

（令和８年３月３０日掲示済）  

 

 

 

 

 

 

 

 

「 

を削る。 

」 
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和歌山市職員市内出張旅費支給規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月３０日 

                          和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第２０号 

和歌山市職員市内出張旅費支給規則の一部を改正する規則 

和歌山市職員市内出張旅費支給規則（昭和３１年規則第５９号）の一部を次のように改正する。 

別記様式を次のように改める。 
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別記様式（第６条、第７条関係） 

市 内 出 張 命 令 票 及 び 旅 費 額 計 算 簿 

   

 

 

 

 勤 務 日 

 
  

年  月  日  曜日 

職 名 命 令 時 間 出 発 地 区 

出張先・用務内容 出 張 手 段 
運転・同乗

の別 
確 認 

旅 費  

支給額 
備 考 

氏 名 出 張 時 間 出 張 地 区 

  時 分～ 時 分   
  

交 ・ 公 四 ・ 公 二・

私 四 ・ 私 二 ・その他

（    ） 

運転・同乗 
 円   

  時 分～ 時 分   

  時 分～ 時 分   
  

交 ・ 公 四 ・ 公 二・

私 四 ・ 私 二 ・その他

（    ） 

運転・同乗 
 円   

  時 分～ 時 分   

  時 分～ 時 分   
  

交 ・ 公 四 ・ 公 二・

私 四 ・ 私 二 ・その他

（    ） 

運転・同乗 
 円   

  時 分～ 時 分   

  時 分～ 時 分   
  

交 ・ 公 四 ・ 公 二・

私 四 ・ 私 二 ・その他

（    ） 

運転・同乗 
 円   

  時 分～ 時 分   

  時 分～ 時 分   
  

交 ・ 公 四 ・ 公 二・

私 四 ・ 私 二 ・その他

（    ） 

運転・同乗 
 円   

  時 分～ 時 分   

  時 分～ 時 分  
  

交 ・ 公 四 ・ 公 二・

私 四 ・ 私 二 ・その他

（    ） 

運転・同乗 
 円   

  時 分～ 時 分   

  時 分～ 時 分   
  

交 ・ 公 四 ・ 公 二・

私 四 ・ 私 二 ・その他

（    ） 

運転・同乗 
 円   

  時 分～ 時 分    

 (注) 交：交通機関 公：公用車 私：私用車 四：四輪車 二：二輪車 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の別記様式の市内出張命令票及び旅費額計算簿は、この規則の施行の日以

後においても、当分の間、この規則による改正後の別記様式の市内出張命令票及び旅費額計算簿と

みなす。 

（令和８年３月３０日掲示済）  
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決 裁 年 月 日 
決

裁 

 

年 

月  日 

 

 

別記様式中 

 和歌山市職員通勤手当支給規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月３０日 

                         和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第２１号 

和歌山市職員通勤手当支給規則の一部を改正する規則 

和歌山市職員通勤手当支給規則（平成１６年規則第２３号）の一部を次のように改正する。 

  

 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の別記様式の通勤届は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、

この規則による改正後の別記様式の通勤届とみなす。 

（令和８年３月３０日掲示済）  

 

 

 

 

 

 

 

「 

を削る。 

」 
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 和歌山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する

規則を公布する。 

  令和８年３月３０日 

                          和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第２２号 

和歌山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部 

を改正する規則 

 和歌山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（令和７年規則第

４８号）の一部を次のように改正する。 

 第１４条第１項の改正規定中「（その者の経験年数のうち５年を超える経験年数の月数については

１８）」を削る。 

 附則第２項の前の見出し中「令和１４年３月３１日」を「令和１８年３月３１日」に改め、同項中

「６年５月」を「５年１１月」に改める。 

附則第３項中「７年７月」を「６年８月」に改める。 

附則第４項中「８年８月」を「７年５月」に改める。 

附則第５項中「９年１０月」を「８年２月」に改める。 

附則第６項中「１０年１１月」を「８年１１月」に改める。 

附則第７項中「１２年１月」を「９年８月」に改める。 

附則に次の４項を加える。 

８ 令和１４年４月１日から令和１５年３月３１日までの間におけるこの規則による改正後の第１４

条第１項の適用については、同項第１号中「経験年数」とあるのは「経験年数（１０年５月を超え

る年月数があるときは、これを切り捨てた年月数）」と、同項第２号中「超える経験年数」とある

のは「超える経験年数（１０年５月を超える年月数があるときは、これを切り捨てた年月数）」と

する。 

９ 令和１５年４月１日から令和１６年３月３１日までの間におけるこの規則による改正後の第１４

条第１項の適用については、同項第１号中「経験年数」とあるのは「経験年数（１１年２月を超え

る年月数があるときは、これを切り捨てた年月数）」と、同項第２号中「超える経験年数」とある

のは「超える経験年数（１１年２月を超える年月数があるときは、これを切り捨てた年月数）」と

する。 

１０ 令和１６年４月１日から令和１７年３月３１日までの間におけるこの規則による改正後の第１

４条第１項の適用については、同項第１号中「経験年数」とあるのは「経験年数（１１年１１月を

超える年月数があるときは、これを切り捨てた年月数）」と、同項第２号中「超える経験年数」と

あるのは「超える経験年数（１１年１１月を超える年月数があるときは、これを切り捨てた年月数

）」とする。 

１１ 令和１７年４月１日から令和１８年３月３１日までの間におけるこの規則による改正後の第１

４条第１項の適用については、同項第１号中「経験年数」とあるのは「経験年数（１２年８月を超

える年月数があるときは、これを切り捨てた年月数）」と、同項第２号中「超える経験年数」とあ

るのは「超える経験年数（１２年８月を超える年月数があるときは、これを切り捨てた年月数）」

とする。 
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附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

（令和８年３月３０日掲示済）  
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和歌山市乳児等通園支援事業に係る乳児等支援給付認定等に関する規則を公布する。 

 令和８年３月３０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第２３号 

和歌山市乳児等通園支援事業に係る乳児等支援給付認定等に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第３

０条の１５第１項の規定による乳児等支援給付認定の申請手続その他乳児等支援給付認定に係る必

要な手続に関し、子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号。以下「府令」と

いう。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（利用時間） 

第２条 乳児等通園支援事業の利用時間は、１か月当たり１０時間を限度とする。  

（認定の申請に係る申請書） 

第３条 府令第２８条の２２第１項の申請書は、乳児等支援給付（こども誰でも通園制度）認定申請

書（別記様式第１号）によるものとする。 

（認定結果の通知） 

第４条 法第３０条の１５第３項の乳児等支援支給認定証は、乳児等支援支給認定証（こども誰でも

通園制度認定証）（別記様式第２号）によるものとする。  

 （認定の取消し） 

第５条 府令第２８条の２５第１項の書面は、乳児等支援給付（こども誰でも通園制度）認定取消通

知書（別記様式第３号）によるものとする。 

（変更の届出） 

第６条 府令第２８条の２６第１項の届書は、乳児等支援給付（こども誰でも通園制度）認定変更届

出書（別記様式第４号）によるものとする。 

 （乳児等支援支給認定証の再交付） 

第７条 府令第２８条の２７第１項の申請は、乳児等支援支給（こども誰でも通園制度）認定証再交

付申請書（別記様式第５号）によるものとする。 

（法第７条第１０項第４号ハの政令で定める施設の利用状況の報告） 

第８条 府令第２８条の２９第１項の規定による報告は、乳児等支援給付（こども誰でも通園制度）

認定に係る企業主導型保育事業利用開始報告書（別記様式第６号）によるものとする。 

２ 府令第２８条の２９第２項の規定による報告は、乳児等支援給付（こども誰でも通園制度）認定

に係る企業主導型保育事業利用終了報告書（別記様式第７号）によるものとする。 

（認定の消滅） 

第９条 乳児等支援支給認定を受けた保護者が、転出等の理由により資格が消滅する場合は、乳児等

支援給付（こども誰でも通園制度）認定消滅届出書（別記様式第８号）を提出するものとする。 

（委任） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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別記様式第１号（第３条関係）          

乳児等支援給付（こども誰でも通園制度）認定申請書 

（宛先）和歌山市長            

   

 

          年   月  日 

                

 次のとおり、子ども・子育て支援法施行規則第２８条の２２第１項の規定により、乳児等支援給付に係る認定につい

て申請いたします。 

 

個人情報の

提供等の同

意 

□ 居住する市町村が、乳児等支援給付の認定のため、必要な市町村民税及び世帯情報、申請者等の情報（要配慮個人情報含む）等 

を利用することに同意します。 

□ 居住する市町村が、乳児等支援給付の認定のため、関係市町村から申請書及び申請児童に係る情報（要配慮個人情報を含む）や

制度の利用状況に係る情報を取得することに同意します。 

□ 申請した内容に変更がある場合には、必要な手続き（乳児等支援給付認定の消滅、変更に関する手続き等）を行うことに同意 

します。 
 

申請者 

（保護者） 

※児童と同

居している

方が申請者

になります 

フリガナ   

生年月日  性別  

児童 

との 

続柄 

 

氏名  

現住所 
〒 

本年 1 月 1 日 

時点の住所 

□現住所と同じ 

□現住所と異なる 

〒 

前年 1 月 1 日 

時点の住所 

□現住所と同じ 

□現住所と異なる 

〒 

電話番号 
  

メールアドレス  

負担軽減の申請 ※ □有   □無 転入前の市町村での利用の有無 □有   □無 

既に認定を受けている児童の有無 ※認定期間内の児童に限る □有   □無 

【負担軽減の申請をする場合】 〇生活保護を受給している場合、市町村民税所得割合算額が７７，１０１円未満の世帯（市町村民税非課税世帯を含む）である場合及び 市町村の支援が必要と認め

た世帯である場合は「有」をチェックしてください。 

〇以下に該当する場合は、必要な資料を添付してください。 

・4 月〜8 月に申請をされる方で、前年 1 月 1 日現在、住民登録がなかった場合  ➡ 「前年度」の世帯員全員の「市町村民税課税証明書」や「市町村民税納税通知書」の写し等 

・9 月〜翌年３月に申請をされる方で、本年 1 月 1 日現在、住民登録がなかった場合 ➡ 「現年度」の世帯員全員の「市町村民税課税証明書」や「市町村民税納税通知書」の写し等 

 

代理 

利用者 

総合支援システムの代理利用者 □有  □無   

フリガナ   

生年月日  性別   

児童 

との 

続柄 

 
氏名  

現住所 
□申請者と同じ 

□申請者と異なる 

〒 

 電話番号 
  

メールアドレス  
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乳児等支援

給付（こど

も誰でも通

園制度）の

認定を受け

ようとする

児童 

確認を希望する児童の数    

１ 

フリガナ  

生年月日 

 

性別 

 
申請者との 

続柄 

 

氏名  

現住所 
□申請者と同じ 

□申請者と異なる 

〒 

 

障害等 

の有無 
□有 □無 添付書類 

□身体障害者手帳   □精神障害者保健福祉手帳 

□療育手帳      □障害児通所給付費等の受給者証  

□特別児童扶養手当  □その他 

その他配

慮すべき

事項の 

有無 

□有 □無 配慮すべき事項の詳細 

□疾患等（診断名等及び必要となる配慮等：                    ）                                   

□指示書等の添付 

□食物アレルギー（医師の診断及び指示＜生活管理指導表を添付>）    

□添付あり  ／  □添付無し 

□その他（具体的に記載：                  ） 

２ 

フリガナ  

生年月日 

 

性別 

 申請者との 

続柄 

 

氏名  

現住所 
□申請者と同じ 

□申請者と異なる 

〒 

 

障害等 

の有無 
□有 □無 添付書類 

□身体障害者手帳   □精神障害者保健福祉手帳 

□療育手帳      □障害児通所給付費等の受給者証  

□特別児童扶養手当  □その他 

その他配

慮すべき

事項の 

有無 

□有 □無 配慮すべき事項の詳細 

□疾患等（診断名等及び必要となる配慮等：                    ）                                   

□指示書等の添付 

□食物アレルギー（医師の診断及び指示＜生活管理指導表を添付>）    

□添付あり  ／  □添付無し 

□その他（具体的に記載：                  ） 

３ 

フリガナ  

生年月日 

 

性別 

 申請者との

続柄 

 

氏名  

現住所 
□申請者と同じ 

□申請者と異なる 

〒 

 

障害等 

の有無 
□有 □無 添付書類 

□身体障害者手帳   □精神障害者保健福祉手帳 

□療育手帳      □障害児通所給付費等の受給者証  

□特別児童扶養手当  □その他 

その他配

慮すべき

事項の 

有無 

□有 □無 配慮すべき事項の詳細 

□疾患等（診断名等及び必要となる配慮等：                    ）                                   

□指示書等の添付 

□食物アレルギー（医師の診断及び指示＜生活管理指導表を添付>）    

□添付あり  ／  □添付無し 

□その他（具体的に記載：                  ） 
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別記様式第２号（第４条関係）       

        年 月 日  

   様       

      和歌山市長  

          

 乳児等支援支給認定証（こども誰でも通園制度認定証）  

          

  先に申請のありました乳児等支援給付認定について、下記のとおり認定しました。  

          

     記     

          

  乳児等支援支給認定証番号    

  児童氏名    

  児童生年月日・性別      年  月  日  

  保護者住所    

  保護者氏名    

  保護者生年月日      年  月  日    

  認定の有効期間 

年  月  日  ～    年  月  日 

なお、保育所や認定こども園等に入所した場合は、上記期間内であっても

認定が取り消されます。 

また、保護者の方が市町村外に転出した場合は、認定が取り消されます。 

 

  交付年月日     年  月  日  

          

  障害児加算    

  医療的ケア児加算    

  要支援家庭のこども加算    

  負担軽減加算    

  負担軽減加算適用開始日     年  月  日  

          

この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３月以内に審査請求をすることがで

きます。また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定の通知を受けた日の翌日から起算して６月以内に和

歌山市を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は和歌山市長となります。）、提起することができます。   

（なお、決定を知った日から６月以内であっても、決定の日から１年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することがで

きなくなります。）。ただし、審査請求をした場合は、この決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受

けた日の翌日から起算して６月以内に提起しなければなりません。 
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別記様式第３号（第５条関係）        

         

          和歌山市指令  第   号  

          年  月  日  

            

         様        

         和歌山市長     

            

 乳児等支援給付（こども誰でも通園制度）認定取消通知書  

            

  子ども・子育て支援法第３０条の１８第１項の規定により、次の理由により乳児等支援給付 

 認定の取消しをしたので通知します。       

            

            

   認定番号 
 

   

   児童氏名 
 

   

   児童生年月日・性別 
 

  年  月  日  

   保護者住所 
 

   

   保護者氏名 
 

   

   保護者生年月日 
 

  年  月  日    

   有効期間 
 

  年  月  日  ～   年  月  日  

   取消理由 
 

   

   支給認定証の返還期限 ※ 
 

  年  月  日  

 ※乳児等支援支給認定証は、和歌山市へ返還してください。  

 

  この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３月以内に審査請求をすること

ができます。また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定の通知を受けた日の翌日から起算して６月

以内に和歌山市を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は和歌山市長となります。）、提起することができ

ます。（なお、決定を知った日から６月以内であっても、決定の日から１年を経過すると決定の取消しの訴えを提起す

ることができなくなります。）。ただし、審査請求をした場合は、この決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する

裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６月以内に提起しなければなりません。 
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別記様式第４号（第６条関係）     

                      

                    年  月  日 

（宛先）和歌山市長           

                      

              届出者氏名   

          

乳児等支援給付（こども誰でも通園制度）認定変更届出書 

 

 次のとおり、子ども・子育て支援法施行規則第２８条の２６第 1項の規定により、乳児等支援

給付認定の変更について届出します。 

                      

 ※変更後の内容で記入してください。 

フリガナ   
ログイン ID 

（メールアドレス） 
          

保護者 

氏名 
  

生年月日          年   月   日生 

住所 〒 

電話番号   

                      

フリガナ   保護者 

との 

続柄 

  生年月日   年   月   日生 
氏名   

フリガナ   保護者 

との 

続柄 

  生年月日   年   月   日生 
氏名   

フリガナ   保護者 

との 

続柄 

  生年月日   年   月   日生 
氏名   

 以下に、変更箇所と内容を記載します。 

変更箇所 □ 氏    □ 住所   □ 電話番号   □ その他      

変更内容 

□ 変更前の氏   （                        ）                    

□ 変更前の住所  （                        ） 

□ 変更前の電話番号（                        ） 

□ その他変更事項 （                        ）           

変更理由 

□ 婚姻    □ 引越し   □ その他            
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別記様式第５号（第７条関係）           

                      

  年  月  日 

（宛先）和歌山市長             

                      

            申請者氏名      

                      

乳児等支援支給（こども誰でも通園制度）認定証再交付申請書 

                      

 次のとおり、乳児等支援支給認定証を  汚損  ・  紛失  したため再交付を申請いたし

ます。 

                      

フリガナ  生年月日       年   月   日生 

保護者 

氏名 

 住所 
〒 

  

電話番号  メールアドレス   

                      

フリガナ   保護者 

との 

続柄 

  生年月日  年  月  日生 
氏名   

フリガナ   保護者 

との 

続柄 

  生年月日 年  月  日生 
氏名   

フリガナ   保護者 

との 

続柄 

  生年月日  年  月  日生 
氏名   

※こちらの申請書に汚損した乳児等支援支給認定証を添付してください。 

※紛失し、再交付を受けた後に乳児等支援支給認定証が発見された場合は、速やかに返還してくださ

い。
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別記様式第６号（第８条関係）        

          年   月  日 

乳児等支援給付（こども誰でも通園制度）認定に係る企業主導型保育事業利用開始報告書 

（宛先）和歌山市長              

               

子ども・子育て支援法施行規則第２８条の２９第１項の規定により、子ども・子育て支援法第７条第

１０項第４号ハの政令で定める施設（企業主導型保育事業）を利用することになったため報告します。 
 

保護者 

フリガナ   

生年月日 年 月 日 
性

別 
 

児童 

との 

続柄 

 

氏名  

現住所 〒 

電話番号   メールアドレス  

児童 

フリガナ   

生年月日 年 月 日 
性

別 
 

保護者 

との 

続柄 

 

氏名  

現住所 
□申請者と同じ 

□申請者と異なる 

〒 

フリガナ   

生年月日 年 月 日 
性

別 
 

保護者 

との 

続柄 

 

氏名  

現住所 
□申請者と同じ 

□申請者と異なる 

〒 

フリガナ   

生年月日 年 月 日 
性

別 
 

保護者 

との 

続柄 

 

氏名  

現住所 
□申請者と同じ 

□申請者と異なる 

〒 

 

利用している子ども・子育て支援法第７条第１０項第４号ハの政令で定める施設（企業主導型保育事業） 

施設名 

フリガナ 

利用開始日 年  月  日 
 

所在地 
〒 

 
電話番号 

 

※本報告書は、乳児等通園支援事業を利用している就学前子ども（６か月～２歳）において企業主導型保育施設を利用するに

至った場合、遅滞なく和歌山市へ提出してください。
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別記様式第７号（第８条関係）         

          年   月  日 

乳児等支援給付（こども誰でも通園制度）認定に係る企業主導型保育事業利用終了報告書 

（宛先）和歌山市長               

               

子ども・子育て支援法施行規則第２８条の２９第２項の規定により、子ども・子育て支援法第７条第１０項第４

号ハの政令で定める施設（企業主導型保育事業）の利用を終了することになったため報告します。 
 

保護者 

フリガナ   

生年月日 年 月 日 性別  

児童 

との 

続柄 

 

氏名  

現住所 〒 

電話番号   メールアドレス  

児童 

フリガナ   

生年月日 年 月 日 性別  

保護者 

との 

続柄 

 

氏名  

現住所 
□申請者と同じ 

□申請者と異なる 

〒 

フリガナ   

生年月日 年 月 日 性別  

保護者 

との 

続柄 

 

氏名  

現住所 
□申請者と同じ 

□申請者と異なる 

〒 

フリガナ   

生年月日 年 月 日 性別  

保護者 

との 

続柄 

 

氏名  

現住所 
□申請者と同じ 

□申請者と異なる 

〒 

 

利用を終了する子ども・子育て支援法第７条第１０項第４号ハの政令で定める施設（企業主導型保育事業） 

施設名 

フリガナ 

利用開始日 年  月  日 
 

所在地 
〒 

 
電話番号 

 

※本報告書は、乳児等通園支援事業を利用している就学前子ども（６か月～２歳）において企業主導型保育施設を利用終了するに至った場合、

遅滞なく和歌山市へ提出してください。
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様式第８号（第９条関係）             

                      

  年  月  日 

 （宛先）和歌山市長 
 
                

                      

            届出者氏名       

                      

乳児等支援給付（こども誰でも通園制度）認定消滅届出書 

                      

 次のとおり、和歌山市乳児等通園支援事業に係る乳児等支援給付認定等に関する規則第９条の規定によ

り、乳児等支援給付に係る認定の消滅について届出します。 

                      

フリガナ   
ログイン ID 

（メールアドレス） 
          

保護者名   

生年月日       年   月   日生 

住所   

電話番号   

                      

フリガナ   

生年月日   年   月   日生 
氏名   

フリガナ   

生年月日   年   月   日生 
氏名   

フリガナ   

生年月日   年   月   日生 
氏名   

          

消滅理由 

 □ 引越し 【異動日  年  月  日】 

※転出証明書の異動日と同じ日付を記載してください。 

【転出先市町村名         都道府県         市町村  】 

 □ 入所・入園等        

 □ その他（                               ）  
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（令和８年３月３０日掲示済）  
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 和歌山市教育委員会に対して権限の一部を委任する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月３０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第２４号 

   和歌山市教育委員会に対して権限の一部を委任する規則の一部を改正する規則 

 和歌山市教育委員会に対して権限の一部を委任する規則（昭和４２年規則第１７号）の一部を次の

ように改正する。 

 第４号中「市立学校給食共同調理場」の次に「及び和歌山市立中学校給食センター」を加える。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月３０日掲示済）  
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和歌山市立博物館条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

令和８年３月３０日 

                          和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第２５号 

和歌山市立博物館条例施行規則の一部を改正する規則 

 和歌山市立博物館条例施行規則（令和２年規則第５０号）の一部を次のように改正する。 

第６条第３号中「額」の次に「又は免除」を加える。 

第７条中「（第３号にあっては 、提出）」を削り、同条に次のただし書を加える。 

ただし、第３号にあっては、同号に定める書類を市長に提出するものとし、市長が認めたときは、

これを要しない。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月３０日掲示済）  
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和歌山市子ども・子育て支援法に係る特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則を公布する。 

  令和８年３月３０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第２６号 

和歌山市子ども・子育て支援法に係る特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第５

４条の２第１項の確認に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４

号。以下「府令」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（確認の申請に係る申請書） 

第２条 府令第４４条の２において準用する府令第３９条本文の申請書は、特定乳児等通園支援事業

者確認申請書（別記様式第１号）とする。 

２ 府令第４４条の２において準用する府令第３９条第１４号に規定する乳児等支援給付費及び特例

乳児等支援給付費の請求に関する事項は、乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費に係る加算

適用申請書（別記様式第２号）により提出するものとする。 

（確認の変更の申請に係る申請書） 

第３条 府令第４４条の２において準用する府令第４０条本文の申請書は、特定乳児等通園支援事業

者確認変更申請書（別記様式第３号）とする。 

（変更の届出等） 

第４条 法第５４条の３において準用する法第４７条第１項の規定による変更の届出は、特定乳児等

通園支援事業者確認変更届出書（別記様式第４号）により行うものとする。 

２ 府令第４４条の２において準用する府令第３４条の書類は、利用定員減少の届出書（別記様式第

５号）とする。 

（確認の辞退） 

第５条 法第５４条の３において準用する法第４８条の規定により確認を辞退しようとする特定乳児

等通園支援事業者は、確認辞退申出書（別記様式第６号）により市長に申し出るものとする。 

（その他） 

第６条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 特定乳児等通園支援事業者の確認に関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行前

においても、この規則の規定の例により行うことができる。
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別記様式第１号(第２条関係) 

特定乳児等通園支援事業者確認申請書 

 

年   月   日 

 

(宛先)和歌山市長 

 

所 在 地                

申請者 名  称                

代表者氏名                

（法人以外の者にあっては、住所及び氏名） 

 

 子ども・子育て支援法第５４条の２第２項の確認を受けたいので、次のとおり、関係書類を添えて

申請します。 

申 

請 

者 

フリガナ 

名称（氏名） 

 

 

主たる事務所

の所在地・連

絡先 

（郵便番号    ―     ） 

       都道        郡市 

       府県        区 

（ビルの名称等） 

電話番号  ＦＡＸ番号  

Ｅ－ｍａｉｌアドレス  

法人等の種別  法人所轄庁  

代表者の 

職名・氏名 
職名  

フリガナ 

氏名 

 

 

代表者生年月日 年  月  日（満  歳） 代表就任年月日 年  月  日 

代表者の 

住所・連絡先 

（郵便番号    ―     ） 

       都道        郡市 

       府県        区 

（ビルの名称等） 

電話番号  ＦＡＸ番号  

事業者番号              
※既に特定教育・保育施設等を設置しており、
事業者番号が付番されている場合に記入してく
ださい。 

事業開始 

（予定）年月日 
       年   月   日 

区  分 

区分 添付様式 

□一般型乳児等通園支援事業 付表１ 

□余裕活用型乳児等通園支援事業 付表２ 
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付表１ 一般型乳児等通園支援事業を行う事業所の確認に係る記載事項 

フリガナ 

名称 

 

 

実施場所・ 

所在地・連絡先 

（郵便番号    ―     ） 

       都道        郡市 

       府県        区 

（ビルの名称等） 

電話番号  ＦＡＸ番号  

Ｅ－ｍａｉｌアドレス  

管理者に関する

情報 

フリガナ 

氏名 

 
生年月日 

年  月  日 

（満  歳）  

住所・ 

連絡先 

（郵便番号    ―     ） 

       都道        郡市 

       府県        区 

（ビルの名称等） 

電話番号  ＦＡＸ番号  

資格 有（資格の種類：    ）・無 

認可年月日 年    月    日 

区分 □ 在園児合同型   □ 専用室独立型 

受入年齢 ０歳児 ・ １歳児 ・ ２歳児 

提供曜日 日・月・火・水・木・金・土 

提供時間 

平日    時   分   ～   時   分 

土曜日    時   分   ～   時   分 

日曜日    時   分   ～   時   分 

提供を行わない日  

１時間当たりの 

利用定員 

０～２歳児 
参考 

０歳児 １歳児 ２歳児 

人 人 人 人 

１か月当たりの標準

的な開所日数・時間 

開所日数  

開所時間  

１か月当たりの 

利用定員  

０～２歳児 
参考 

０歳児 １歳児 ２歳児 

人 人 人 人 

職
員
の
状
況 

職種 
乳児等通園支援従事者 

 

うち保育士資格者数 

専従 兼務 専従 兼務 

配 置 

職員数 

常勤 人 人 人 人 

非常勤 人 人 人 人 
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給食の実施状況 

実施有無 有 ・ 無 

提供方法 
□自園調理 □連携施設又は給食搬入施設 □それ以外から搬入 

□弁当持参 

提供内容 □完全給食 □副食給食 □軽食のみ □その他（     ） 

設備 □調理室 □加熱、保存等の機能を有する設備の有無 

給食（弁当を除く。）のアレルギー対応の有無 有 ・ 無 

障害児対応の有無 有  ・  無 

医療的ケア児対応の有無 有  ・  無 

施設設備 

設備 室数 設置階 設備 室数 設置階 

乳児室   ほふく室   

保育室   遊戯室   

便所    

室別面積等 

乳児室 
乳児等通園支援事

業を実施する面積 
定員 ほふく室 

乳児等通園支援事

業を実施する面積 
定員 

０歳   ０歳   

１歳   １歳   

保育室 
乳児等通園支援事

業を実施する面積 
定員 遊戯室 

乳児等通園支援事

業を実施する面積 
定員 

０歳   ０歳   

１歳   １歳   

２歳   ２歳   

利用料等 

利用料金（１時間あたり）  

キャンセル料の 

有（理由・金額）・無 
有（               ）・無 

その他の費用の 

有（内容・理由・金額）・無 
有（               ）・無 

 

 

 

その他の 

運営情報 

相談、苦情等の対応のための取組の状況 

□受付窓口の設置 □内容の記録 □市町村実施事業への協力 

□改善結果の市町村への報告 □その他（          ） 

利用手続・利用者に対する事前説明等の状況 

□文書の交付(郵送又は説明会での配付等)  □メール送信 

□ホームページからダウンロード □ＣＤ等の媒体による交付 

事故発生の防止及び発生時の対応 

□指針の整備 □事故発生時の報告及び改善策を周知徹底する体制整備 

□研修の実施 □その他(                 ) 

秘密保持のための措置 

□規定の整備 □研修の実施 □その他（          ） 

自己評価の実施・結果の公表状況 
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 □未実施 □実施(結果の公表無し) □実施(結果の公表あり) 

第三者評価の実施・結果の公表状況 

□未実施 □実施(結果の公表無し) □実施(結果の公表あり) 

公認会計士等による監査の実施状況 

□未実施 □実施 

添付書類 

・申請者の定款、寄附行為及び登記事項証明書の写し(申請者が法人の場合) 

・乳児等通園支援事業の認可を受けていることを証明する書類の写し 

・事業所の平面図（各室の用途を明示する。）及び設備の概要を記載した書類 

・管理者の経歴書 

・運営規程 

・利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した

書類 

・事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類 

・事業に係る資産の状況 

・乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費に係る加算適用申請書（別記様式

第２号）（加算の適用を申請する場合） 

・誓約書 

・役員の状況（氏名、生年月日及び住所）を記載した書類 

・事故発生の防止及び発生時の対応を記載した書類 

・秘密保持のための措置を記載した書類 

・その他確認に関し必要と認める書類 
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付表２ 余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所の確認に係る記載事項 

フリガナ 

名称 

 

 

実施場所・ 

所在地・連絡先 

（郵便番号    ―     ） 

       都道        郡市 

       府県        区 

（ビルの名称等） 

電話番号  ＦＡＸ番号  

Ｅ－ｍａｉｌアドレス  

管理者に関する 

情報 

フリガナ 

氏名 

 
生年月日 

年  月  日 

（満  歳）  

住所・ 

連絡先 

（郵便番号    ―     ） 

       都道        郡市 

       府県        区 

（ビルの名称等） 

電話番号  FAX番号  

資格 有（資格の種類：    ）・無 

認可年月日 年    月    日 

受入年齢 ０歳児 ・ １歳児 ・ ２歳児 

提供曜日 日・月・火・水・木・金・土 

提供時間 

平日    時   分   ～   時   分 

土曜日    時   分   ～   時   分 

日曜日    時   分   ～   時   分 

提供を行わない日  

１時間当たりの 

利用定員 
０歳児 １・２歳児 合計 

１時間当たりの利用定員 

（利用定員の空き枠） 

教育・保育の利用定員 人 人 人 人 

教育・保育の在籍児童数 人 人 人  

１か月当たりの標準 

的な開所日数・時間 

開所日数  

開所時間  

１か月当たりの 

利用定員 
０歳児 １・２歳児 合計 

１か月当たりの利用定員 

（利用定員の空き枠） 

教育・保育の利用定員 人 人 人 人 

教育・保育の在籍児童数 人 人 人  

室別面積等 

 ０歳児 １・２歳児 

保育室等の面積   

保育に必要な面積   

乳児等通園支援事業に充てられる面積   
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職員の配置状況 

 ０歳児 １・２歳児 

保育に従事する職員数   

（うち保育士数）   

保育に必要な職員数   

乳児等通園支援事業に従事できる職員数   

給食の実施状況 

実施有無 有 ・ 無 

提供方法 
□自園調理 □連携施設又は給食搬入施設 □それ以外から搬入 

□弁当持参 

提供内容 □完全給食 □副食給食 □軽食のみ □その他（     ） 

設備 □調理室 □加熱、保存等の機能を有する設備の有無 

給食（弁当を除く。）のアレルギー対応の有無 有 ・ 無 

障害児対応の有無 有  ・  無 

医療的ケア児対応の有無 有  ・  無 

利用料 

利用料金（１時間あたり）  

キャンセル料の 

有（理由・金額）・無 
有（               ）・無 

その他の費用の 

有（内容・理由・金額）・無 
有（               ）・無 

その他の 

運営情報 

相談、苦情等の対応のための取組の状況 

□受付窓口の設置 □内容の記録 □市町村実施事業への協力 

□改善結果の市町村への報告 □その他（          ） 

利用手続・利用者に対する事前説明等の状況 

□文書の交付(郵送又は説明会での配付等)  □メール送信 

□ホームページからダウンロード □ＣＤ等の媒体による交付 

事故発生の防止及び発生時の対応 

□指針の整備 □事故発生時の報告及び改善策を周知徹底する体制整備 

□研修の実施 □その他(                 ) 

秘密保持のための措置 

□規定の整備 □研修の実施 □その他（          ） 

自己評価の実施・結果の公表状況 

□未実施 □実施(結果の公表無し) □実施(結果の公表あり) 

第三者評価の実施・結果の公表状況 

□未実施 □実施(結果の公表無し) □実施(結果の公表あり) 

公認会計士等による監査の実施状況 

□未実施 □実施 

 

 

 

・申請者の定款、寄附行為及び登記事項証明書の写し(申請者が法人の場合) 

・乳児等通園支援事業の認可を受けていることを証明する書類の写し 

・事業所の平面図（各室の用途を明示する。）及び設備の概要を記載した書類 
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添付書類 

・運営規程 

・利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した

書類 

・事業に係る資産の状況 

・乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費に係る加算適用申請書（別記様式

第２号）（加算の適用を申請する場合） 

・誓約書 

 

・事故発生の防止及び発生時の対応を記載した書類 

・秘密保持のための措置を記載した書類 

・その他確認に関し必要と認める書類 
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別記様式第２号（第２条関係） 

乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費に係る加算適用申請書 

 

年   月   日 

 

(宛先)和歌山市長 

 

所 在 地                

申請者 名  称                

代表者氏名                

（法人以外の者にあっては、住所及び氏名） 

 

 子ども・子育て支援法施行規則第４４条の２において準用する同令第３９条第１項第１４号に規定

する乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の請求に関する事項として、以下のとおり加算の適

用を申請します。 

 

１ 事業所の名称等 

事業所の名称  

事業所の所在地  

 

２ 適用を受けようとする加算 

該当するものに○ 加算名 確認項目 

 賃借料加算 

適用年月日 年  月  日 

契約金額 

（月額、消費税込） 
 

 特別地域加算 事業所の所在地 上記「事業所の所在地」のとおり 

 

３ 添付書類 

 賃貸借契約書の写し（賃借料加算の適用を受ける場合） 
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別記様式第３号(第３条関係) 

特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書 

 

年   月   日 

 

(宛先)和歌山市長 

 

所 在 地                

申請者 名  称                

代表者氏名                

（法人以外の者にあっては、住所及び氏名） 

 

 子ども・子育て支援法第５４条の３において準用する同法第４４条の確認の変更を受けたいので、

次のとおり、関係書類を添えて申請します。 

申 

請 

者 

フリガナ 

名称（氏名） 

 

 

主たる事務所

の所在地・連

絡先 

（郵便番号    ―     ） 

       都道        郡市 

       府県        区 

（ビルの名称等） 

電話番号  ＦＡＸ番号  

Ｅ－ｍａｉｌアドレス  

法人等の種別  法人所轄庁  

代表者の 

職名・氏名 
職名  

フリガナ 

氏名 

 

 

代表者生年月日 年  月  日（満  歳） 代表就任年月日 年  月  日 

代表者の 

住所・連絡先 

（郵便番号    ―     ） 

       都道        郡市 

       府県        区 

（ビルの名称等） 

電話番号  ＦＡＸ番号  

事業者番号              
※既に特定教育・保育施設等を設置しており、
事業者番号が付番されている場合に記入してく
ださい。 

区  分 

区分 添付様式 

□一般型乳児等通園支援事業 付表１ 

□余裕活用型乳児等通園支援事業 付表２ 
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付表１ 一般型乳児等通園支援事業を行う事業所の確認変更に係る記載事項 

フリガナ 

名称 

 

 

実施場所・ 

所在地・ 

連絡先 

（郵便番号    ―     ） 

       都道        郡市 

       府県        区 

（ビルの名称等） 

電話番号  ＦＡＸ番号  

Ｅ－ｍａｉｌアドレス  

１時間当たりの

利用定員 

０～２歳児 
参考 

０歳児 １歳児 ２歳児 

人 人 人 人 

１か月当たりの標準

的な開所日数・時間 

開所日数  

開所時間  

１か月当たりの

利用定員 

０～２歳児 
参考 

０歳児 １歳児 ２歳児 

人 人 人 人 

職
員
の
状
況 

職種 
乳児等通園支援従事者 

 

うち保育士資格者数 

専従 兼務 専従 兼務 

配 置 

職員数 

常 勤 人 人 人 人 

非常勤 人 人 人 人 

施設設備 

設備 室数 設置階 設備 室数 設置階 

乳児室   ほふく室   

保育室   遊戯室   

便所    

室別面積等 

乳児室 
乳児等通園支援事

業を実施する面積 
定員 ほふく室 

乳児等通園支援事

業を実施する面積 
定員 

０歳   ０歳   

１歳   １歳   

保育室 
乳児等通園支援事

業を実施する面積 
定員 遊戯室 

乳児等通園支援事

業を実施する面積 
定員 

０歳   ０歳   

１歳   １歳   

２歳   ２歳   

利用定員を増加

しようとする 

理由 
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添付書類 

・申請者の定款、寄附行為及び登記事項証明書の写し(申請者が法人の場合) 

・事業所の平面図（各室の用途を明示する。）及び設備の概要を記載した書類 

・運営規程 

・事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類 

・その他確認変更に関し必要と認める書類 
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付表２ 余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所の確認変更に係る記載事項 

フリガナ 

名称 

 

 

実施場所・ 

所在地・ 

連絡先 

（郵便番号    ―     ） 

       都道        郡市 

       府県        区 

（ビルの名称等） 

電話番号  ＦＡＸ番号  

Ｅ－ｍａｉｌアドレス  

１時間当たりの

利用定員 
０歳児 １・２歳児 合計 

１時間当たりの利用定員 

（利用定員の空き枠） 

教育・保育の利用定員 人 人 人 人 

教育・保育の在籍児童数 人 人 人  

１か月当たりの標準

的な開所日数・時間 

開所日数  

開所時間  

１か月当たりの

利用定員 
０歳児 １・２歳児 合計 

１か月当たりの利用定員 

（利用定員の空き枠） 

教育・保育の利用定員 人 人 人 人 

教育・保育の在籍児童数 人 人 人  

室別面積等 

 ０歳児 １・２歳児 

保育室等の面積   

保育に必要な面積   

乳児等通園支援事業に充てられる面積   

職員の配置状況 

 ０歳児 １・２歳児 

保育に従事する職員数   

（うち保育士数）   

保育に必要な職員数   

乳児等通園支援事業に従事できる職員数   

利用定員を増加

しようとする 

理由 

 

添付書類 

・申請者の定款、寄附行為及び登記事項証明書の写し(申請者が法人の場合) 

・事業所の平面図（各室の用途を明示する。）及び設備の概要を記載した書類 

・運営規程 

・事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類 

・その他確認変更に関し必要と認める書類 
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別記様式第４号(第４条関係) 

特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書 

 

年   月   日 

 

(宛先)和歌山市長 

 

所 在 地                

申請者 名  称                

代表者氏名                

（法人以外の者にあっては、住所及び氏名） 

 

 子ども・子育て支援法第５４条の２第１項の規定による確認を受けた事項に変更がありましたので、

同法第５４条の３において準用する同法第４７条第１項の規定により届け出ます。 

 事業者番号              

変更があった事業者 
名 称 

所在地 

区分  

変更があった事項 変更の内容 

１ 事業所の名称 （変更前） 

２ 事業所の所在地 

３ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地 

４ 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

５ 
定款、寄附行為等及びその登記事項証明書（

当該確認に係る事業に関するものに限る。） 

６ 
建物の構造概要及び図面（各室の用途を

明示したもの） 並びに設備の概要 

（変更後） 

７ 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 

８ 運営規定 

９ 
乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給

付費の請求に関する事項 

１０ 役員の氏名、生年月日及び住所 

変更年月日       年   月   日 

備考 

 １ 「変更があった事項」欄については、該当項目番号に○を付してください。 

 ２ 変更内容が分かる書類を添付してください。また、管理者の変更又は役員の変更に伴うものは、

誓約書を添付してください。 

 ３ 変更があったときは、１０日以内に届け出てください。
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別記様式第５号(第４条関係) 

利用定員減少の届出書 

 

年   月   日 

 

(宛先)和歌山市長 

 

所 在 地                

申請者 名  称                

代表者氏名                

（法人以外の者にあっては、住所及び氏名） 

 

 子ども・子育て支援法第５４条の２第１項の規定による確認において定めた利用定員を減少したい

ので、同法第５４条の３において準用する同法第４７条第２項の規定により届け出ます。 

 事業者番号              

利用定員を減少する事業者 
名 称 

所在地 

区分  

利用定員を減少しようとする年月日      年   月   日 

利用定員を減少する理由 

 

現に利用している小学校就学前子どもに対する

措置 

 

変更前の利用定員 （人） 変更後（減少）の利用定員 （人） 

 参考  参考 

０～２歳児 ０歳児 １歳児 ２歳児 ０～２歳児 ０歳児 １歳児 ２歳児 

人 人 人 人 人 人 人 人 

 

備考 利用定員減少の日の３月前までに届け出てください。
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別記様式第６号(第５条関係) 

確認辞退申出書 

 

年   月   日 

 

(宛先)和歌山市長 

 

所 在 地                

申請者 名  称                

代表者氏名                

（法人以外の者にあっては、住所及び氏名） 

 

 子ども・子育て支援法第５４条の３において準用する同法第４８条の規定により確認を辞退します

ので、次のとおり申し出ます。 

 事業者番号              

確認を辞退する事業者 
名 称 

所在地 

区分  

確認を受けた年月日      年   月   日 

確認を辞退する年月日      年   月   日 

確認を辞退する理由 

 

現に利用している小学校就学前子どもに対する

措置 

 

 

備考 確認を辞退する日の３月前までに申し出てください。
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（令和８年３月３０日掲示済）  
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 和歌山市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月３１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第２７号 

和歌山市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 和歌山市国民健康保険条例施行規則（昭和３４年規則第２５号）の一部を次のように改正する。 

第９条第１項第４号イ（イ）中「及び」を「、」に改め、「条例第１１条の６の５第１項第２号に

定める額」の次に「並びに条例第１１条の１５第１項第２号及び第３号に定める額」を加え、同号イ

（ウ）中「及び条例第１１条の６の５第１項第３号アに定める額」を「、条例第１１条の６の５第１

項第３号アに定める額及び条例第１１条の１５第１項第４号アに定める額」に改め、同号ウ（イ）中

「被保険者均等割額」を「条例第１１条第１項第２号に定める額、条例第１１条の６の５第１項第２

号に定める額並びに条例第１１条の１５第１項第２号及び第３号に定める額の合計額」に改め、同号

ウ（ウ）中「及び条例第１１条の６の５第１項第３号アに定める額」を「、条例第１１条の６の５第

１項第３号アに定める額及び条例第１１条の１５第１項第４号アに定める額」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月３１日掲示済）  
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市長の権限に属する事務の一部を議会事務局の職員に執行させる規則を公布する。 

  令和８年３月３１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第２８号 

   市長の権限に属する事務の一部を議会事務局の職員に執行させる規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を議会事務局の職員に執行させることについて、

必要な事項を定めるものとする。 

 （議会事務局の職員に係る事務の執行） 

第２条 市長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を議会事務局の職員に執行させるも

のとする。 

（１）議会に係る予算の原案の作成に関すること。 

（２）議会に係る収入に関すること。 

（３）議会に係る予算の執行及び契約の締結に関すること。 

（４）議会に係る財産の取得、管理及び処分に関すること。 

２ 市長は、前項の事務を執行させるため、議会事務局の職員を、その職にある間市長事務部局の職

員に併任するものとする。 

 （事務処理） 

第３条 前条の規定により事務を執行する議会事務局の職員は、当該事務の執行を市長事務部局の職

員の例により処理しなければならない。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月３１日掲示済）  
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 和歌山市行政組織規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月３１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第２９号 

   和歌山市行政組織規則の一部を改正する規則 

 和歌山市行政組織規則（平成１５年規則第１３号）の一部を次のように改正する。 

 第６条の７第１項第１号エ中「及び自衛官候補生」を削る。 

 第６条の８第２項第１号中キをクとし、カの次に次のように加える。 

キ 和歌山市環境と大規模な太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例（平成３０年条例第

７号）に関すること。 

 第６条の８中第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次の

１項を加える。 

３ 脱炭素社会推進課は、脱炭素社会の実現に向けた施策の総合的な企画及び調整並びに推進を目的

として、次の事務その他目的の達成に必要な事務を所掌する。 

（１）脱炭素社会の実現に係る総合的施策の企画、立案及び調整に関すること。 

（２）脱炭素社会の実現に向けた取組の推進に関すること。 

（３）脱炭素に関する普及啓発に関すること。 

第６条の１１第１項第１号中アを削り、イをアとし、ウをイとし、同号エ中「和歌山市八番丁館」

を「新南交流館」に改め、同号中エをウとし、オを削り、カをエとし、キを削り、クをオとし、ケか

らサをカからクとし、クの次に次のように加える。 

ケ 長寿社会施策に関すること。 

コ 高齢者に対するいきがい事業に関すること。 

サ 西庄ふれあいの郷に関すること。 

第６条の１１第１項第１号シを次のように改める。 

シ 老人福祉大岩基金、いきがい基金、長寿社会福祉基金及び社会福祉和田基金に関すること。 

第６条の１１第１項第１号中スをセとし、シの次に次のように加える。 

ス その他高齢者の在宅福祉事業に関すること。 

第６条の１１第１項第２号中イを削り、ウをイとし、エをウとし、オ及びカを削り、キをエとし、

クをオとし、ケをカとし、コを削り、同項中第３号を削り、第２号を第３号とし、同項第１号の次に

次の１号を加える。 

（２）地域福祉班 次に掲げる事務 

ア 福祉に係る総合的施策の企画、調整及び実施に関すること。 

イ 社会福祉協議会に関すること。 

ウ 社会福祉審議会に関すること。 

エ 老人クラブ及び老人クラブ連合会に関すること。 

オ 民生委員及び児童委員に関すること。 

カ 民生委員推薦会に関すること。 

キ 福祉交流館に関すること。 

ク 福祉に係る表彰に関すること。 



           和歌山市公報（号外第５号）  令和８年（２０２６年）３月３１日 

 

－75－ 

第６条の１１第３項第２号に次のように加える。 

 エ 居住安定援助賃貸住宅に関すること（住宅（ハード）に関することを除く。）。 

第６条の１２第３項第１号中ケをコとし、カからクをキからケとし、オの次に次のように加える。 

 カ 特定乳児等通園支援施設の確認及び乳児等支援給付費の支給に関すること。 

第６条の１２第３項第２号カ中「乳児等通園支援事業の認定」を「乳児等支援給付認定」に改め、

同号中キを削る。 

第６条の１３第１項第１号中エをオとし、ウの次に次のように加える。 

エ 起業家・ベンチャービジネスの支援に関すること。 

 第６条の１３第２項第２号中オを削り、カをオとし、キをカとし、クをキとする。 

 第６条の１６第３項第３号オ中「（昭和４１年法律第４５号）」を削り、同条第４項第１号ク中「、

維持修繕」を削り、同号ス中「経営計画」を「経営」に改め、同号中ソ及びタを削り、チをソとし、

ツを削り、テをタとし、同項第２号中ケを削り、コをケとする。 

 第６条の１７第１項第１号中ア及びイを削り、ウをアとし、エを削り、オをイとし、イの次に次の

ように加える。 

  ウ スカイタウンつつじが丘に関すること（他課の所管に属するものを除く。）。 

 第６条の１７第１項第１号中カを削り、キをエとし、同項第２号中ウ及びエを削り、同号を同項第

３号とし、同項第１号の次に次の１号を加える。 

（２）活用班 次に掲げる事務 

ア 住宅に係る計画策定に関すること。 

イ 市営住宅長寿命化計画の総括に関すること。 

ウ マンション管理適正化推進計画に関すること。 

エ 事前復興計画に関すること（他課の所管に属するものを除く。）。 

オ 公営住宅の調査及び計画策定に関すること。 

カ 公営住宅及び特定公共賃貸住宅（これらに係る附属施設及び用地を含む。）の処分に関する

こと。 

キ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅に関すること。 

ク 居住安定援助賃貸住宅に関すること（居住サポート（ソフト）に関することを除く。）。 

第６条の１７第２項を次のように改める。 

２ 住宅管理課は、市営住宅の適正な維持、管理等を目的として、次の事務その他目的の達成に必要

な事務を所掌する。 

（１）業務班 次に掲げる事務 

ア 改良住宅並びに地域改善向け公営住宅及び特定公共賃貸住宅の使用料の決定に関すること。 

イ 改良住宅及び地域改善向け公営住宅の調査及び計画策定に関すること。 

ウ 住宅改修資金に関すること。 

エ 課内他班の所管に属しないこと。 

（２）管理第１班 次に掲げる事務 

ア 公営住宅及び特定公共賃貸住宅の使用料の決定に関すること。 

イ 公営住宅及び特定公共賃貸住宅の入退居に関すること。 

ウ 公営住宅及び特定公共賃貸住宅の明渡しに関すること（使用料の滞納に係るものを除く。）。 
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エ 公営住宅及び特定公共賃貸住宅（これらに係る附属施設及び用地を含む。）の維持管理に関

すること。 

オ 市営住宅の用途廃止及び建替事業に伴う入居者の転居に関すること。 

カ 市営住宅の用途廃止及び建替事業に伴う入居者への補償及び家賃補助に関すること。 

キ 住宅用地等の賃貸借に関すること。 

（３）管理第２班 次に掲げる事務 

ア 改良住宅並びに地域改善向け公営住宅及び特定公共賃貸住宅（これらに係る附属施設及び用

地を含む。）の維持管理に関すること。 

イ 改良住宅並びに地域改善向け公営住宅及び特定公共賃貸住宅の入退居に関すること。 

ウ 改良住宅並びに地域改善向け公営住宅及び特定公共賃貸住宅の明渡しに関すること（使用料

の滞納に係るものを除く。）。 

エ 改良住宅並びに地域改善向け公営住宅及び特定公共賃貸住宅（これらに係る附属施設及び用

地を含む。）の処分に関すること。 

（４）工事班 次に掲げる事務 

ア 市営住宅の維持修繕に関すること。 

イ 市営住宅の建設に係る設計及び工事に関すること。 

 第６条の１７中第３項を削り、第４項を第３項とし、第５項を第４項とする。 

第６条の１８第２項各号を次のように改める。 

（１）次に掲げる事務 

ア 公共交通に関すること（貴志川線活性化推進室の所管に属するものを除く。）。 

イ 関西国際空港に関すること。 

ウ 自転車活用の推進に関すること。 

（２）貴志川線活性化推進室 次に掲げる事務 

ア 貴志川線の維持・活性化に関すること。 

イ 貴志川線の上下分離方式への移行に関すること。 

 第６条の１８第６項第２号コ中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、「届出、」を削る。 

別表第１市民環境局の部環境部の款環境政策課の項の次に次のように加える。 

脱炭素社会推進課 

 

別表第１福祉局の部社会福祉部の款高齢者・地域福祉課の項中「総務管理班」の次に「、地域福祉

班」を加え、「、高齢者支援班」を削り、同表都市建設局の部建築住宅部の款住宅政策課の項中「政

策班」の次に「、活用班」を加え、同款住宅第１課の項を次のように改める。 

住宅管理課 業務班、管理第１班、管理第２班、工事班 

別表第１都市建設局の部建築住宅部の款住宅第２課の項を削り、同部都市計画部の款交通政策課の

項に「貴志川線活性化推進室」を加える。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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（市長事務部局の職員の勤務時間等の特例に関する規則の一部改正） 

２ 市長事務部局の職員の勤務時間等の特例に関する規則（平成６年規則第２９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表住宅第１課の項中「住宅第１課」を「住宅管理課」に改める。 

（令和８年３月３１日掲示済）  



           和歌山市公報（号外第５号）  令和８年（２０２６年）３月３１日 

 

－78－ 

和歌山市事務決裁規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月３１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第３０号 

和歌山市事務決裁規則の一部を改正する規則 

和歌山市事務決裁規則（平成１５年規則第１４号）の一部を次のように改正する。 

第１３条に次の１項を加える。 

５ 前各項の規定により合議を要する事項について、当該合議を行う者が不在である場合における取

扱いについては、第９条から前条までの規定の例による。 

別表第２個別決裁事項の福祉局社会福祉部に関する事項の表生活支援第２課の項に次の１号を加え

る。 

４ 居住安定援助賃貸住

宅事業の報告の徴収、

立入検査又は改善命令

を行うこと（住宅（ハ

ード）に関することを

除く。）。 

   ○   

 

建築住宅部

長及び住宅

政策課長 

別表第２個別決裁事項の福祉局こども未来部に関する事項の表保育こども園課の項第３号中「家庭

的保育事業等」の次に「又は乳児等通園支援事業」を加え、同項第４号中「又は家庭的保育事業等」

を「、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業」に改め、同項第８号及び第９号中「家庭的保育事

業等」の次に「又は乳児等通園支援事業」を加え、同項第１２号及び第１３号中「又は特定地域型保

育事業」を「、特定地域型保育事業又は特定乳児等通園支援事業」に改め、同項第１４号中「又は特

定地域型保育事業者」を「、特定地域型保育事業者又は特定乳児等通園支援事業者」に改める。 

別表第２個別決裁事項の都市建設局建築住宅部に関する事項の表住宅政策課の項中第９号を第１２

号とし、第８号を第１１号とし、同号の前に次の３号を加える。 

８ 居住安定援助賃貸住

宅事業の認定又は認定

の拒否若しくは取消し

を行うこと。 

認定 拒否 

取消し 

  

 

認定にあっ

ては生活支

援第２課

長、認定の

拒否及び取

消しにあっ

ては社会福

祉部長及び

生活支援第

２課長 
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９ 居住安定援助賃貸住

宅事業の報告の徴収、

立入検査 

 ○    社会福祉部

長及び生活 

又は改善命令を行うこ

と(居住サポート（ソフ

ト）に関することを除

く。)。 

     支援第２課

長 

１０ 居住安定援助賃貸

住宅事業の認定事業者

の地位の承継の承認を

行うこと。 

 ○    社会福祉部

長及び生活

支援第２課

長 

別表第２個別決裁事項の都市建設局建築住宅部に関する事項の表住宅第１課住宅第２課の項中「住

宅第１課住宅第２課」を「住宅管理課」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月３１日掲示済）  
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和歌山市財務規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月３１日 

                          和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第３１号 

   和歌山市財務規則の一部を改正する規則 

和歌山市財務規則（昭和３９年規則第１５号）の一部を次のように改正する。 

第５４条第１７号を削り、同条中第１８号を第１７号とし、第１９号を第１８号とする。 

第５６条第３項中「、資金前渡職員の更てつ通知を添え」を削る。 

第９２条第６項中「第３項から第５項まで」を「第３項から前項まで」に改める。 

第９５条第１項中「更迭」を「交代」に改める。 

第１２３条中「書類」の次に「又はこれらに係る電磁的記録」を加える。 

第２０６条中「書面」の次に「又は電磁的記録」を加える。 

別表第３財政局の部税務部の款納税課の項中「（昭和３４年法律第１４７号）」を削り、同表福祉

局の部こども未来部の款名草保育所の項を削り、同表都市建設局の部建築住宅部の款住宅第１課の項

中「住宅第１課」を「住宅管理課」に改め、「貸地料」の次に「、住宅改修資金返還金」を加え、同

款住宅第２課の項を削り、同表教育委員会の部学校給食第二共同調理場、宮前小学校、岡崎小学校、

和佐小学校及び安原小学校並びに宮前幼稚園及び和佐幼稚園の項の次に次のように加える。 

中学校給食セン

ター、日進中学

校、東和中学

校、西和中学

校、城東中学

校、西浜中学

校、明和中学

校、河北中学

校、河西中学

校、紀之川中学

校、西脇中学

校、紀伊中学

校、高積中学

校、東中学校、

楠見中学校、有

功中学校及び貴

志中学校 

センター長 中学校給食センター、日進中学校、東和中

学校、西和中学校、城東中学校、西浜中学

校、明和中学校、河北中学校、河西中学

校、紀之川中学校、西脇中学校、紀伊中学

校、高積中学校、東中学校、楠見中学校、

有功中学校及び貴志中学校において取り扱

う給食費の収納及び保管 

６７ 

別表第３教育委員会の部和歌山高等学校の項中「授業料及び入学考査手数料」を「使用料及び手数

料」に改める。 

別表第４都市建設局の部建築住宅部の款住宅第１課の項中「住宅第１課」を「住宅管理課」に改め、

「貸地料」の次に「、住宅改修資金返還金」を加え、同款住宅第２課の項を削り、同表教育委員会の

部学校給食第二共同調理場の項の次に次のように加える。 
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中学校給食セン

ター 

中学校給食センター

に勤務する職員 

中学校給食センターにおいて取り扱う給食

費の収納 

別表第４教育委員会の部宮前幼稚園、和佐幼稚園、山口幼稚園及び紀伊幼稚園の項の次に次のよう

に加える。 

日進中学校、東 日進中学校、東和中 日進中学校、東和中学校、西和中学校、 

和中学校、西和

中学校、城東中

学校、西浜中学

校、明和中学

校、河北中学

校、河西中学

校、紀之川中学

校、西脇中学

校、紀伊中学

校、高積中学

校、東中学校、

楠見中学校、有

功中学校及び貴

志中学校 

学校、西和中学校、

城東中学校、西浜中

学校、明和中学校、

河北中学校、河西中 

学校、紀之川中学

校、西脇中学校、紀

伊中学校、高積中学

校、東中学校、楠見

中学校、有功中学校

及び貴志中学校の各

中学校に勤務する職

員 

城東中学校、西浜中学校、明和中学校、河

北中学校、河西中学校、紀之川中学校、西

脇中学校、紀伊中学校、高積中学校、東中

学校、楠見中学校、有功中学校及び貴志中

学校の各中学校において取り扱う給食費の

収納 

別表第４教育委員会の部和歌山高等学校の項中「授業料及び入学考査手数料」を「使用料及び手数

料」に改める。 

第７２号様式の２中「職氏名」を「氏名」に改める。 

第７３号様式中「（２枚複写とする）」を削る。 

第７４号様式中「変更」を「交代」に改める。 

第１１９号様式（その２）中「公金収納受託者設置箇所」を「指定公金事務取扱者取扱い公金」に

改める。 

 附 則  

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。  

２ この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の和歌山市財務規則の様式による用紙は、

この規則による改正後の和歌山市財務規則の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを使用するこ

とができる。  

（令和８年３月３１日掲示済）  
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 和歌山市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月３１日 

 和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第３２号 

   和歌山市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則 

 和歌山市消防団員等公務災害補償条例施行規則（平成１８年規則第１１３号）の一部を次のように

改正する。 

別表第４常時介護を要する状態の項中「８５，４９０円」を「９０，７９０円」に改め、同表随時

介護を要する状態の項中「４２，７００円」を「４５，４００円」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の和歌山市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、令和８年４月

１日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、

なお従前の例による。 

（令和８年３月３１日掲示済）  
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 和歌山市職員被服等貸与規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月３１日 

                         和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市規則３３号 

和歌山市職員被服等貸与規則の一部を改正する規則 

和歌山市職員被服等貸与規則（昭和６３年規則第５３号）の一部を次のように改正する。 

 別表地域安全課の部に次のように加える。                            

現場作業に従事する職員 

 

作業服（上、下） ２ ３  

ヘルメット １ ５ 

雨着 １ ２ 

防寒着 １  ５ 

ゴム長靴 １ ２ 

 別表保育所の部ドライシステムの設置された施設で給食調理に従事する保育調理業務員の款ビニー 

「         「 

               」        」 

                               「 

                                       」 

「 

        」 

１課住宅第２課」を「住宅管理課」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月３１日掲示済）  

１ ２ 

 

１ １ 

     

１ ２ 

 

１ １ 

 

ル前掛けの項中         を        に改め、同部ウエットシステムの設置された 

          に改め、同表住宅政策課住宅第１課住宅第２課耐震・空家対策課の部中「住宅第 

施設で給食調理に従事する保育調理業務員の款ビニール前掛けの項中         を 
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 和歌山市職員恩給条例による恩給改定率の改定に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月３１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第３４号 

和歌山市職員恩給条例による恩給改定率の改定に関する規則の一部を改正する規則 

和歌山市職員恩給条例による恩給改定率の改定に関する規則（平成２０年規則第２５号）の一部を

次のように改正する。  

第２条中「令和７年度」を「令和８年度」に、「１．０４７」を「１．０６７」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月３１日掲示済）  
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和歌山市税条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

令和８年３月３１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第３５号 

和歌山市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 和歌山市税条例施行規則（昭和２９年規則第６６号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項の表第１３号中「第６４条第４項」を「第１５２条第５項」に改める。 

 第５条の２第１項第１号中「第２４条第１項」を「第２４条第３項」に改める。 

第２９条の見出し中「の種別割」を削る。 

 第２９条の３（見出しを含む。）中「付着」を「附着」に改める。 

第３３条（見出しを含む。）中「の種別割」を削る。 

 第３４条第１項中「第８６条第４項」を「第８６条第５項」に改め、「の種別割」を削り、同条第

２項中「の種別割」を削る。 

 別表中「軽自動車税（種別割）」を「軽自動車税」に、「軽自動車税（種別割）（口座振替用）」

を「軽自動車税（口座振替用）」に、「軽自動車税（種別割）減免申請書」を「軽自動車税減免申請

書」に、「軽自動車税（種別割）納税証明書」を「軽自動車税納税証明書」に改める。 

 別記様式第６号ク中「軽自動車税（種別割）」を「軽自動車税」に改め、同様式サ中「軽自動車税

（種別割）（口座振替用）」を「軽自動車税（口座振替用）」に、「軽自動車税（種別割）納税通知

書（口座振替）」を「軽自動車税納税通知書（口座振替）」に改める。 

 別記様式第７号中「健康保険証」を「資格確認書」に改める。 

 別記様式第１９号の２中「軽自動車税（種別割）減免申請書」を「軽自動車税減免申請書」に改め、 

 

 

 別記様式第２８号中「軽自動車税（種別割）納税証明書（継続検査用）」を「軽自動車税納税証明

書（継続検査用）」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第４条第１項の表、第５条の２第１項第

１号、第２９条の３（見出しを含む。）、第３４条第１項（「第８６条第４項」を「第８６条第５

項」に改める部分に限る。）及び別記様式第７号の改正規定は、公布の日から施行する。 

 （和歌山市財務規則の一部改正） 

２ 和歌山市財務規則（昭和３９年規則第１５号）の一部を次のように改正する。 

第２８号様式（その１）及び第２８号様式の２（その１）中「軽自動車税（種別割）」を「軽自

動車税」に改める。 

 （和歌山市財務規則の一部改正に伴う経過措置） 

３ この規則の施行の際、現に存する前項の規定による改正前の和歌山市財務規則第２８号様式（そ

の１）及び第２８号様式の２（その２）の様式による用紙は、前項の規定による改正後の和歌山市

財務規則第２８号様式（その１）及び第２８号様式の２（その２）の規定にかかわらず、当分の間、

なおこれを使用することができる。 

（令和８年３月３１日掲示済）  

       を       に改める。 
「・第二種乙 

 ・ミニカー 」 
「・第二種乙 

       」 
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和歌山市商品用軽自動車等の課税免除に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

令和８年３月３１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第３６号 

和歌山市商品用軽自動車等の課税免除に関する規則の一部を改正する規則 

 和歌山市商品用軽自動車等の課税免除に関する規則（平成２７年規則第８７号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第５条中「に条例第８６条の２」を「に同条」に、「和歌山市軽自動車税（種別割）課税免除適用

通知書」を「和歌山市軽自動車税課税免除適用通知書」に改める。 

 第６条中「和歌山市軽自動車税（種別割）課税免除不適用通知書」を「和歌山市軽自動車税課税免

除不適用通知書」に改める。 

 別記様式第２号中「和歌山市軽自動車税（種別割）課税免除適用通知書」を「和歌山市軽自動車税

課税免除適用通知書」に改める。 

 別記様式第４号中「和歌山市軽自動車税（種別割）課税免除不適用通知書」を「和歌山市軽自動車

税課税免除不適用通知書」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月３１日掲示済）  
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 和歌山市障害者就労施設利用者負担の助成に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年月３１日 

                           和歌山市  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第３７号 

和歌山市障害者就労施設利用者負担の助成に関する規則の一部を改正する規則 

 和歌山市障害者就労施設利用者負担の助成に関する規則（令和６年規則第５７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

附則第３項中「令和８年３月３１日」を「令和１１年３月３１日」に改める。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

（令和８年３月３１日掲示済）  
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 和歌山市指定障害児通所支援事業者の指定等に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

令和８年３月３１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第３８号 

和歌山市指定障害児通所支援事業者の指定等に関する規則の一部を改正する規則 

 和歌山市指定障害児通所支援事業者の指定等に関する規則（令和元年規則第１５号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条の見出し中「申請」を「通知」に改め、同条第１項を削り、同条第２項中「前項」を「法第

２１条の５の１５第１項」に、「をし、又は指定しないこととしたときは」を「をしたときは」に改

め、「者に」の次に「指定障害児通所支援事業者決定通知書（別記様式第１号）により」を加え、同

項を同条第１項とし、同条第３項を同条第２項とする。 

 第３条の見出し中「更新」の次に「の通知」を加え、同条中「前条第１項及び第２項」を「前条第

１項」に改め、同条に後段として次のように加える。 

この場合において、「指定障害児通所支援事業者決定通知書（別記様式第１号）」とあるのは、

「指定障害児通所支援事業者更新決定通知書（別記様式第２号）」と読み替えるものとする。 

 第４条の見出し中「申請」を「通知」に改め、同条第１項を削り、同条第２項中「第２条第２項」

を「第２条第１項」に、「前項」を「法第２１条の５の２０第１項」に改め、同項に後段として次の

ように加える。 

 この場合において、「指定障害児通所支援事業者決定通知書（別記様式第１号）」とあるのは、

「特定障害児通所支援事業者変更決定通知書（別記様式第３号）」と読み替えるものとする。 

第４条第２項を同条とする。 

第１１条を第１２条とする。 

第１０条第１項中「別記様式第７号」を「別記様式第１０号」に改め、同条第２項中「別記様式第

８号」を「別記様式第１１号」に改め、同条を第１１条とし、第９条を第１０条とし、第８条を第９

条とする。 

第７条の見出し中「体制等」の次に「の変更」を加え、同条中「第２条第１項の規定による申請」

を「障害児通所給付費算定に係る体制等の変更」に、「当該申請に係る障害児通所給付費の請求に関

する事項について、障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書（別記様式第６号）」を「児

童福祉法施行規則の規定に基づきこども家庭庁長官が定める様式並びに障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式及びこども家庭

庁長官及び厚生労働大臣が定める様式（令和７年こども家庭庁・厚生労働省告示第３号）別紙様式第

２号」に改め、同条を第８条とする。 

第６条に次の１項を加える。 

２ 前項の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式を使用して行うものとする。 

（１）指定の取消し 指定障害児通所支援事業者取消決定通知書（別記様式第７号） 

（２）指定の全部効力停止 指定障害児通所支援事業者全部効力停止決定通知書（別記様式第８号） 

（３）指定の一部効力停止 指定障害児通所支援事業者一部効力停止決定通知書（別記様式第９号） 

第６条を第７条とする。 

第５条の見出しを「（事業再開等の届出）」に改め、同条第１項を削り、同条第２項中「別記様式
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第４号」を「別記様式第５号」に改め、同項を同条第１項とし、同条第３項中「別記様式第５号」を

「別記様式第６号」に改め、同項を同条第２項とし、同条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加

える。 

（拒否の通知） 

第５条 第２条第１項（第３条及び前条において準用する場合を含む。）の規定により行われた申請

を拒否する場合は、指定障害児通所支援事業申請拒否通知書（別記様式第４号）により通知するも

のとする。 

 別記様式第１号から第３号までを次のように改める。 
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別記様式第１号（第２条関係） 

和歌山市指令  第    号 

   年  月  日 

       

 

 

 様 

 

和歌山市長       印 

 

 

指定障害児通所支援事業者決定通知書 

 

 

年 月 日付けで申請のあった児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による指定障害

児通所支援事業者に係る指定について、同法第２１条の５の３第１項の規定に基づき、次のとおり

決定したので通知します。 

なお、事業の運営については、同法その他の関係法令の規定に基づき適切に行ってください。 

 

 

 

１ 事 業 所 番 号   

２ 事 業 所 の 名 称   

３ 事 業 所 の 所 在 地   

４ 指 定 に 係 る 事 業 の 種 類   

５ 利 用 定 員   

６ 事 業 者 の 名 称   

７ 事業者の主たる事務所の所在地   

８ 指 定 年 月 日   

９ 指 定 の 有 効 期 限   
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別記様式第２号（第３条関係） 

和歌山市指令  第    号 

年  月  日 

        

 

 

 様 

 

和歌山市長       印 

 

 

指定障害児通所支援事業者更新決定通知書 

 

 

年 月 日付けで申請のあった児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による指定障害児

通所支援事業者に係る指定の更新について、同法第２１条の５の３第１項の規定に基づき、次のとお

り決定したので通知します。 

 なお、事業の運営については、同法その他の関係法令の規定に基づき適切に行ってください。 

 

 

１ 事 業 所 番 号   

２ 事 業 所 の 名 称   

３ 事 業 所 の 所 在 地   

４ 指 定 に 係 る 事 業 の 種 類   

５ 利 用 定 員   

６ 事 業 者 の 名 称   

７ 事業者の主たる事務所の所在地   

８ 更 新 年 月 日   

９ 指 定 の 有 効 期 限   
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別記様式第３号（第４条関係） 

和歌山市指令  第   号 

年  月  日 

       

 

 

 様 

 

和歌山市長           印 

 

 

特定障害児通所支援変更決定通知書 

 

 

年 月 日付けで申請のあった児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の２

０第１項に基づく指定の変更について、同法第２１条の５の３第１項の規定に基づき、次のとおり決

定したので通知します。 

 

 

 

１ 事 業 所 番 号   

２ 事 業 所 の 名 称   

３ 事 業 所 の 所 在 地   

４ 指 定 に 係 る 事 業 の 種 類   

５ 利 用 定 員   

６ 事 業 者 の 名 称   

７ 事業者の主たる事務所の所在地   

８ 変 更 年 月 日   

９ 指 定 の 有 効 期 限   
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別記様式第６号を削る。 

                           「    住 所 

                            事業者（所在地） 

                        氏 名                      

                            （名称及び代表者の職氏名）」 

「所 在 地 

名      称 に改め、「㊞」を削り、同様式を別記様式第６号とする。 

代表者の職・氏名」 

                           「    住 所 

                            事業者（所在地） 

                        氏 名                      

                            （名称及び代表者の職氏名）」 

「所 在 地 

名      称 に改め、「㊞」を削り、「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」を「従 

代表者の職・氏名」 

業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」に改め、同様式を別記様式第５号とし、別記様式第３号の次

に次の１様式を加える。 

 

           

別記様式第５号中「第５条関係」を「第６条関係」に改め、               を         

                        

           

別記様式第４号中「第５条関係」を「第６条関係」に改め、               を         
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別記様式第４号（第５条関係） 

和歌山市指令  第    号 

    年  月  日 

        様 

 

和歌山市長         印 

 

指定障害児通所支援事業申請拒否通知書 

 

年 月 日付けであった指定障害児通所支援事業に係る申請について、当該申請を拒否しま

すので次のとおり通知します。  

 

申請に係る事業

の種類 

 

申請の種類 １ 指定 ２指定の更新 ３ 量（定員）の増加 

却下理由  

根拠条文  

備考  

 

教示 

 １ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内に、和歌山市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年

を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

 ２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、和歌山市を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山市長となります。

） 処分の取消しの訴えを提起することができます（この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場

合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

処分の取消しの訴えを提起することができます（審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内であっても、審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算し

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 
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別記様式第８号中「第１０条関係」を「第１１条関係」に改め、「㊞」を削り、「事業所名称等」

を「事業所の名称」に改め、同様式を別記様式第１１号とする。 

別記様式第７号中「第１０条関係」を「第１１条関係」に改め、「㊞」を削り、「事業所名称等及 

              「         「 

                      」          」 

式第１１号とし、別記様式第６号の次に次の３様式を加える。 

び」を「事業所の名称及び」に、        を          に改め、同様式を別記様 事業所名称  事業所の名称 
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別記様式第７号（第７条関係） 

和歌山市指令  第    号 

    年  月  日 

        様 

 

和歌山市長         印 

 

指定障害児通所支援事業者取消決定通知書 

 

児童福祉法第２１条の５の２４第１項の規定に基づき、指定障害児通所支援事業者の指定を取り消

しますので、次のとおり通知します。  

 

事業所名  

事業所所在地  

事業所番号  

サービス種類  

取消理由  

 

教示 

 １ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内に、和歌山市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年

を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

 ２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、和歌山市を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山市長となります。

） 処分の取消しの訴えを提起することができます（この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場

合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

処分の取消しの訴えを提起することができます（審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内であっても、審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算し

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 
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別記様式第８号（第７条関係） 

和歌山市指令  第    号 

    年  月  日 

        様 

 

和歌山市長         印 

 

指定障害児通所支援事業者全部効力停止決定通知書 

 

児童福祉法第２１条の５の２４第１項の規定に基づき、指定障害児通所支援事業者の指定について、

全部の効力を停止しますので、次のとおり通知します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教示 

 １ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内に、和歌山市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年

を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

 ２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、和歌山市を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山市長となります。

） 処分の取消しの訴えを提起することができます（この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場

合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

処分の取消しの訴えを提起することができます（審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内であっても、審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算し

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

事業所名  

事業所所在地  

事業所番号  

サービス種類  

効力停止期間  

効力停止内容  

理由  
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別記様式第９号（第７条関係） 

和歌山市指令  第    号 

    年  月  日 

        様 

 

和歌山市長     印 

 

指定障害児通所支援事業者一部効力停止決定通知書 

 

児童福祉法第２１条の５の２４第１項の規定に基づき、指定障害児通所支援事業者の指定について、

一部の効力を停止しますので、次のとおり通知します。  

 

事業所名  

事業所所在地  

事業所番号  

サービス種類  

効力停止期間  

効力停止内容  

理由  

 

教示 

 １ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内に、和歌山市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年

を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

 ２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、和歌山市を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山市長となります。

） 処分の取消しの訴えを提起することができます（この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場

合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

処分の取消しの訴えを提起することができます（審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内であっても、審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算し

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の和歌山市指定障害児通所支援事業者の指定等

に関する規則の規定により行われた申請及び届出は、この規則による改正後の和歌山市指定障害児

通所支援事業者の指定等に関する規則により行われた申請及び届出とみなす。 

 （和歌山市規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正） 

３ 和歌山市規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則（平成６年規則第２８号）

の一部を次のように改正する。 

 別表和歌山市指定障害児通所支援事業者の指定等に関する規則の項を削る。 

（令和８年３月３１日掲示済）  
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 和歌山市児童福祉法に係る基準該当通所支援事業者の登録に関する規則の一部を改正する規則を公

布する。 

令和８年３月３１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第３９号 

和歌山市児童福祉法に係る基準該当通所支援事業者の登録に関する規則の一部を改正す 

る規則 

 和歌山市児童福祉法に係る基準該当通所支援事業者の登録に関する規則（平成２４年規則第４５号

）の一部を次のように改正する。 

 第２条第５項中「者に」の次に「基準該当通所支援事業者決定通知書（別記様式第２号）により」

を加え、同条に次の１項を加える。 

６ 市長は、登録をしないときは、その旨を申請をした者に基準該当通所支援事業申請拒否通知書（

別記様式第３号）により通知するものとする。 

 第３条第１項中「別記様式第２号」を「別記様式第４号」に改め、同条第３項中「別記様式第３号

」を「別記様式第５号」に改める。 

第４条第２項中「当該基準該当通所支援事業者に」の次に「基準該当通所支援事業者取消決定通知

書（別記様式第６号）により」を加える。 

                   「所在地  「所   在   地 

別記様式第１号中「（設置者）」を削り、 名 称 を 名      称 に改め、「印」、      

代表者」  代表者の職・氏名」  

「県      市」及び「県      郡・市」を削り、「指導訓練室」を「発達支援室」に、

「指定通所支援事業所」を「指定障害児通所支援事業所」に改める。 

「住 所 

                      （所在地） 

        氏 名                      

                      （名称及び代表者氏名）」 

「所   在   地 

 名      称 に改め、「印」を削り、同様式を別記様式第４号とする。 

 代表者の職・氏名」 

 別記様式第１号の次に次の１様式を加える。 

                                   

別記様式第２号中「（設 置 者）」を削り、             を  
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別記様式第２号（第２条関係） 

和歌山市指令  第    号 

   年  月  日 

        

 

 

 様 

 

和歌山市長           印 

 

 

基準該当通所支援事業者決定通知書 

 

 

年  月  日付けで申請のあった和歌山市児童福祉法に係る基準該当通所支援事業者の登

録に関する規則（平成２４年規則第４５号）第２条第１項による基準該当通所支援事業者に係る登録

について、同条第４項の規定に基づき、次のとおり決定したので通知します。 

なお、事業の運営については、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）その他の関係法令の規定

に基づき適切に行ってください。 

 

 

 

１ 事 業 所 番 号   

２ 事 業 所 の 名 称   

３ 事 業 所 の 所 在 地   

４ 登 録 に 係 る 事 業 の 種 類   

５ 主たる対象とする障害種別   

６ 事 業 者 の 名 称   

７ 事業者の主たる事務所の所在地   

８ 登 録 年 月 日   
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「住 所 

         （所在地） 

氏 名                      

         （名称及び代表者氏名）」 

「勤務体制・形態一覧表」を「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」に改め、同様式を別記様式

第５号とする。 

別記様式第２号の次に次の１様式を加える。 

                      「所   在   地 

別記様式第３号中             を 名      称 に改め、「印」を削り、 

                      代表者の職・氏名」 
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別記様式第３号（第２条関係） 

和歌山市指令  第    号 

    年  月  日 

        様 

 

和歌山市長         印 

 

基準該当通所支援事業申請拒否通知書 

 

年 月 日付けであった基準該当通所支援事業に係る申請について、和歌山市児童福祉法に

係る基準該当通所支援事業者の登録に関する規則（平成２４年規則第４５号）第２条第４項の規定に

基づき、当該申請を拒否しますので、次のとおり通知します。 

 

申請に係る 

事業の種類 

 

理由  

備考  

 

教示 

 １ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内に、和歌山市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年

を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

 ２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、和歌山市を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山市長となります。

） 処分の取消しの訴えを提起することができます（この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場

合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

処分の取消しの訴えを提起することができます（審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内であっても、審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算し

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 
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別記様式第５号の次に次の１様式を加える。 



           和歌山市公報（号外第５号）  令和８年（２０２６年）３月３１日 

 

－105－ 

別記様式第６号（第４条関係） 

和歌山市指令  第    号 

    年  月  日 

        様 

 

和歌山市長         印 

 

基準該当通所支援事業者取消決定通知書 

 

和歌山市児童福祉法に係る基準該当通所支援事業者の登録に関する規則（平成２４年規則第４５号

）第４条第１項の規定に基づき、基準該当通所支援事業者の登録を取り消しますので、次のとおり通

知します。 

 

事業所名  

事業所所在地  

事業所番号  

サービス種類  

取消理由  

 

教示 

 １ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内に、和歌山市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年

を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

 ２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、和歌山市を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山市長となります。

） 処分の取消しの訴えを提起することができます（この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場

合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

処分の取消しの訴えを提起することができます（審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内であっても、審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算し

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

 

 



           和歌山市公報（号外第５号）  令和８年（２０２６年）３月３１日 

 

－106－ 

附 則  

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の和歌山市児童福祉法に係る基準該当通所支援

事業者の登録に関する規則の規定により行われた申請及び届出は、この規則による改正後の和歌山

市児童福祉法に係る基準該当通所支援事業者の登録に関する規則の規定により行われた申請及び届

出とみなす。 

（和歌山市規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正） 

３ 和歌山市規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則（平成６年規則第２８号）

の一部を次のように改正する。 

 別表和歌山市児童福祉法に係る基準該当通所支援事業者の登録に関する規則の項を削る。 

（令和８年３月３１日掲示済）  
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 和歌山市基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

令和８年３月３１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第４０号 

和歌山市基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関する規則の一部を改正する規則 

 和歌山市基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関する規則（平成１８年規則第５０号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条第５項中「者」の次に「に基準該当障害福祉サービス事業者登録通知書（別記様式第２号）

により」を加え、同条に次の１項を加える。 

６ 市長は、登録をしないときは、その旨を申請をした者に基準該当障害福祉サービス事業申請拒否

通知書（別記様式第３号）により通知するものとする。 

第３条第１項中「別記様式第２号」を「別記様式第４号」に改め、同条第３項中「別記様式第３号

」を「別記様式第５号」に改める。 

第４条第２項中「基準該当障害福祉サービス事業者に」の次に「基準該当障害福祉サービス事業者

取消決定通知書（別記様式第６号）により」を加える。 

                    「所在地  「所   在   地 

別記様式第１号中「（設置者）」を削り、 名 称 を 名      称 に改め、「印」、「 

代表者」  代表者の職・氏名」             

県      郡・市」及び「県      市」を削る。 

                      「住所 

（所在地） 

氏名 

（名称及び代表者氏名）」 

「所 在 地 

 名      称 に改め、「印」を削り、同様式を別記様式第４号とする。 

 代表者の職・氏名」 

 別記様式第１号の次に次の１様式を加える。 

                                    

別記様式第２号中「（設 置 者）」を削り、             を 
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別記様式第２号（第２条関係） 

和歌山市指令  第    号 

   年  月  日 

        

 

 

 様 

 

和歌山市長           印 

 

 

基準該当障害福祉サービス事業者決定通知書 

 

 

年  月  日付けで申請のあった和歌山市基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関す

る規則（平成１８年規則第５０号）第２条第２項による基準該当障害福祉サービス事業者に係る登録

について、同条第４項の規定に基づき、次のとおり決定したので通知します。 

なお、事業の運営については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号）その他の関係法令の規定に基づき適切に行ってください。 

 

 

 

１ 事 業 所 番 号   

２ 事 業 所 の 名 称   

３ 事 業 所 の 所 在 地   

４ 登 録 に 係 る 事 業 の 種 類   

５ 主たる対象とする障害種別   

６ 事 業 者 の 名 称   

７ 事業者の主たる事務所の所在地   

８ 登 録 年 月 日   
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「住 所 

  （所在地）         

氏 名 

          （名称及び代表者氏名）」 

「勤務体制・形態一覧表」を「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」に改め、同様式を別記様

式第５号とする。 

別記様式第２号の次に次の１様式を加える。 

                      「所 在 地 

別記様式第３号中             を 名      称 に改め、「印」を削り、 

                       代表者の職・氏名」 
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別記様式第３号（第３条関係） 

和歌山市指令  第    号 

    年  月  日 

        様 

 

和歌山市長         印 

 

基準該当障害福祉サービス事業申請拒否通知書 

 

年 月 日付けであった基準該当障害福祉サービス事業に係る申請について、和歌山市基準

該当障害福祉サービス事業者の登録に関する規則（平成１８年規則第５０号）第３条第４項の規定に

基づき、当該申請を拒否しますので、次のとおり通知します。 

 

申請に係る 

事業の種類 

 

理由  

備考  

 

教示 

 １ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内に、和歌山市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年

を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

 ２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、和歌山市を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山市長となります。

） 処分の取消しの訴えを提起することができます（この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場

合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

処分の取消しの訴えを提起することができます（審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内であっても、審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算し

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 
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別記様式第５号の次に次の１様式を加える。 
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別記様式第６号（第４条関係） 

和歌山市指令  第    号 

    年  月  日 

        様 

 

和歌山市長         印 

 

基準該当障害福祉サービス事業者取消決定通知書 

 

和歌山市基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関する規則（平成１８年規則第５０号）第４条

第１項の規定に基づき、基準該当障害福祉サービス事業者の登録を取り消しますので、次のとおり通

知します。 

 

事業所名  

事業所所在地  

事業所番号  

サービス種類  

取消理由  

 

教示 

 １ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内に、和歌山市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年

を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

 ２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、和歌山市を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山市長となります。

） 処分の取消しの訴えを提起することができます（この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場

合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

処分の取消しの訴えを提起することができます（審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内であっても、審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算し

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の和歌山市基準該当障害福祉サービス事業者の

登録に関する規則の規定により行われた申請及び届出は、この規則による改正後の和歌山市基準該

当障害福祉サービス事業者の登録に関する規則により行われた申請及び届出とみなす。 

（和歌山市規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正） 

３ 和歌山市規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則（平成６年規則第２８号）

の一部を次のように改正する。 

 別表和歌山市基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関する規則の項を削る。 

（令和８年３月３１日掲示済）  
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和歌山市指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業所の指定等

に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月３１日  

和歌山市  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第４１号 

和歌山市指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業 

所の指定等に関する規則の一部を改正する規則 

 和歌山市指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業所の指定等

に関する規則（平成２４年規則第４６号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の見出し中「申請」を「通知」に改め、同条第１項を削り、同条第２項中「前項」を「法第

３６条第１項、法第３８条第１項又は法第５１条の１９第１項」に、「をし、又は指定をしないこと

としたときは」を「をしたときは」に改め、「者に」の次に「指定障害福祉サービス事業者決定通知

書（別記様式第１号）により」を加え、同項を同条第１項とし、同条第３項を同条第２項とする。 

 第３条の見出し中「申請」を「通知」に改め、同条第１項を削り、同条第２項中「前条第２項」を

「前条第１項」に、「前項」を「法第３７条第１項及び法第３９条第１項」に改め、同項に後段とし

て次のように加える。 

  この場合において、「指定障害福祉サービス事業者決定通知書（別記様式第１号）」とあるのは、

「指定障害福祉サービス事業者変更決定通知書（別記様式第２号）」と読み替えるものとする。 

 第３条第２項を同条とする。 

第４条の見出し中「更新」の次に「の通知」を加え、同条中「第２条第１項及び第２項」を「第２

条第１項」に改め、同条に後段として次のように加える。 

 この場合において、「指定障害福祉サービス事業者決定通知書（別記様式第１号）」とあるのは、

「指定障害福祉サービス事業者更新決定通知書（別記様式第３号）」と読み替えるものとする。 

第１２条を第１３条とする。 

第１１条第１項中「別記様式第８号」を「別記様式第１２号」に改め、同条第２項中「別記様式第

９号」を「別記様式第１３号」に改め、同条を第１２条とし、第１０条を第１１条とし、第９条を第

１０条とする。 

第８条の見出しを「（介護給付費又は訓練等給付費算定に係る体制等の変更の届出）」に改め、同

条中「第２条の規定による申請（指定一般相談支援事業所に係るものを除く。）」を「介護給付費又

は訓練等給付費算定に係る体制等の変更」に、「当該申請に係る事業に係る介護給付費の請求に関す

る事項又は当該申請に係る事業に係る訓練等給付費の請求に関する事項について、介護給付費等算定

に係る体制等に関する届出書（別記様式第７号）」を「児童福祉法施行規則の規定に基づきこども家

庭庁長官が定める様式並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式及びこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式（令

和７年こども家庭庁・厚生労働省告示第３号）別紙様式第２号」に改め、同条を第９条とする。 

第７条に次の１項を加える。 

２ 前項の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式を使用して行うものとする。 

（１）指定の取消し 指定障害福祉サービス事業者取消決定通知書（別記様式第８号） 

（２）指定の全部効力停止 指定障害福祉サービス全部効力停止決定通知書（別記様式第９号） 
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（３）指定の一部効力停止 指定障害福祉サービス事業者一部効力停止決定通知書（別記様式第１０

号） 

第７条を第８条とする。 

第６条中「別記様式第６号」を「別記様式第７号」に改め、同条を第７条とする。 

第５条の見出しを「（事業再開等の届出）」に改め、同条第１項を削り、同条第２項中「別記様式

第４号」を「別記様式第５号」に改め、同項を同条第１項とし、同条第３項中「別記様式第５号」を

「別記様式第６号」に改め、同項を同条第２項とし、同条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加

える。 

（拒否の通知） 

第５条 第２条第１項（第３条及び前条において準用する場合を含む。）の規定により行われた申請

を拒否する場合は、指定障害福祉サービス事業等申請却下通知書（別記様式第４号）により通知す

るものとする。 

 別記様式第１号から別記様式第３号までを次のように改める。 
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別記様式第１号（第２条関係） 

和歌山市指令  第    号 

   年  月  日 

        

 

 

 様 

 

和歌山市長          印 

 

 

指定障害福祉サービス事業者決定通知書 

 

 

年  月  日付けで申請のあった障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号）による指定障害福祉サービス事業者に係る指定について、同法

第３６条第１項の規定に基づき、次のとおり決定したので通知します。 

なお、事業の運営については、同法その他の関係法令の規定に基づき適切に行ってください。 

 

 

 

１ 事 業 所 番 号   

２ 事 業 所 の 名 称   

３ 事 業 所 の 所 在 地   

４ 指 定 に 係 る 事 業 の 種 類   

５ 主たる対象とする障害種別   

６ 事 業 者 の 名 称   

７ 事業者の主たる事務所の所在地   

８ 指 定 年 月 日   

９ 指 定 の 有 効 期 限   
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別記様式第２号（第３条関係） 

和歌山市指令  第    号 

年  月  日 

       

 

 

 様 

 

和歌山市長          印 

 

 

指定障害福祉サービス事業者変更決定通知書 

 

 

年  月 日付けで申請のあった障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２３号）第３７条第１項に基づく指定の変更について、同法第３６条第２

項の規定に基づき、次のとおり決定したので通知します。 

 

 

 

１ 事 業 所 番 号   

２ 事 業 所 の 名 称   

３ 事 業 所 の 所 在 地   

４ 指 定 に 係 る 事 業 の 種 類   

５ 利 用 定 員   

６ 事 業 者 の 名 称   

７ 事業者の主たる事務所の所在地   

８ 変 更 年 月 日   

９ 指 定 の 有 効 期 限   
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別記様式第３号（第４条関係） 

和歌山市指令  第    号 

  年  月  日 

        

 

 様 

和歌山市長           印 

 

 

指定障害福祉サービス事業者更新決定通知書 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号）による指定障害福祉サービス事業者に係る指定の更新につ

いて、同法第３６条第１項の規定に基づき、次のとおり決定したので通知します。 

なお、事業の運営については、同法その他の関係法令の規定に基づき適切に行ってください。 

 

 

１ 事 業 所 番 号   

２ 事 業 所 の 名 称   

３ 事 業 所 の 所 在 地   

４ 指 定 に 係 る 事 業 の 種 類   

５ 主たる対象とする障害種別   

６ 事 業 者 の 名 称   

７ 事業者の主たる事務所の所在地   

８ 更  新  年  月  日    

９ 指 定 の 有 効 期 限   
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 別記様式第７号を削る。                            

別記様式第６号中「第６条関係」を「第７条関係」に改め、 

                                              

「所 在 地 

を 名   称 に改め、「印」を削り、同様式を別記様式第 

                  代表者氏名」 

 

７号とする。 

別記様式第５号中「第５条関係」を「第６条関係」に改め、                         

 

                  「所 在 地 

を 名   称 に改め、「印」を削り、同様式を別記様式第 

                  代表者氏名」 

 

６号とする。 

別記様式第４号中「第５条関係」を「第６条関係」に改め、  

                                                    

「所 在 地 

を 名   称 に改め、「印」を削り、「勤務体制・形態一 

 代表者氏名」 

 

覧表」を「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」に改め、同様式を別記様式第５号とし、別記様

式第３号の次に次の１様式を加える。                            

 「     住 所 

事業者（所在地） 

名 称 

     （名称及び代表者氏名）」 

 

  

 

                        
 「     住 所 

事業者（所在地） 

名 称    

     （名称及び代表者氏名）」 

 

  

 

                         「     住 所 

事業者（所在地） 

名 称    

     （名称及び代表者氏名）」 
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別記様式第４号（第５条関係） 

和歌山市指令  第    号 

    年  月  日 

        様 

 

和歌山市長        印 

 

指定障害福祉サービス事業等申請拒否通知書 

 

年 月 日付けであった指定障害福祉サービス事業等に係る申請について、当該申請を拒否

しますので、次のとおり通知します。 

 

申請に係る事業

の種類 

 

申請の種類 １ 指定 ２ 指定の更新 ３ 量（定員）の増加 

却下理由  

根拠条文  

備考  

 

教示 

 １ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内に、和歌山市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年

を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

 ２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、和歌山市を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山市長となります。

） 処分の取消しの訴えを提起することができます（この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場

合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

処分の取消しの訴えを提起することができます（審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内であっても、審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算し

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 
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 別記様式第９号中「第１１条関係」を「第１２条関係」に改め、 

 

               「所 在 地 

              を 名   称 に改め、「㊞」を削り、「事業所名称等」を「事業 

                代表者氏名」 

 

所の名称」に改め、同様式を別記様式第１２号とする。 

                                       

別記様式第８号中「第１１条関係」を「第１２条関係」に改め、       を 

 

「所   在   地 

 名      称 に改め、「㊞」を削り、「事業所名称等及び」を「事業所の名称及び」に、「 

代表者の職・氏名」 

         「 

       」          」 

の次に次の３様式を加える。 

「名   称 

代表者氏名」 

 

「住 所 

（主たる事務所の所在地） 

名 称    

代表者氏名       」 

 

  

 

                        

事業所名称  事業所の名称 

 

を          に改め、同様式を別記様式第１１号とし、別記様式第７号 
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別記様式第８号（第８条関係） 

和歌山市指令  第    号 

    年  月  日 

        様 

 

和歌山市長         印 

 

指定障害福祉サービス事業者取消決定通知書 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５０条第１項の規定に基づき、指

定障害福祉サービス事業者の指定を取り消しますので、次のとおり通知します。  

 

 

 

 

 

 

 

教示 

 １ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内に、和歌山市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年

を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

 ２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、和歌山市を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山市長となります。

） 処分の取消しの訴えを提起することができます（この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場

合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

処分の取消しの訴えを提起することができます（審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内であっても、審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算し

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

 

 

事業所名  

事業所所在地  

事業所番号  

サービス種類  

取消理由  
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別記様式第９号（第８条関係） 

和歌山市指令  第    号 

    年  月  日 

        様 

 

和歌山市長         印 

 

指定障害福祉サービス事業者全部効力停止決定通知書 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５０条第１項の規定に基づき、指

定障害福祉サービス事業者の指定について、全部の効力を停止しますので、次のとおり通知します。  

 

事業所名  

事業所所在地  

事業所番号  

サービス種類  

効力停止期間  

効力停止内容  

理由  

 

教示 

 １ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内に、和歌山市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年

を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

 ２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、和歌山市を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山市長となります。

） 処分の取消しの訴えを提起することができます（この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場

合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

処分の取消しの訴えを提起することができます（審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内であっても、審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算し

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 
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別記様式第１０号（第８条関係） 

和歌山市指令  第    号 

    年  月  日 

        様 

 

和歌山市長     印 

 

指定障害福祉サービス事業者一部効力停止決定通知書 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５０条第１項の規定に基づき、指

定障害福祉サービス事業者の指定について、一部の効力を停止しますので、次のとおり通知します。  

 

事業所名  

事業所所在地  

事業所番号  

サービス種類  

効力停止期間  

効力停止内容  

理由  

 

教示 

 １ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内に、和歌山市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年

を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

 ２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、和歌山市を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山市長となります。

） 処分の取消しの訴えを提起することができます（この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場

合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

処分の取消しの訴えを提起することができます（審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内であっても、審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算し

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の和歌山市指定障害福祉サービス事業所、指定障害

者支援施設及び指定一般相談支援事業所の指定等に関する規則の規定により行われた申請及び届出

は、この規則による改正後の和歌山市指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設及び指定

一般相談支援事業所の指定等に関する規則により行われた申請及び届出とみなす。 

 （和歌山市規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正） 

３ 和歌山市規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則（平成６年規則第２８号）

の一部を次のように改正する。 

別表和歌山市指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業所の

指定等に関する規則の項を削る。 

（令和８年３月３１日掲示済）  
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和歌山市指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の指定等に関する規則の一部を改

正する規則を公布する。 

令和８年３月３１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第４２号 

和歌山市指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の指定等に関する規

則の一部を改正する規則 

 和歌山市指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の指定等に関する規則（平成２４

年規則第４７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の見出し中「申請」を「通知」に改め、同条第１項を削り、同条第２項中「前項」を「障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５１条の２０第１項又は児童福祉法第２

４条の２８第１項」に、「をし、又は指定をしないこととしたときは」を「をしたときは」に改め、

「者に」の次に「次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式により」を加え、同項に次の各号を

加える。 

（１）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５１条の２０第１項に基づく

申請 指定特定相談支援事業者決定通知書（別記様式第１号） 

（２）児童福祉法第２４条の２８第１項に基づく申請 指定障害児相談支援事業者決定通知書（別記

様式第２号） 

第２条第２項を同条第１項とし、同条第３項を同条第２項とする。 

 第３条の見出し中「更新」の次に「の通知」を加え、同条中「前条第１項及び第２項の規定」を「

前条第１項の規定（第２号の規定を除く。）」に改め、「又は児童福祉法第２４条の２９第１項の指

定の更新」を削り、同条に後段として次のように加える。 

  この場合において、前条第１項第１号中「指定特定相談支援事業者決定通知書（別記様式第１号

）」とあるのは、「指定特定相談支援事業者更新決定通知書（別記様式第３号）」に読み替えるも

のとする。 

 第３条に次の１項を加える。 

２ 前条第１項の規定（第１号の規定を除く。）は、児童福祉法第２４条の２９第１項の指定の更新

について準用する。この場合において、前条第１項第２号中「指定特定相談支援事業者決定通知書

（別記様式第１号）」とあるのは、「指定障害児相談支援事業者更新決定通知書（別記様式第４号

）」に読み替えるものとする。 

 第９条を第１１条とし、第８条を第１０条とし、第７条を第９条とする。 

第６条第１項中「別記様式第５号」を「別記様式第１５号」に改め、同条第２項中「別記様式第６

号」を「別記様式第１６号」に改め、同条第３項中「別記様式第７号」を「別記様式第１７号」に改

め、同条を第８条とする。 

第５条中「又は児童福祉法第２４条の３６の規定による指定の取消し又は指定の全部若しくは一部

の効力の停止をしたときは」を「の規定により次に掲げる処分を行ったときは、当該各号に掲げる様

式により」に改め、同条に次の各号を加える。 

（１）指定の取消し 指定特定相談支援事業者取消決定通知書（別記様式第８号） 

（２）指定の全部効力停止 指定特定相談支援事業者全部効力停止決定通知書（別記様式第９号） 
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（３）指定の一部効力停止 指定特定相談支援事業者一部効力停止通知書（別記様式第１０号） 

 第５条に次の１項を加える。 

２ 市長は、児童福祉法第２４条の３６の規定により次に掲げる処分を行ったときは、当該各号に掲

げる様式により、指定事業者に通知するものとする。 

（１）指定の取消し 指定障害児相談支援事業者取消決定通知書（別記様式第１１号） 

（２）指定の全部効力停止 指定障害児相談支援事業者全部効力停止決定通知書（別記様式第１２号

） 

（３）指定の一部効力停止 指定障害児相談支援事業者一部効力停止決定通知書（別記様式第１３号

） 

第５条を第６条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費算定に係る体制等の変更の届出） 

第７条 計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費算定に係る体制等の変更をする者は、児童福

祉法施行規則の規定に基づきこども家庭庁長官が定める様式並びに障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式及びこども家庭

庁長官及び厚生労働大臣が定める様式（令和７年こども家庭庁・厚生労働省告示第３号）別紙様式

第２号により市長に届け出るものとする。   

第４条の見出しを「（事業再開等の届出）」の改め、同条第１項を削り、同条第２項中「別記様式

第３号」を「別記様式第６号」に改め、同項を同条第１項とし、同条第３項中「別記様式第４号」を

「別記様式第７号」に改め、同項を同条第２項とし、同条を第５条とする。 

第３条の次に次の１条を加える。 

 （拒否の通知） 

第４条 第２条第１項（前条の規定において準用する場合を含む。）の規定により行われた申請を拒

否する場合は、指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業申請拒否通知書（別記様式第５号

）により通知するものとする。 

 別記様式第１号及び第２号を次のように改める。 
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別記様式第１号（第２条関係） 

和歌山市指令  第   号 

 年  月  日 

          

 

              様 

和歌山市長          印 

 

 

指定特定相談支援事業者決定通知書 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号）による指定特定相談支援事業者に係る指定について、同法

第５１条の２０第１項の規定に基づき、次のとおり決定したので通知します。 

なお、事業の運営については、同法その他の関係法令の規定に基づき適切に行ってください。 

 

 

１ 事 業 所 番 号   

２ 事 業 所 の 名 称   

３ 事 業 所 の 所 在 地   

４ 指 定 に 係 る 事 業 の 種 類   

５ 主たる対象とする障害種別   

６ 事 業 者 の 名 称   

７ 事業者の主たる事務所の所在地   

８ 指 定 年 月 日   

９ 指 定 の 有 効 期 限   
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別記様式第２号（第２条関係） 

和歌山市指令  第   号 

 年  月  日 

          

 

 様 

和歌山市長          印 

 

 

指定障害児相談支援事業者決定通知書 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による指

定障害児相談支援事業者に係る指定について、同法第２４条の２８第１項の規定に基づき、次のとお

り決定したので通知します。 

なお、事業の運営については、同法その他の関係法令の規定に基づき適切に行ってください。 

 

 

１ 事 業 所 番 号   

２ 事 業 所 の 名 称   

３ 事 業 所 の 所 在 地   

４ 指 定 に 係 る 事 業 の 種 類   

５ 主たる対象とする障害種別   

６ 事 業 者 の 名 称   

７ 事業者の主たる事務所の所在地   

８ 指 定 年 月 日   

９ 指 定 の 有 効 期 限   
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                                   「所 在 地 

別記様式第６号中「第６条関係」を「第８条関係」に改め、       を 名   称 に改 

                                    代表者氏名」  

                            「          

                                    」 

「 

          」 

第１５号とする。 

                        「 住 所 

 （所在地）        

                          氏 名 

                         （名称及び代表者氏名）」 

「所 在 地 

名      称 に改め、「印」を削り、「勤務体制・形態一覧表」を「従業者の勤務の体制及 

代表者の職・氏名」 

び勤務形態一覧表」に改め、同様式を別記様式第６号とし、別記様式第２号の次に次の１様式を加え

る。 

「名 称 

 代表者氏名」 

                         

 

別記様式第３号中「第４条関係」を「第５条関係」に、            を                        

事業所名称 

 

め、「㊞」を削り、「事業所名称等」を「事業所の名称」に、        を 

事業所の名称 

 

に、「事業所名称及び」を「事業所の名称及び」に改め、同様式を別記様式 
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－131－ 

別記様式第３号（第３条関係） 

和歌山市指令  第    号 

  年  月  日 

        

 

 様 

和歌山市長          印 

 

 

指定特定相談支援事業者更新決定通知書 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号）による指定特定相談支援事業者に係る指定の更新について、

同法第５１条の２０第１項の規定に基づき、次のとおり決定したので通知します。 

なお、事業の運営については、同法その他の関係法令の規定に基づき適切に行ってください。 

 

 

１ 事 業 所 番 号   

２ 事 業 所 の 名 称   

３ 事 業 所 の 所 在 地   

４ 指 定 に 係 る 事 業 の 種 類   

５ 主たる対象とする障害種別   

６ 事 業 者 の 名 称   

７ 事業者の主たる事務所の所在地   

８ 更  新  年  月  日    

９ 指 定 の 有 効 期 限   
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－132－ 

「 住 所 

（主たる事務所の所在地）  

             名 称          

                        （代表者氏名）     」 

「所 在 地 

 名   称 に改め、「㊞」を削り、「事業所名称等」を「事業所の名称」に改め、同様式を別記 

 代表者氏名」 

様式第１６号とする。 

                           「 住 所 

 （所在地） 

                             氏 名 

                            （名称及び代表者氏名）」 

「所 在 地 

名   称 に改め、「㊞」を削り、同様式を別記様式第７号とする。 

代表者氏名」 

別記様式第３号の次に次の１様式を加える。 

 

 

 

別記様式第７中「第６関係」を「第８関係」に改め、             を                              

 

別記様式第４号中「第４条関係」を「第５条関係」に改め、             を                              
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－133－ 

別記様式第４号（第３条関係） 

和歌山市指令  第    号 

  年  月  日 

        

 

 様 

和歌山市長          印 

 

 

指定障害児相談支援事業者更新決定通知書 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による指

定障害児相談支援事業者に係る指定の更新について、同法第２４条の２６第１項第 1 号の規定に基づ

き、次のとおり決定したので通知します。 

なお、事業の運営については、同法その他の関係法令の規定に基づき適切に行ってください。 

 

 

１ 事 業 所 番 号   

２ 事 業 所 の 名 称    

３ 事 業 所 の 所 在 地    

４ 指 定 に 係 る 事 業 の 種 類    

５ 主たる対象とする障害種別    

６ 事 業 者 の 名 称    

７ 事業者の主たる事務所の所在地   

８ 更  新  年  月  日    

９ 指 定 の 有 効 期 限    
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－134－ 

                                   「所 在 地 

別記様式第５号中「第６条関係」を「第８条関係」に改め、       を 名   称 に改 

                                    代表者氏名」  

                                「 

                                        」 

「 

         」 

１４号とする。 

 別記様式第４号の次に次の１様式を加える。 

 

「名   称 

代表者氏名」 

 

事業所名称 

 

め、「㊞」を削り、「事業所名称等及び」を「事業所の名称及び」に、        を 

事業所の名称 

 

         に、「事業所名称及び」を「事業所の名称及び」に改め、同様式を別記様式第 
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－135－ 

別記様式第５号（第４条関係） 

和歌山市指令  第    号 

    年  月  日 

        様 

 

和歌山市長         印 

 

指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業申請拒否通知書 

 

年 月 日付けであった申請について、当該申請を拒否しますので、次のとおり通知します。 

 

申請に係る事業の種類  

申請の種類 １ 指定 ２ 指定の更新 

却下理由  

根拠条文  

備考  

 

教示 

 １ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内に、和歌山市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年

を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、和歌山市を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山市長となります。

） 処分の取消しの訴えを提起することができます（この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場

合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

処分の取消しの訴えを提起することができます（審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内であっても、審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算し

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 
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－136－ 

別記様式第７号の次に次の６様式を加える。 
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－137－ 

別記様式第８号（第６条関係） 

和歌山市指令  第    号 

    年  月  日 

        様 

 

和歌山市長         印 

 

指定特定相談支援事業者取消決定通知書 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５

１条の２９第２項の規定に基づき、指定特定相談支援事業者の指定を取り消しますので、次のとおり

通知します。  

 

事業所名  

事業所所在地  

事業所番号  

サービス種類  

取消理由  

 

教示 

 １ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内に、和歌山市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年

を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、和歌山市を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山市長となります。

） 処分の取消しの訴えを提起することができます（この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場

合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

処分の取消しの訴えを提起することができます（審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内であっても、審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算し

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 
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－138－ 

別記様式第９号（第６条関係） 

和歌山市指令  第    号 

    年  月  日 

        様 

 

和歌山市長         印 

 

指定特定相談支援事業者全部効力停止決定通知書 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５

１条の２９第２項の規定に基づき、指定特定相談支援事業者の指定について、全部の効力を停止しま

すので、次のとおり通知します。  

 

事業所名  

事業所所在地  

事業所番号  

サービス種類  

効力停止期間  

効力停止内容  

理由  

 

教示 

 １ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内に、和歌山市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年

を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、和歌山市を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山市長となります。

） 処分の取消しの訴えを提起することができます（この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場

合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

処分の取消しの訴えを提起することができます（審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内であっても、審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算し

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 
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－139－ 

別記様式第１０号（第６条関係） 

和歌山市指令  第    号 

    年  月  日 

        様 

 

和歌山市長      印 

 

指定特定相談支援事業者一部効力停止決定通知書 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２２３号）第

５１条の２９第２項の規定に基づき、指定特定相談支援事業者の指定について、一部の効力を停止し

ますので、次のとおり通知します。  

 

事業所名  

事業所所在地  

事業所番号  

サービス種類  

効力停止期間  

効力停止内容  

理由  

 

教示 

 １ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内に、和歌山市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年

を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、和歌山市を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山市長となります。

） 処分の取消しの訴えを提起することができます（この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場

合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

処分の取消しの訴えを提起することができます（審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内であっても、審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算し

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 
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－140－ 

別記様式第１１号（第６条関係） 

和歌山市指令  第    号 

    年  月  日 

        様 

 

和歌山市長         印 

 

指定障害児相談支援事業者取消決定通知書 

 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の３６の規定に基づき、指定障害児相談支援事

業者の指定を取り消しますので、次のとおり通知します。  

 

事業所名  

事業所所在地  

事業所番号  

サービス種類  

取消理由  

 

教示 

 １ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内に、和歌山市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年

を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、和歌山市を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山市長となります。

） 処分の取消しの訴えを提起することができます（この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場

合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

処分の取消しの訴えを提起することができます（審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内であっても、審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算し

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 
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－141－ 

別記様式第１２号（第６条関係） 

和歌山市指令  第    号 

    年  月  日 

        様 

 

和歌山市長         印 

 

指定障害児相談支援事業者全部効力停止決定通知書 

 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の３６の規定に基づき、指定障害児相談支援事

業者の指定について、全部の効力を停止しますので、次のとおり通知します。  

 

事業所名  

事業所所在地  

事業所番号  

サービス種類  

効力停止期間  

効力停止内容  

理由  

 

教示 

 １ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内に、和歌山市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年

を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、和歌山市を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山市長となります。

） 処分の取消しの訴えを提起することができます（この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場

合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

処分の取消しの訴えを提起することができます（審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内であっても、審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算し

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 
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－142－ 

別記様式第１３号（第６条関係） 

和歌山市指令  第    号 

    年  月  日 

        様 

 

和歌山市長     印 

 

指定障害児相談支援事業者一部効力停止決定通知書 

 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の３６の規定に基づき、指定障害児相談支援事

業者の指定について、一部の効力を停止しますので、次のとおり通知します。  

 

事業所名  

事業所所在地  

事業所番号  

サービス種類  

効力停止期間  

効力停止内容  

理由  

 

教示 

 １ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内に、和歌山市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年

を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、和歌山市を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山市長となります。

） 処分の取消しの訴えを提起することができます（この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場

合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

処分の取消しの訴えを提起することができます（審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内であっても、審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算し

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の和歌山市指定特定相談支援事業所及び指定障

害児相談支援事業所の指定等に関する規則の規定により行われた申請及び届出は、この規則による

改正後の和歌山市指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の指定等に関する規則に

より行われた申請及び届出とみなす。 

 （和歌山市規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正） 

３ 和歌山市規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則（平成６年規則第２８号）

の一部を次のように改正する。 

別表和歌山市指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の指定等に関する規則の項

を削る。 

（令和８年３月３１日掲示済）  
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和歌山市予防接種費の助成に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

令和８年３月３１日 

                          和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第４３号 

   和歌山市予防接種費の助成に関する規則の一部を改正する規則 

 和歌山市予防接種費の助成に関する規則（平成１９年規則第３４号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「区域外の医療機関」を「契約医療機関外」に改める。 

 第２条第１項第２号を次のように改める。 

（２）契約医療機関外 本市と予防接種に係る委託契約を締結していない医療機関をいう。 

 第３条第１項中「区域外の医療機関」を「契約医療機関外」に、同項第２号中「区域外」を「契約

医療機関外」に改める。 

 第４条第１項中「区域外」を「契約医療機関外」に改め、同項第１号中「第４号」を「第６号」に

改め、同項第２号中「１，０００円」を「１，５００円」に、同項第３号中「３，０００円」を「３，

５００円」に改める。 

 第４条第３項中「１，０００円」を「１，５００円」に、「３，０００円」を「３，５００円」に

改める。 

 第５条中「区域外」を「契約医療機関外」に改める。 

 別表第１沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンの項を削り、同表沈降精製

百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンの項中「５，３０２円」を「１０，５１６円」に改め、同表

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドの部第１期の項中「６，６１１円」を「７，８７６円」に改め、

同部第２期の項中「５，０７１円」を「６，３３６円」に改め、同表乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワ

クチンの部第２期の項中「１０，７０３円」を「１１，５２８円」に改め、同表乾燥細胞培養日本脳

炎ワクチンの部中「７，２１６円」を「７，４９１円」に改め、同表インフルエンザＨＡワクチンの

項中「４，５００円」を「４，５９０円」に改め、同表沈降１５価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降

２０価肺炎球菌結合型ワクチンの項中「沈降１５価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降２０価肺炎球菌

結合型ワクチン」の次に「（小児がかかるものに限る。）」を加え、同表組換え沈降２価ヒトパピロ

ーマウイルス様粒子ワクチン又は組換え沈降４価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンの項を削り、

同表組換え沈降９価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンの項中「２６，８６３円」を「２８，６

９１円」に改め、同表２３価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンの項を次のように改める。 

沈降２０価肺炎球菌結合型ワクチン（高齢者

がかかるものに限る。） 

定期 １１，５６１円 

別表第１に次のように加える。 

組換えＲＳウイルスワクチン 定期 ２９，５４３円 

 別表第２沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンの項を削り、同表沈降精製

百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンの項中「５，３０２円」を「８，９７６円」に改め、同表沈

降ジフテリア破傷風混合トキソイドの項中「５，０７１円」を「６，３３６円」に改め、同表乾燥弱

毒生麻しん風しん混合ワクチンの項中「１０，２９６円」を「１１，１２１円」に改め、同表乾燥細

胞培養日本脳炎ワクチンの項中「７，２１６円」を「７，４９１円」に改め、同表沈降１５価肺炎球
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菌結合型ワクチン又は沈降２０価肺炎球菌結合型ワクチンの項中「沈降１５価肺炎球菌結合型ワクチ

ン又は沈降２０価肺炎球菌結合型ワクチン」の次に「（小児がかかるものに限る。）」を加え、「１

１，９６８円」を「１２，３８６円」に改め、同表組換え沈降２価ヒトパピローマウイルス様粒子ワ

クチン又は組換え沈降４価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンの項を削り、同表組換え沈降９価

ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンの項中「２６，８６３円」を「２８，６９１円」に改め、同

表２３価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンの項を次のように改める。 

沈降２０価肺炎球菌結合型ワクチン（高齢者がかか

るものに限る。） 

１１，５６１円 

別記様式第１号中「区域外」を「契約医療機関外」に、 

「 

１ 和歌山市外に滞在しており、和歌山市での接種が困難なため 

２ 病気治療等により和歌山市外の医療機関に入院若しくは通院又は和歌

山市外の施設等に入所し、若しくは通所しているため           

３ その他（                        ） 

「 

□里帰り（出産・その他） □かかりつけ医 

□長期入院治療中  □施設入所中 

□その他（              ） 

別記様式第２号中「区域外」を「契約医療機関外」に、 

「  

１ 和歌山市外に滞在しており、和歌山市での接種が困難なため 

２ 病気治療等により和歌山市外の医療機関に入院若しくは通院又は和歌

山市外の施設等に入所し、若しくは通所しているため 

３ その他（                        ） 

「 

□里帰り（出産・その他） □かかりつけ医 

□長期入院治療中  □施設入所中 

□その他（              ） 

附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の別表第１及び別表第２の規定は、この規則の施行の日以後に予防接種法

（昭和２３年法律第６８号）第５条第１項の規定による予防接種を、本市と予防接種に係る委託契

約を締結していない医療機関で受けた者に対する予防接種に係る費用の助成について適用する。 

（令和８年３月３１日掲示済）  

 

」 

」 

を 

に改める。 

」 

」 

を 

に改める。 
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和歌山市母子家庭、寡婦及び父子家庭生活支援員派遣に関する条例施行規則の一部を改正する規則

を公布する。 

  令和８年３月３１日 

                          和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第４４号 

和歌山市母子家庭、寡婦及び父子家庭生活支援員派遣に関する条例施行規則の一部を改 

正する規則 

 和歌山市母子家庭、寡婦及び父子家庭生活支援員派遣に関する条例施行規則（平成１２年規則第２

３号）の一部を次のように改正する。 

第５条の見出しを「（生活支援員の派遣申請等）」に改め、同条中「世帯登録した全員の前年（１

月から７月までの間に生活支援員の派遣を受けようとするときにあっては、前々年）の所得を証明で

きる」を「次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。 

（１）世帯登録した全員の前年（１月から７月までの間に生活支援員の派遣を受けようとするときに

あっては、前々年）の所得を証明できる書類 

（２）生活支援員の派遣を必要とする理由を示す書類 

第５条に次の１項を加える。 

２ 市長は前項の申請があったときは、内容を審査し、その結果を母子家庭、寡婦、父子家庭生活支

援員派遣申請結果通知書（別記様式第６号）により当該申請人に通知するものとする。 

 第８条を削り、第７条を第８条とする。 

第６条中「別記様式第６号」を「別記様式第７号」に改め、同条を第７条とし、第５条の次に次の

１条を加える。 

（損害の負担） 

第６条 条例第３条第２項の支援において、生活支援員の派遣を受けている世帯の責めに帰すべき理

由により世帯員に生じた損害は、当該世帯の負担とする。 

第９条を第１１条とし、第８条の次に次の２条を加える。 

（生活支援員派遣の委託） 

第９条 生活支援員の派遣は、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）別表第１号若しくは

別表第１３号に掲げる活動を行う特定非営利活動法人又はこれに準じる法人に委託するものとする。 

（不正利得の徴収） 

第１０条 偽りその他不正な手段により生活支援員の派遣を受けた者に対しては、市長は、その派遣

に要した費用の全部又は一部の返還を請求するものとする。 

別記様式第５号中 

「添付書類 世帯全員の前年（１月から７月までの間に生活支援員の派遣を受けよう 

とする場合にあっては、前々年）の所得を証明する書類             」 

「添付書類  

１ 世帯登録した全員の前年（１月から７月までの間に生活支援員の派遣を受けようとす 

るときにあっては、前々年）の所得を証明する書類 

  ２ 生活支援員の派遣を必要とする理由を示す書類                 」 

める。 

を 

に改 
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別記様式第６号中「第６条関係」を「第７条関係」に改め、同様式を別記様式第７号とし、別記様

式第５号の次に次の１様式を加える。 
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別記様式第６号（第５条関係） 

                    母子家庭 

寡婦 生活支援員派遣申請結果通知書 

            父子家庭 

第 号 

年 月 日  

    

 

       様 

 

 

和歌山市長              

 

 

母子家庭 

  年  月  日付けで申請のあった  寡婦  生活支援員派遣申請については、次のとおり  

父子家庭 

決定しましたので通知します。 

 

住所  

母子家庭の母、寡婦又

は父子家庭の父の氏名 
 

登録番号           第           号 

派遣の可否 

 

 

 

派遣日時 

 

派遣を行わない理由 
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   附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の第５条第１項の規定は、この規則の施行の日以後の申請について適用し、

同日前の申請については、なお従前の例による。 

（令和８年３月３１日掲示済）  
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和歌山市訓令第２号 

アナログ規制の見直しに伴う関係規程の整備に関する規程を次のように定める。 

  令和８年３月２７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

アナログ規制の見直しに伴う関係規程の整備に関する規程 

 （和歌山市地価公示図書等閲覧規程の一部改正） 

第１条 和歌山市地価公示図書等閲覧規程（平成５年訓令第６号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「及びサービスセンター」を削る。 

第３条中「午後０時４５分」を「午後１時」に改める。 

第６条の見出し中「手続」を「方法」に改め、同条中「閲覧所に備付けの閲覧簿に閲覧者の住所、

氏名その他必要な事項を記入し、閲覧の申請をし」を「係員に申し出」に改める。 

第９条を削る。 

（和歌山市道路監理員規程の廃止） 

第２条 和歌山市道路監理員規程（昭和４１年達第２号）を廃止する。 

 附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月２７日掲示済）  
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和歌山市訓令第３号 

 和歌山市文書取扱規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和８年３月２７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市文書取扱規程の一部を改正する規程 

第３５条第４項中「発信番号」を「発送番号」に改め、「当該」を削り、同条第６項本文中「その

」を「当該」に改め、同項ただし書中「とき」の次に「又は文書管理システムにおいて当該収受文書

を関連文書として登録し、別に番号を取得したとき」を加える。 

第４６条第１項第４号中「表紙にその旨を記載するとともに」を削り、同項第７号中「、表紙にそ

の旨を記載し」を削る。 

   附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月２７日掲示済）  
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和歌山市訓令第４号 

 和歌山市職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和８年３月３１日 

                          和歌山市長  尾 花 正 啓 

   和歌山市職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程 

 和歌山市職員安全衛生管理規程（昭和６３年訓令第６号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１伏虎義務教育学校の項中「教頭」を「副校長」に改め、同表学校附属の給食場及び共同調

理場の項中「及び共同調理場」を「、共同調理場及び中学校給食センター」に改める。 

 別表第２安全衛生委員会の部学校附属の給食場及び共同調理場（和歌山市立学校附属の給食場等安

全衛生委員会）の項を次のように改める。 

学校附属の給食

場、共同調理場

及び中学校給食

センター（和歌

山市立学校附属

の給食場等安全

衛生委員会） 

１ １ １ １ １２ １６ 給食管理

課 

 別表第３西保健センターの項を次のように改める。 

中保健センター以外の保健センター（職員数

１０人以上５０人未満） 

各保健センター長 

  附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

                             （令和８年３月２７日掲示済）  
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和歌山市告示第７１号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令

和８年３月１７日から供用を開始する。  

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の

縦覧に供する。 

  令和８年３月１７日 

                           和歌山市長  尾 花 正 啓     

 

整理番号 路線名 区域変更の区間 

旧

新

別 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

２２－１８ 貴志１８号線 

和歌山市向６４番４地先 

      ～ 

和歌山市向２３番１地先 

旧 ４０．４５ 

３．８ 

～ 

４．２ 

新 ４０．４５ ５．０ 

２５－５８ 岡崎５８号線 

和歌山市 

森小手穂１２４０番１

地先 

      ～ 

和歌山市 

森小手穂１２３８番４

地先 

旧 ９．０５ ４．０ 

新 ９．０５ ６．０ 

３２－６９ 直川６９号線 

和歌山市直川６７８番１７

地先 

      ～ 

和歌山市直川６７８番２３

地先 

旧 
９ ３ ． ２

０ 

６．０ 

～ 

７．０ 

新 
９ ８ ． ２

０ 

３．２ 

～ 

７．０ 

（令和８年３月１７日掲示済）
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和歌山市告示第７２号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和８年３月１８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和８年３月７日及び同月１３日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等放置禁止区域 令和８年３月５日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和８年３月１８日掲示済）  

 



 

 

－155－ 

和歌山市告示第７３号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和８年３月１８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上、無料駐輪場及び松下公園 令和８年３月３日、同月９日、同月１１日及び同月１３

日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和８年３月１８日掲示済）  



 

 

－156－ 

和歌山市告示第７４号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和８年３月１８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和８年３月１９日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 移動し、保管した旨を告示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車

等放置禁止区域 

令和７年１２月３日、同月６日及

び同月１２日 

令和７年１２月１７日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等

放置禁止区域 

令和７年１２月４日 令和７年１２月１７日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等

放置禁止区域 

令和７年１２月２日 令和７年１２月１７日 

和歌山市内一円市道上及び無料

駐輪場 

令和７年１２月８日及び同月１１

日 

令和７年１２月１７日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

（令和８年３月１８日掲示済）  



 

 

－157－ 

和歌山市告示第７５号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料督促状の送達ができないので、介護保

険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料督促状は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付す

る。 

令和８年３月１９日                     

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

年度 期別 種別 備考 

令和７年度 

 

第８期 介護保険料 督促状の指定納付期限を令和８年３月３１日に変

更する。 

 （別紙省略） 

（令和８年３月１９日掲示済）  



 

 

－158－ 

                    

和歌山市告示第７６号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に基づき、公金の徴収に関する事務を次

のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示する。                 

令和８年３月１９日                     

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 委託を受けた者 

名称 和歌山県住宅供給公社 

住所又は事務所の所在地 和歌山市十三番丁３０番地 

２ 委託した公金事務に係る歳入 

  和歌山市営住宅及び共同施設の住宅使用料等 

３ 指定をした日 

  令和８年３月２０日 

４ 委託をした日 

  令和５年４月１日 

 

（令和８年３月１９日掲示済）  

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

                      



 

 

－159－ 

和歌山市告示第７７号 

 差押調書（謄本）を送達すべきところ、住所及び居所が明らかでないため送達できないので、地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき差押調書（謄本）は納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

  令和８年３月２４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （登載省略） 

（令和８年３月２４日掲示済）  



 

 

－160－ 

和歌山市告示第７８号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書が送達

できないので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書は、保険総務課において保管し、送達を受けるべ

き者の申出により交付する。 

令和８年３月２４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

年度 種別 

令和７年度 後期高齢者医療保険料 

（別紙省略） 

（令和８年３月２４日掲示済）  



 

 

－161－ 

和歌山市告示第７９号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料督促状が送達できないので、

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料督促状は、保険総務課において保管し、送達を受けるべき者の申出に

より交付する。 

令和８年３月２４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

年度 種別 備考 

令和７年度 後期高齢者医療保険料 納期は、令和８年４月１０日に変更する。 

 （別紙省略） 

（令和８年３月２４日掲示済）  



 

 

－162－ 

和歌山市告示第８０号 

和歌山市放置自動車及び放置船舶の発生の防止及び適正な処理に関する条例（平成５年条例第２４号）第１６

条の規定に基づき、所有者等からの引取りのない放置自動車を次のとおり処分するので、同条の規定により告示

する。 

令和８年３月２４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置場所、移動し、保管した年月日、自動車の種類等、保管場所の所在地及び移動し、保管した旨を告示し

た年月日 

放置場所 
移動し、保管し

た年月日 

自動車の種類等 保管場所の所

在地 

移動し、保管した旨

を告示した年月日 車  種 色 

紀の川第３緑地駐車
場内 

令和７年１２月

２４日 

ダイハツ 

ハイゼット 白 

和歌山市和佐
中１１２ 

令和７年１２月２６
日 

２ 処分理由 

  和歌山市放置自動車及び放置船舶の発生の防止及び適正な処理に関する条例第１６条に該当したため 

３ 処分年月日 

  令和８年３月２６日 

４ 問い合わせ先 

  和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和８年３月２４日掲示済）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

－163－ 

和歌山市告示第８１号 

 和歌山市文化財保護条例（昭和４１年条例第１６号）第３条第１項の規定により、次の文化財を令

和８年 ３月２５日に和歌山市指定文化財として指定したので、同条第４項の規定により告示する。 

 令和８年３月２５日 

                         和歌山市長  尾 花 正 啓  

 

 

名 称 種 類 員 数 所在地 所有者 

 

夾山東寛坐像
かっさんとうかんざぞう

 

 

彫刻 

 

１躯
く

 

 

和歌山市鷹匠町 
宗教法人 

禅林寺 

 

十一面
じゅういちめん

観音
かんのん

立像
りゅうぞう

及び

僧形
そうぎょう

八幡
はちまん

神
しん

立像
りゅうぞう

・ 

大威徳
だ い い と く

明王
みょうおう

坐像
ざ ぞ う

 

 

彫刻 

 

３躯
く

 

 

和歌山市西庄 
宗教法人 

西念寺 

 

伊太祁曾
い だ き そ

神社
じんじゃ

神輿
み こ し

 

 

有形民俗 ３基
き

 和歌山市伊太祈曽 
伊太祁曾神社

神幸祭保存会 

（令和８年３月２５日掲示済）  



 

 

－164－ 

和歌山市告示第８２号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和８年３ 

月２５日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和８年３月２５日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓     

 

整理番号 路線名 区域変更の区間 

旧

新

別 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

１６－６２ 宮前６２号線 

和歌山市中島２５１番３地先 

      ～ 

和歌山市中島２５１番１地先 

旧 １４．０４ 

１．７０  

～ 

２．１０  

新 １４．０４ ４．００ 

（令和８年３月２５日掲示済）  



 

 

－165－ 

和歌山市告示第８３号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５９条第１項

の指定自立支援医療機関を指定したので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告示する。 

 

令和８年３月２７日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓     

指定自立支援医療機関の名称 所在地 
担当する医療 

の種類 
指定年月日 

調剤薬局ホンダ 土入店 和歌山市土入２１－１８ 調剤 令和７年５月１日 

本町薬局 和歌山市本町５－２８ 調剤 令和７年５月１日 

訪問看護ステーションコン

チェルト 
和歌山市北中間町９番地 訪問看護 令和７年５月１日 

えめ訪問看護ステーション 

和歌山 

和歌山市中之島１４９６  

２－A 
訪問看護 令和７年５月１日 

訪問看護ステーションKoku

a 
和歌山市小雑賀６９６－１ 訪問看護 令和７年５月１日 

サンライズ訪問看護ステー

ション 
和歌山市大谷９３－１０ 訪問看護 令和７年５月１日 

訪問看護ステーションCH和

歌山 
和歌山市元寺町三丁目２１ 訪問看護 令和７年９月１日 

訪問看護ステーション家路 和歌山市永穂３３９－４ 訪問看護 令和７年９月１日 

あきば訪問看護ステーショ

ン 
和歌山市塩屋３丁目６番２号 訪問看護 令和７年１１月１日 

コスモス調剤薬局 神前店 和歌山市神前１２３－１ 調剤 令和８年１月１日 

エバグリーン薬局和佐店 和歌山市和佐中１０２－１ 調剤 令和８年３月１日 

サクラ調剤薬局 和歌山市新庄４６６－２ 調剤 令和８年３月１日 

（令和８年３月２７日掲示済）  



 

 

－166－ 

和歌山市告示第８４号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６０条の規定

により指定自立支援医療機関の更新の届出があったので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告示する。 

 

令和８年３月２７日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓     

指定自立支援医療機関の名称 所在地 
担当する医療 

の種類 
指定年月日 

株式会社第一薬局 和佐 和歌山市岩橋８７１－１ 調剤 令和７年５月１日 

有限会社 大陸薬局 楠
見店 

和歌山市楠見中１５-１３ 調剤 令和７年６月１日 

すみれ調剤薬局 和歌山市塩屋６丁目２－６５ 調剤 令和７年６月１日 

森の薬局 花山店 和歌山市秋月４８４番地 調剤 令和７年７月１日 

和駅東調剤薬局 和歌山市黒田一丁目３番２４号 調剤 令和７年７月１日 

宮前薬局 和歌山市北中島１丁目７１ 調剤 令和７年７月１日 

株式会社 第一薬局 土入 和歌山市土入１７６－３ 調剤 令和７年７月１日 

テラウチ調剤薬局 北野店 和歌山市北野４５４ 調剤 令和７年７月１日 

訪問看護 オアシス 
和歌山市つつじが丘２丁目 

６－１ 
訪問看護 令和７年８月１日 

ジョイントキュアこうしん堂
薬局 

和歌山市太田１丁目１３－８ 

エヌ・アイ・シービル１F 
調剤 令和７年９月１日 

エバグリーン薬局 四ヶ郷店 和歌山市加納２９５－１ 調剤 令和７年９月１日 

ひだまり薬局 紀三井寺店 和歌山市布引７６３－７ 調剤 令和７年９月１日 

エース薬局 北島店 和歌山市北島１００－６ 調剤 
令和７年１１月１

日 

紀北調剤薬局 なかのしま店 和歌山市中之島３０７－１ 調剤 令和８年１月１日 

 



 

 

－167－ 

指定自立支援医療機関の名称 所在地 
担当する医療 

の種類 
指定年月日 

マリーン薬局  和歌山市和田１１７９－１８ 調剤 令和８年１月１日 

そうごう薬局 こまつばら通
店 

和歌山市小松原通５－１５  

イケジリテナントビル１Ｆ 
調剤 令和８年１月１日 

なないろ訪問看護ステーショ
ン 

和歌山市禰宜９２３－３ 訪問看護 令和８年１月１日 

たんぽぽ薬局 和歌山医大前
店 

和歌山市紀三井寺８１１番地の 

６２ 
調剤 令和８年２月１日 

まつい訪問看護ステーション 和歌山市砂山南４丁目１－３７ 訪問看護 令和８年３月１日 

なかい薬局 
和歌山市松江北７－１２５９－ 

１７２ 
調剤 令和８年４月１日 

（令和８年３月２７日掲示済）  



 

 

－168－ 

和歌山市告示第８５号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６

４条の規定により指定自立支援医療機関の変更の届出があったので、同法第６９条第２号の規定によ

り次のとおり告示する。 

 

令和８年３月２７日 

                            和歌山市長  尾 花 正 啓     

指定自立支援医療 

機関の名称 
変更前所在地 変更後所在地 指定年月日 

嶋病院 
和歌山市西仲間町１

丁目３０ 

和歌山市中之島８７４ 

－３ 
令和７年５月１日 

（令和８年３月２７日掲示済）  



 

 

－169－ 

和歌山市告示第８６号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６５条の規定

により指定自立支援医療機関の辞退の届出があったので、同法第６９条第３号の規定により次のとおり告示する。 

令和８年３月２７日 

                         和歌山市長  尾 花 正 啓       

指定自立支援医療機関の名称 所在地 
担当する医療

の種類 
辞退年月日 

済生会和歌山病院 和歌山市十二番丁４５ 腎臓 
令和７年３月３１

日 

いちみや調剤薬局 
和歌山市西庄５８５－１
２ 

― 
令和７年５月３１

日 

プライマリーリハビリ訪問看
護ステーション和歌山北 

和歌山市園部８７０－１ 訪問看護 
令和７年９月３０

日 

川本薬局 
和歌山市木ノ本６８７－
１９ 

― 
令和７年１２月３

１日 

コスモファーマ薬局 美園店 
和歌山市田中町３丁目２
８ 

― 
令和７年１２月３

１日 

（令和８年３月２７日掲示済）  

 



 

 

－170－ 

和歌山市告示第８７号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように決定し、令和８年３ 

月２７日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和８年３月２７日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

 

整理番号 路線名 
起点 延長 幅員 

終点 （ｍ） （ｍ） 

１６－２０２ 宮前２０２号線 

和歌山市杭ノ瀬８８番５地先 

     ～ 

和歌山市杭ノ瀬８４番３地先 

 ４．００ 

１３４．７ ～ 

 ５．００ 

（令和８年３月２７日掲示済）  



 

 

－171－ 

和歌山市告示第８８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和８年３月３０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

名称 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

馬場栗栖自治

会 

代表者の氏名

及び住所 

(登載省略) 

 

(登載省略) 

 

令和８年３月２０日 

（令和８年３月３０日掲示済）  

 

 



 

 

－172－ 

和歌山市告示第８９号  

 市県民税森林環境税（普通徴収）督促状、固定資産税・都市計画税督促状及び軽自動車税

督促状を別紙の者に送付したところ、住所又は居所が明らかでないため送達できないので和

歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により告示する。  

 なお、送達すべき督促状は、納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交

付する。  

  令和８年３月３１日  

和歌山市長   尾  花  正  啓    

 （別紙省略）  

（令和８年３月３１日掲示済）   



 

 

－173－ 

和歌山市告示第９０号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料納入通知書の送達ができないので、介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

０条の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料納入通知書は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交

付する。 

令和８年３月３１日 

和歌山市長   尾 花 正 啓 

 

 

年度 種別 備考 

令和７年度 介護保険料納入通知書 

介護保険料納入通知書（特別徴収） 

令和７年度第１０期の納期は、 

令和８年４月１０日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和８年３月３１日掲示済）  



 

 

－174－ 

和歌山市告示第９１号  

  次 の 書 類 に 係 る 別 紙 の 者 は 、 そ の 住 所 及 び 居 所 が 明 ら か で な い た め そ の 書 類 の 送 達

が で き な い の で 、 国 民 健 康 保 険 法 （ 昭 和 ３ ３ 年 法 律 第 １ ９ ２ 号 ） 第 ７ ８ 条 に お い て 準

用 す る 地 方 税 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ２ ６ 号 ） 第 ２ ０ 条 の ２ の 規 定 に よ り 告 示 す る 。  

 な お 、 送 達 す べ き 書 類 は 、 国 保 年 金 課 に お い て 保 管 し 、 送 達 を 受 け る べ き 者 の 申 出

に よ り 交 付 す る 。  

  令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日  

                                             和 歌 山 市 長  尾  花  正  啓  

                         

 

    年  度  

 

 

      種     別  

 

 

        備       考  

 

令和７年度  国民健康保険料更正通知

書  

納期は、令和８年４月２３日

に変更する  

令和７年度  国民健康保険料納入通知書  納期は、令和８年４月２３日

に変更する  

 （別紙省略） 

（令和８年３月３１日掲示済）  

 



 

 

－175－ 

和歌山市告示第９２号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため、督促状の送達ができないので、国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により告示する。 

なお、督促状は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。  

令和８年３月３１日 

                         和歌山市長  尾 花 正 啓    

年 度 期（月）別 種 別 備 考 

令和７年度 

 

第７期 

第８期 

国民健康保険料 督促状の指定納期限を令和８年４月１０日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和８年３月３１日掲示済）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

－176－ 

和歌山市告示第９３号 

 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師を指定したので、和歌山市身

体障害者福祉法に関する規則（平成１５年規則第１１号）第４条の規定により次のとおり告示する。 

 

令和８年３月３１日 

                               和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

氏 名 診療科目 
診断する障害 

の種類 
医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日 

志賀 達也 
耳鼻咽喉科・頭

頸部外科 

聴覚、平衡機能障

害、音声・言語・

そしゃく機能障害 

和歌山県立医科大学

附属病院 

和歌山市紀三井

寺８１１－１ 

 

令和８年 

３月１日 

（令和８年３月３１日掲示済）  



 

 

－177－ 

和歌山市告示第９４号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように決定し、令

和８年３月３１日から供用を開始する。  

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の

縦覧に供する。 

  令和８年３月３１日 

                            和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

 

整理番号 路線名 
起点 延長 幅員 

終点 （ｍ） （ｍ） 

２４－１６０ 
西和佐１６０号

線 

和歌山市岩橋１３２４番１地先 

     ～ 

和歌山市岩橋１６４０番１９地

先 

 ７．１０ 

７０７．０ ～ 

 １６．３５ 

２４－１８４ 岩橋鳴神線 

和歌山市岩橋１６４０番１地先  ７．１０ 

     ～ ９２９．５ ～ 

和歌山市鳴神１０５１番１地先  ９．２０ 

２７－９８ 井ノ口岩橋線 

和歌山市井ノ口９２番１地先  ２．２６ 

     ～ ２４８８．０ ～ 

和歌山市岩橋１３２４番１地先  ７．１０ 

（令和８年３月３１日掲示済）



 

 

－178－ 

和歌山市告示第９５号 

特定都市河川浸水被害対策法施行令（平成１６年政令第１６８号）第９条第２項及び特定都市河川浸水被害対

策法施行規則（平成１６年省令第６４号）第２１条第１項の規定により、国土交通省告示第４５７号で指定され

た特定都市河川流域における基準降雨を次のとおり告示する。 

令和８年３月３１日                   

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 特定都市河川流域（和歌山市、海南市、紀の川市、岩出市、紀美野町、かつらぎ町、九度山町及び有田川町

の区域に限る。）における基準降雨 

降雨波形：中央集中型   24時間総雨量：227.7mm 

生起確率：10年に1度   最大降雨強度（1時間）：60.2mm/h 

             最大降雨強度（10分間）：121.7mm/h 

時 分 
降雨強度 

（mm/h） 
時 分 

降雨強度 

（mm/h） 
時 分 

降雨強度 

（mm/h） 
時 分 

降雨強度 

（mm/h） 

0 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 3.4 6 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 5.6 12 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 71.2 18 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 5.4 

10－20 3.5 10－20 5.7 10－20 43.9 10－20 5.3 

20－30 3.5 20－30 5.8 20－30 33.0 20－30 5.2 

30－40 3.5 30－40 6.0 30－40 26.8 30－40 5.2 

40－50 3.6 40－50 6.1 40－50 22.9 40－50 5.1 

50－60 3.6 50－60 6.2 50－60 20.0 50－60 5.0 

1 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 3.7 7 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 6.4 13 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 17.9 19 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 4.9 

10－20 3.7 10－20 6.6 10－20 16.3 10－20 4.8 

20－30 3.7 20－30 6.7 20－30 15.0 20－30 4.7 

30－40 3.8 30－40 6.9 30－40 13.9 30－40 4.7 

40－50 3.8 40－50 7.1 40－50 12.9 40－50 4.6 

50－60 3.9 50－60 7.3 50－60 12.2 50－60 4.5 

2 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 3.9 8 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 7.5 14 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 11.5 20 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 4.5 

10－20 4.0 10－20 7.7 10－20 10.9 10－20 4.4 

20－30 4.0 20－30 8.0 20－30 10.4 20－30 4.3 

30－40 4.0 30－40 8.3 30－40 9.9 30－40 4.3 

40－50 4.1 40－50 8.6 40－50 9.5 40－50 4.2 

50－60 4.2 50－60 8.9 50－60 9.1 50－60 4.2 

3 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 4.2 9 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 9.3 15 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 8.7 21 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 4.1 

10－20 4.3 10－20 9.7 10－20 8.4 10－20 4.1 

20－30 4.3 20－30 10.1 20－30 8.1 20－30 4.0 

30－40 4.4 30－40 10.6 30－40 7.9 30－40 4.0 

40－50 4.4 40－50 11.2 40－50 7.6 40－50 3.9 

50－60 4.5 50－60 11.8 50－60 7.4 50－60 3.9 

4 0－10 4.6 10 0－10 12.5 16 0－10 7.2 22 0－10 3.8 



 

 

－179－ 

 

 

 

 

 

 

  

10－20 4.6  

 

 

 

 

 

 

  

10－20 13.4  

 

 

 

 

 

  

10－20 7.0  

 

 

 

 

 

 

  

10－20 3.8 

20－30 4.7 20－30 14.4 20－30 6.8 20－30 3.8 

30－40 4.8 30－40 15.6 30－40 6.6 30－40 3.7 

40－50 4.9 40－50 17.1 40－50 6.5 40－50 3.7 

50－60 4.9 50－60 18.9 50－60 6.3 50－60 3.6 

5 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 5.0 11 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 21.3 17 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 6.2 23 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 3.6 

10－20 5.1 10－20 24.7 10－20 6.0 10－20 3.6 

20－30 5.2 20－30 29.5 20－30 5.9 20－30 3.5 

30－40 5.3 30－40 37.5 30－40 5.8 30－40 3.5 

40－50 5.4 40－50 53.7 40－50 5.7 40－50 3.5 

50－60 5.5 50－60 121.7 50－60 5.6 50－60 3.4 

 

２ 特定都市河川流域（高野町の区域に限る。）における基準降雨 

降雨波形：中央集中型   24時間総雨量：225.2mm 

生起確率：10年に1度   最大降雨強度（1時間）：58.6mm/h 

             最大降雨強度（10分間）：124.6mm/h 

時 分 
降雨強度 

（mm/h） 
時 分 

降雨強度 

（mm/h） 
時 分 

降雨強度 

（mm/h） 
時 分 

降雨強度 

（mm/h） 

0 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 3.6 6 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 5.7 12 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 68.4 18 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 5.5 

10－20 3.6 10－20 5.8 10－20 41.4 10－20 5.4 

20－30 3.6 20－30 5.9 20－30 31.1 20－30 5.3 

30－40 3.7 30－40 6.0 30－40 25.4 30－40 5.3 

40－50 3.7 40－50 6.2 40－50 21.8 40－50 5.2 

50－60 3.7 50－60 6.3 50－60 19.2 50－60 5.1 

1 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 3.8 7 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 6.4 13 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 17.2 19 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 5.0 

10－20 3.8 10－20 6.6 10－20 15.7 10－20 4.9 

20－30 3.9 20－30 6.8 20－30 14.5 20－30 4.9 

30－40 3.9 30－40 6.9 30－40 13.5 30－40 4.8 

40－50 3.9 40－50 7.1 40－50 12.6 40－50 4.7 

50－60 4.0 50－60 7.3 50－60 11.9 50－60 4.7 

2 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 4.0 8 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 7.5 14 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 11.2 20 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 4.6 

10－20 4.1 10－20 7.7 10－20 10.7 10－20 4.5 

20－30 4.1 20－30 8.0 20－30 10.2 20－30 4.5 

30－40 4.2 30－40 8.2 30－40 9.8 30－40 4.4 

40－50 4.2 40－50 8.5 40－50 9.4 40－50 4.4 

50－60 4.3 50－60 8.8 50－60 9.0 50－60 4.3 

3 0－10 4.3 9 0－10 9.2 15 0－10 8.7 21 0－10 4.2 



 

 

－180－ 

 

 

 

 

 

 

  

10－20 4.4  

 

 

 

 

 

  

10－20 9.6  

 

 

 

 

 

  

10－20 8.4  

 

 

 

 

 

  

10－20 4.2 

20－30 4.4 20－30 10.0 20－30 8.1 20－30 4.1 

30－40 4.5 30－40 10.4 30－40 7.9 30－40 4.1 

40－50 4.6 40－50 11.0 40－50 7.6 40－50 4.1 

50－60 4.6 50－60 11.6 50－60 7.4 50－60 4.0 

4 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 4.7 10 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 12.2 16 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 7.2 22 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 4.0 

10－20 4.8 10－20 13.0 10－20 7.0 10－20 3.9 

20－30 4.8 20－30 13.9 20－30 6.8 20－30 3.9 

30－40 4.9 30－40 15.1 30－40 6.7 30－40 3.8 

40－50 5.0 40－50 16.4 40－50 6.5 40－50 3.8 

50－60 5.0 50－60 18.1 50－60 6.4 50－60 3.8 

5 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 5.1 11 

 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 20.4 17 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 6.2 23 

 

 

 

 

 

 

  

0－10 3.7 

10－20 5.2 10－20 23.4 10－20 6.1 10－20 3.7 

20－30 5.3 20－30 27.9 20－30 6.0 20－30 3.7 

30－40 5.4 30－40 35.4 30－40 5.9 30－40 3.6 

40－50 5.5 40－50 50.8 40－50 5.7 40－50 3.6 

50－60 5.6 50－60 124.6 50－60 5.6 50－60 3.6 

（令和８年３月３１日掲示済）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

－181－ 

公  告 

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第２項の道路の指定を次のとおり取り消したので、公告す

る。 

 

  令和８年３月１９日 

 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 指定の年月日 指定道路の位置 指定道路の幅員及び延長 

９１０３６４ 昭和４６年４月１日 和歌山市中之島１２６２番の内、

１２６３番の内、１２６９番１の

内、１２６９番２、１２７０番の

内、１２６９番１の先、１２６９

番２の先、１２７０番の先 

幅員    ４．０ｍ 

延長   ３７．０ｍ 

（令和８年３月１９日掲示済）  

 



 

 

－182－ 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定し公告

する。                 

令和８年３月１９日       

和歌山市長  尾 花 正 啓                              

指定年月日 

指定番号 

地名地番 申請者住所氏名 道路幅員×延長 

  総延長 

令和８年３月１６日 

和建指第２７８８号 

和歌山市北出島一丁目５８

番１の一部 
 

和歌山市黒田一丁目２番１

７号 

アズマハウス株式会社 

代表取締役 東 行男 

６．００ｍ × ３８．１２ｍ 

 

 

 ３８．１２ｍ 

（令和８年３月１９日掲示済）  

 

 

 

 

                       

 



 

 

－183－ 

公   告 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

  令和８年３月２７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市栗栖字徳井６番７ 

和歌山県海南市大野中１０５６番地２１８ 

株式会社М２テクニカル 

代表取締役 村田隼介 

（令和８年３月２７日掲示済）  



 

 

－184－ 

和歌山市議会告示第１号 

和歌山市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和８年３月２７日 

和歌山市議会議長  芝 本 和 己 

和歌山市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正する規程 

和歌山市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程（令和５年議会告示第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３条第５号中「第１９条の４第１項第５号」を「第１９条の４第１項第４号」に、同条第１６号

中「第１２条第３項の被保険者証の番号及び保険者番号」を「第２０１条の２第１項に規定する被保

険者番号等」に改める。 

附 則 

この規程中第３条第１６号の改正規定は令和８年４月１日から、同条第５号の改正規定は令和８年

６月１４日から施行する。 

（令和８年３月２７日掲示済）  



 

 

－185－ 

和歌山市議会告示第２号 

和歌山市議会図書室規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和８年３月３０日 

和歌山市議会議長  芝 本 和 己 

和歌山市議会図書室規程の一部を改正する規程 

和歌山市議会図書室規程の一部を改正する規程（昭和３４年議会告示第１号）の一部を次のように

改正する。 

第８条中「記入押印し」を「記入し」に改める。 

附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月３０日掲示済）  



 

 

－186－ 

和歌山市選挙管理委員会告示第２２号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和８年３月２７日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長 宮 原 秀 明 

１ 日時 令和８年４月１日（水）午前１０時００分 

２ 場所 和歌山市七番丁１７番地 

和歌山朝日ビルディング５階選挙管理委員会室 

３ 案件 

（１）  選挙人名簿から抹消するについて 

（２）  在外選挙人名簿に登録するについて 

（３）  和歌山市長選挙及び和歌山市議会議員補欠選挙における投票用紙の様式を定めるに

ついて 

（４）  和歌山市長選挙及び和歌山市議会議員補欠選挙における投票用封筒等の様式を定め

るについて 

（５）  和歌山市長選挙及び和歌山市議会議員補欠選挙における投票用封筒等に押すべき印

について 

 

 

                      （令和８年３月２７日掲示済） 

 

  

 

 

 

 



 

 

－187－ 

和歌山市監査委員告示第１号 

 和歌山市監査委員処務規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和８年３月２７日 

                       和歌山市監査委員  森 田 昌 伸 

                         同  上    寒 川   篤 

                         同  上    丹 羽 直 子 

                         同  上    中 谷 謙 二 

   和歌山市監査委員処務規程の一部を改正する規程 

 和歌山市監査委員処務規程（平成１５年監査委員告示第１号）の一部を次のように改正する。 

 第７条第３項の表中「副課長」の次に「、企画専門員」を加える。 

   附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月２７日掲示済） 



 

 

－188－ 

和歌山市職員の任用に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 令和８年３月３１日 

和歌山市人事委員会委員長  田 中 祥 博 

和歌山市人事委員会規則第１号 

和歌山市職員の任用に関する規則の一部を改正する規則 

 和歌山市職員の任用に関する規則（平成１１年人事委員会規則第４号）の一部を次のように改正す

る。 

別表第１の２のア行政職給料表等級別職務分類表１級の部を削り、同表４級の部中「（主事級の教

育指導専門員を除く。）」を削り、同表５級の部中「連絡所長（副主任級の連絡所長を除く。）」の

次に「、サービスセンター長」を加え、「、動物愛護管理センター長」を削り、「南コミュニティセ

ンター長」の次に「、こども科学館長、中央公民館長」を加え、同表６級の部高度な知識又は経験を

必要とする班長の職務の項中「、動物愛護管理センター長（班長級の動物愛護管理センター長を除く。

）」を削り、同部副課長の職務の項中「サービスセンター長」の次に「（班長級のサービスセンター

長を除く。）」を、「副統括保健師」の次に「、動物愛護管理センター長」を、「中央卸売市場副場

長」の次に「、貴志川線活性化推進室長」を、「こども科学館長」の次に「（班長級のこども科学館

長を除く。）」を、「中央公民館長」の次に「（班長級の中央公民館長を除く。）、中学校給食セン

ター長」を加える。 

別表第１の２のオ企業職給料表等級別職務分類表１級の部を削る。 

  附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月３１日掲示済）  



 

 

－189－ 

博物館 館長 

動物愛護管理センター センター長      

                      

博物館 館長 

                      

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を公布する。 

 令和８年３月３１日 

和歌山市人事委員会委員長  田 中 祥 博 

和歌山市人事委員会規則第２号 

   管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

管理職員等の範囲を定める規則（平成１１年人事委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

 別表市長事務部局の項中 

「                      

                                           を 

                     」
                    

「

                                        」
に改める。

 

    附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月３１日掲示済）  

 



 

 

－190－ 

４６ 中学校給食セ

ンター長印 

古印体 方２０ 中 学 校 給 食 セ

ンター長 

中学校給食センター長名

をもって発する文書 

１ 

 

和 歌 山 市 立 

中 学 校 給 食 

センター長之印 

 

学校給食第一共同調理場 学校教育部給食管理課 

学校給食第二共同調理場  

 

学校給食第一共同調理場 学校教育部給食管理課 

学校給食第二共同調理場  

中学校給食センター  

 

Ａ 午 前 ６ 時

００分 

 

 

午後２時

４５分 

 

Ａ 午 前 ５ 時

３０分 

午後２時

１５分 

Ｂ 午 前 ６ 時

００分 

午後２時

４５分 

 

和歌山市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則を公布する。 

令和８年３月３０日 

                              和歌山市教育委員会 

教育長  阿 形 博 司 

和歌山市教育委員会規則第２号 

和歌山市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則 

 （和歌山市教育委員会公印規則の一部改正） 

第１条 和歌山市教育委員会公印規則（平成４年教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正す

る。 

  別表第１一般公印の表に次のように加える。 

 

 

  別表第２一般公印の表に次のように加える。 

 

 

 

 

 （和歌山市教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規則の一部改正） 

第２条 和歌山市教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規則（平成６年教育委員会規則第６号

）の一部を次のように改正する。 

 別表学校給食第一共同調理場、学校給食第二共同調理場の項中「学校給食第二共同調理場」の次

に「及び中学校給食センター」を加え、 

 

 

             を                に、「Ｂ」を「Ｃ」に、 

 

 

「Ｃ」を「Ｄ」に、「Ｄ」を「Ｅ」に改める。 

（和歌山市教育機関組織規則の一部改正） 

第３条 和歌山市教育機関組織規則（平成１５年教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正す

る。 

  

  別表第１中                             を 

 

 

 

                             に改める。 

 

 

４６ 

「 

」 

「 

」 

「 「 

」 」 



 

 

－191－ 

学校給食第一共

同調理場 

学校給食第二共

同調理場 

安全・安心な学校給食を目的として、次の事務その他

目的の達成に必要な事務を所掌する。 

（１）運営審議会に関すること。 

（２）施設の整備及び管理に関すること。 

（３）給食物資の購入及び保管に関すること。 

（４）給食献立及び給食計画の作成に関すること。 

（５）給食の管理及び指導に関すること。 

 

 

 

 

別表第２中                                    を 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     に改める。 

 

 

 

 

（和歌山市教育委員会事務決裁規則の一部改正） 

第４条 和歌山市教育委員会事務決裁規則（平成２７年教育委員会規則第１３号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第１条中「事務委任」の次に「等に関する」を加える。 

  第２条第１項第１１号中「及び」を「、」に改め、「副所長等」の次に「及び中学校給食センタ

ー長」を加える。 

  第６条第２項の表中「子ども支援センター」の次に「 中学校給食センター」を加える。 

  第１３条に次の１項を加える。 

 ３ 前各項の規定により合議を要する事項について、当該合議を行う者が不在である場合における

取扱いについては、第９条から前条までの規定の例による。 

  別表第１共通決裁事項のその他の事項の表第３項中「市立学校給食共同調理場」の次に「及び市

立中学校給食センター」を加える。 

（和歌山市教育委員会教育施設管理規則の一部改正） 

第５条 和歌山市教育委員会教育施設管理規則（平成３０年教育委員会規則第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第２条第３項中第８号を第９号とし、第７号の次に次の号を加える。 

（８）和歌山市立中学校給食センター 中学校給食センター長の職にある者 

  附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月３０日掲示済）  

「  

」 

学校給食第一共

同調理場 

学校給食第二共

同調理場 

中学校給食セン

ター 

安全・安心な学校給食を目的として、次の事務その他

目的の達成に必要な事務を所掌する。 

（１）運営審議会又は運営委員会に関すること。 

（２）施設の整備及び管理に関すること。 

（３）給食物資の購入及び保管に関すること。 

（４）給食献立及び給食計画の作成に関すること。 

（５）給食の管理及び指導に関すること。 

 
」 

「  



 

 

－192－ 

和歌山市立中学校給食センター条例施行規則を公布する。 

令和８年３月３０日 

                             和歌山市教育委員会 

教育長  阿 形 博 司 

和歌山市教育委員会規則第３号 

和歌山市立中学校給食センター条例施行規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、和歌山市立中学校給食センター条例（令和７年条例第３３号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （対象校） 

第２条 和歌山市立中学校給食センターの対象校は、次のとおりとする。 

学校名 

日進中学校、東和中学校、西和中学校、城東中学校、西浜中学校、明和中学校、河北中学

校、河西中学校、紀之川中学校、西脇中学校、紀伊中学校、高積中学校、東中学校、楠見中

学校、有功中学校、貴志中学校 

 （雑則） 

第３条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （令和８年３月３０日掲示済）



 

 

－193－ 

和歌山市教育委員会訓令第１号 

和歌山市教育委員会文書取扱規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和８年３月３０日 

                             和歌山市教育委員会 

教育長  阿 形 博 司 

和歌山市教育委員会文書取扱規程の一部を改正する規程 

和歌山市教育委員会文書取扱規程（平成６年教育委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

第３５条第４項中「発信番号」を「発送番号」に改め、「当該」を削り、同条第６項本文中「その

」を「当該」に改め、同項ただし書中「とき」の次に「又は文書管理システムにおいて当該収受文書

を関連文書として登録し、別に番号を取得したとき」を加える。 

第４６条第１項第４号中「表紙にその旨を記載するとともに」を削り、同項第７号中「、表紙にそ

の旨を記載し」を削る。 

第４７条第２項中「第１項」を「前項」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月３０日掲示済）  



 

 

－194－ 

和歌山市教育委員会告示第５号 

 和歌山市教育委員会定例会を次のとおり開催することとし、招集したので告示する。 

令和８年３月２４日 

                            和歌山市教育委員会       

                            教育長  阿 形 博 司    

１ 日時 令和８年３月２７日（金） 午後１時３０分から 

２ 場所 和歌山市七番丁２３番地 

     和歌山市役所１１階 教育委員室 

３ 報告 

（１）  ２月定例市議会について 

４ 議案 

（１）和歌山市教育委員会文書取扱規程の一部改正について 

（２）和歌山市社会教育委員の委嘱について 

（３）和歌山市学校部活動の地域展開等の在り方に関する方針（案）について 

（４）和歌山市教育委員会公印規則等の一部改正について 

（５）和歌山市中学校給食センター条例施行規則の制定について 

（６）人事案件について 

（令和８年３月２４日掲示済）



 

 

－195－ 

和歌山市企業局事務決裁規程の一部を改正する規程を公布する。 

  令和８年３月３１日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男 

和歌山市企業局規程第１号 

和歌山市企業局事務決裁規程の一部を改正する規程 

和歌山市企業局事務決裁規程（平成１１年水道局規程第４号）の一部を次のように改正する。 

第１３条に次の１項を加える。 

３ 前各項の規定により合議を要する事項について、当該合議を行う者が不在である場合における取

扱いについては、第９条から前条の規定の例による。 

別表第２個別決裁事項の経営管理部に関する事項の表営業課の項第１０号中「水道企画課長」を「

水道企画建設課長」に改め、同表水道工務部に関する事項の表中「水道企画課」を「水道企画建設課

」に、水道企画課の項第４号中「管路整備課長」を「水道企画建設課長」に改める。 

附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月３１日掲示済）  



 

 

－196－ 

和歌山市企業局文書取扱規程の一部を改正する規程を公布する。 

  令和８年３月３１日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男 

和歌山市企業局規程第２号 

和歌山市企業局文書取扱規程の一部を改正する規程 

和歌山市企業局文書取扱規程（平成５年水道局規程第４号）の一部を次のように改正する。 

第３５条第４項中「発信番号」を「発送番号」に改め、「当該」を削り、同条第６項本文中「その

」を「当該」に改め、同項ただし書中「とき」の次に「又は文書管理システムにおいて当該収受文書

を関連文書として登録し、別に番号を取得したとき」を加える。 

第４６条第１項第４号中「表紙にその旨を記載するとともに」を削り、同項第７号中「、表紙にそ

の旨を記載し、」を削る。 

附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月３１日掲示済）  



 

 

－197－ 

和歌山市公営企業会計規程の一部を改正する規程を公布する。 

  令和８年３月３１日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男 

和歌山市企業局規程第３号 

和歌山市公営企業会計規程の一部を改正する規程 

 和歌山市公営企業会計規程（昭和３９年水道局規程第１１号）の一部を次のように改正する。 

 第３１条中「企業出納員又は現金取扱員」を「企業出納員、現金取扱員及び地方公営企業法（昭和

２７年法律第２９２号。以下「法」という。）第３３条の２において準用する地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により公金の徴収又は収納の事務を受託している者（

以下「指定公金事務取扱者」という。）」に改め、次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、企業出納員、現金取扱員及び指定公金事務取扱者は、口座振替、自動

払込み又は電気通信回線による決済により収入金を収納したときは、納入者に対する領収書の交付を

省略することができる。 

 第５４条第４号中「出席負担金」を「経費」に改める。 

 第５７条第１項中「よつて」を「よって」に改め、同条第１項第１号中「あつて」を「あって」に、

「月の中途で更迭したときは、その際に行うものとする。」を「配置換え若しくは休職され、又は退

職したときは、直ちに精算しなければならない。」に改める。 

 第６２条に次の１号を加える。 

（５）公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第５条の規定に基づき

登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費 

 第８０条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定金融機関は、口座振替、自動払込み又は電気通信回線による決済

により収入金を収納したときは、納入者に対する領収書の交付を省略することができる。 

 第８７条中「指定金融機関の関係帳簿及び証拠書類」を「指定金融機関の関係帳簿及び証拠書類又

はこれらに係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られた記録をいう。）」に改める。 

 第１４８条の２第１項の表水道工務部の項中「水道企画課副課長」を「水道企画建設課副課長」に、

「水道企画課水道企画班長」を「水道企画建設課水道企画班長」に改める。 

 第１５９条中「地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」という。）」を「法」に

改める。 

   附 則  

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月３１日掲示済）  

 

 



 

 

－198－ 

和歌山市企業局組織規程の一部を改正する規程を公布する。 

  令和８年３月３１日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男 

和歌山市企業局規程第４号 

   和歌山市企業局組織規程の一部を改正する規程 

和歌山市企業局組織規程（平成１２年水道局規程第２号）の一部を次のように改正する。 

第３条第３項の表経営管理部の項中「水道企画課」を「水道企画建設課」に改める。 

第４条の３第１項各号列記以外の部分中「水道企画課」を「水道企画建設課」に改め、「総合調整

」の次に「並びに管路（水管橋を含む送水管及び配水管をいう。以下同じ。）の新設及び改良」を加

え、同項第１号中カを削り、同号キ中「施設整備事業及び送水管整備事業」を「管路」に改め、同号

キを同号カとし、同号ク中「計画及び調整」を「総合調整」に改め、同号クを同号キとし、同号ケ中

「の向上計画及び」を「向上対策の」に改め、同号ケを同号クとし、同号中コを削り、サをケとし、

その次に次のように加える。 

コ 管網に関すること。 

サ 未普及に係る計画に関すること。 

第４条の３第１項第２号を次のように改める。 

（２）管路第１班 次に掲げる事務 

ア 管路の新設工事及び支障移設工事並びにそれらに伴う改良工事に係る実施計画、設計、施工

及び監督に関すること。 

 イ 送水管、配水本管等の大口径管の新設工事及び支障移設工事並びにそれらに伴う改良工事に

係る実施計画、設計、施工及び監督に関すること。 

ウ 工事物資材の採用及び水道施設の施工基準に関すること。 

エ 設計積算システムに関すること。 

オ 材料支給に関すること。 

カ 管路の工事について、他課の計画及び予算に基づき依頼があった設計、施工及び監督に関す

ること。 

第４条の３第１項に次の１号を加える。 

（３）管路第２班 次に掲げる事務 

ア 管路の更新工事及びそれに伴う改良工事に係る実施計画、設計、施工及び監督に関すること。 

イ 送水管、配水本管等の大口径管の更新工事及びそれに伴う改良工事に係る実施計画、設計、

施工及び監督に関すること。 

第４条の３第２項を次のように改める。 

２ 水道施設課は、水道施設及び工業用水道施設（取水施設、導水施設、浄水施設、配水池及びポン

プ所をいう。以下同じ。）の新設及び改良を目的として、次の事務及びその他目的の達成に必要な

事務を所掌する。 

（１）水道施設班 次に掲げる事務 

ア 水道施設及び工業用水道施設の新設、更新、撤去工事に係る土木及び建築の調査、実施計画、

設計、施工及び監督に関すること。 

イ 水道施設及び工業用水道施設に係る土木及び建築の災害対策に関すること。 



 

 

－199－ 

ウ 水道施設及び工業用水道施設に係る土木及び建築の工事について、他課の計画及び予算に基

づき依頼があった設計、施工及び監督に関すること。 

エ 課内他班の所管に属しないこと。 

（２）水道設備班 次に掲げる事務 

ア 水道施設及び工業用水道施設の新設、更新、撤去工事に係る設備の調査、実施計画、設計、

施工及び監督に関すること。 

イ 水道施設及び工業用水道施設に係る設備の災害対策に関すること。 

ウ 水道施設及び工業用水道施設に係る設備の工事について、他課が計画及び予算に基づき依頼

があった設計、施工及び監督に関すること。 

第４条の３第３項中「水道管路」を「管路」に改め、「及び送水管」を削り、第１号ア中「配水管

」を「管路」に改め、同号エを同号オとし、ウの次に次のように加える。 

エ 水管橋の管理に関すること。 

第４条の３第３項第２号イ中「送水管等、配水管（以下「配水管等」という。）」を「管路」に、

同号エ中「配水管等」を「管路及び給水管」に改める。 

第４条の３第３項第３号ア及びイ中「配水管等」を「管路」に改め、同号ウ中「配水管」を「管路

」に改める。 

第４条の３第４項第１号イ中「課所管の諸施設（取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配

水管を除く配水施設をいう。以下この項において同じ。）」を「水道施設及び工業用水道施設」に改

める。 

第４条の４第１項第３号イ及び同項第４号ア中「（改築事業を含む。）」を削る。 

第４条の４第２項第１号中イを削り、ウをイとし、エからサまでをウからコまでとする。 

第４条の４第２項第３号ア中「維持管理」の次に「、改築」を加え、同号イ中「維持修繕」の次に

「及び改築工事」を加え、同号中エを削り、オをエとする。 

第１３条の見出し中「経営基盤強化専門員」を「水道技術指導員」に改め、同条の表局の項を次の

ように改める。 

局 水道技術指導員 任意 水道技術管理者を補佐するとともに、技術的な事務を掌

理し、関係職員を指導及び指揮監督する。 

別表水道工務部の水道企画課の項及び管路整備課の項を次のように改める。 

水道企画建設課 水道企画班、管路第１班、管路第２班 

水道施設課 水道施設班、水道設備班 

附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月３１日掲示済）  

 



 

 

－200－ 

和歌山市企業局告示第１３号 

 公共下水道の供用及び終末処理場による下水の処理を開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第 

９条の規定に基づき、次のとおり告示する。 

 なお、その関係図書は、告示の日から２週間、和歌山市企業局下水道部下水道企画建設課において一般の縦覧

に供する。 

   令和８年３月１８日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

１ 公共下水道の供用開始 

（１）供用を開始すべき年月日 

   令和８年４月１日 

（２）下水を排除すべき区域 

ア 和歌川終末処理場に下水を排除すべき区域 

和歌浦南３丁目の一部 

  イ 中央終末処理場に下水を排除すべき区域 

西浜２丁目、関戸２丁目、関戸４丁目、西小二里１丁目、秋月、鳴神、東小二里町、北出島１丁目の

各一部 

ウ 北部終末処理場に下水を排除すべき区域 

西庄、木ノ本、島橋東ノ丁、島橋北ノ丁、榎原、梅原の各一部 

（３）供用を開始しようとする排水施設の位置 

前号表示の区域内 

（４）供用を開始しようとする排水施設 

分流式 和歌浦南３丁目、西浜２丁目、関戸２丁目、関戸４丁目、西小二里１丁目、秋月、鳴神、東

小二里町、西庄、木ノ本、島橋東ノ丁、島橋北ノ丁、榎原、梅原の各一部 

合流式 北出島１丁目の一部 

２ 終末処理場による下水の処理の開始 

（１）下水の処理を開始すべき年月日 

   令和８年４月１日 

（２）下水を処理すべき区域 

   前項第２号で下水を排除すべき区域とした表示の区域 

（３）下水の処理を開始しようとする終末処理場の位置及び名称 

ア 和歌山市塩屋５丁目３番４１号 和歌川終末処理場 

  イ 和歌山市三葛５１０番地の１ 中央終末処理場 

  ウ 和歌山市本脇６５３番地の２ 北部終末処理場 

（令和８年３月１８日掲示済）  

 



 

 

－201－ 

和歌山市企業局告示第１４号 

 和歌山市排水設備等指定工事店条例（平成１３年条例第２６号）第２条第２項の規定により排水設

備等指定工事店として令和８年３月１８日付けで新たに指定したので、同条例第１８条第１号の規定

により告示する。 

令和８年３月３１日 

                    和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男 

   

 

指定工事店番号 指定工事店名 所在地 代表者名 

第９５９号 
三洋建設株式会社 

和歌山支店 

和歌山市畑屋敷端ノ

丁 

３８番地 

山田 雅己 

（令和８年３月３１日掲示済）  



 

 

－202－ 

消防局訓令第３号 

和歌山市消防文書取扱規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和８年３月３１日 

和歌山市消防局長  西 本 和 人    

和歌山市消防文書取扱規程の一部を改正する規程 

 和歌山市消防文書取扱規程（平成４年消防局訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

第３５条第４項中「発信番号」を「発送番号」に改め、「当該」を削り、同条第６項本文中「その

」を「当該」に改め、同項ただし書中「とき」の次に「又は文書管理システムにおいて当該収受文書

を関連文書として登録し、別に番号を取得したとき」を加える。 

第４５条第１項第４号中「表紙にその旨を記載するとともに」を削り、同項第７号中「、表紙にそ

の旨を記載し」を削る。 

附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月３１日掲示済）  



 

 

－203－ 

消防局訓令第４号 

和歌山市消防局事務決裁規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和８年３月３１日 

和歌山市消防局長  西 本 和 人    

和歌山市消防局事務決裁規程の一部を改正する規程 

 和歌山市消防局事務決裁規程（平成１５年消防局訓令第２号）の一部を次のように改正する。 

第１３条に次の１項を加える。 

３ 前各項の規定により合議を要する事項について、当該合議を行う者が不在である場合における

取扱いについては、第９条から前条までの規定の例による。 

附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月３１日掲示済）  

 


